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 開  会  
 議  長  おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は、９名です。 
 定足数に達していますので、令和５年第１回東峰村議会定例会を開会します。 

 （９時３０分） 
 開  議  
 議  長  本会議に先立ち、議長の諸般報告を行います。 

 報告は、お手元に配布しております議案書の最後のページの、議長諸般報告をもって

代えさせていただきたいと思います。 
 それでは、ただ今から配布しております日程により、議事を進めてまいります。 

 日程第１  
 議  長  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、 
５番 梶原伯夫議員、６番 高橋弘展議員を指名いたします。 

 日程第２  
 議  長  日程第２ 「会期の決定について」を、議題といたします。 

 議会運営委員長に、議会運営委員会の報告を求めます。 
９番 黒川隆康議員 

 ９  番  今期定例会の議会運営にあたり、議会運営委員会の協議の結果について、ご報告を申

し上げます。 
 本日招集に係る令和５年第１回東峰村議会定例会の運営につきましては、去る２月２

７日に議会運営委員会を開催しました。 
 まず、議案につきましては、条例の制定が１件、条例の一部改正が１２件、条例の廃

止が１件、令和４年度一般会計の補正予算が１件、令和５年度一般会計・特別会計の当

初予算が４件、同意案件が２件、合計２１件の議案が予定されています。 
 会期につきましては、慎重に審議をいたしまして、本日９日から１６日までの８日間

と決定いたしました。 
 会期日程につきましては、お手元に日程表を配布しております。 
 まず、議案上程後、村長のあいさつ及び提案理由の説明を聴取し、各課長の補足説明

の後、通告順に６名の議員の一般質問を予定いたしております。 
 当初予算については、予算審査特別委員会を設置・付託し、審議をしたいと思います。 
最終日に、議案の審議、質疑、討論、採決を予定いたしております。 

 以上、簡単でありますが、議会運営委員会の協議の概要であります。 
 本定例会が円滑に運営されますように、特段のご協力を賜りますよう心からお願いい

たしまして、報告といたします。 
 議  長  ただ今、議会運営委員長より報告がありました。 

 本定例会の会期は、本日９日から１６日までの８日間といたしたいと思います。 
 お諮りいたします。 
 これに、ご異議ありませんか。 
 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認め、会期は、３月９日から３月１６日までの８日間と決定をいたしまし

た。 
 日程第３  
 議  長  日程第３ 事務局長に議案の上程報告を求めます。 

事務局長 
（事務局長議案上程報告） 
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 議  長  事務局長より議案の上程報告が終わりました。 
 日程第４  
 議  長  日程第４ 「村長あいさつ及び提案理由の説明」を求めます。 

村長 
 村  長  皆さん、改めましておはようございます。 

 本日ここに令和５年第１回東峰村議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様

方には公私ともご多忙の中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 
 また、日頃から村政の円滑な運営をはじめ、関係する政策全般につきご尽力をいただ

き深く感謝申し上げます。 
 さて、新型コロナウイルス感染症については、皆様ご存じのとおり、福岡県では２月

以降減少傾向が続き、２月１３日に福岡オミクロン警報を解除し、国でも３月１３日か

らマスクの着用についての方針が示されたところです。 
 村といたしましても、国に準じた取り扱いを基本として、屋外では季節を問わずマス

クの着用は原則不要、ただし、概ね２ｍの距離が確保できずに会話をする場合は、マス

クの着用をお願いする。屋内では、距離が確保でき会話をほとんど行わない場合を除き、

マスクの着用をお願いする。という、基本的には、個人の判断にお任せするものとしま

す。 
 ただし、職員に対しましては、屋内外を問わず職員以外の皆様と話す場合はマスクを

着用するようにしますが、相手に強制することはしません。 
 しかし、感染者数が減少している今が正念場だと思っております。皆様には変わらぬ

うがい、手洗い、手指の消毒の徹底や、できるだけ人との距離を確保するなどの対策の

徹底を改めてお願いするものであります。 
 マイナンバーカードの取得促進につきましては、マイナポイント付与特典の申請期限

が２月末で終了しました。２月末日現在での交付率は６３．３％と、県内６０自治体中

３７位と、１月末に比較し、１カ月で１１ランクアップいたしました。全国平均の６３．

５％まであと一歩のところまで来ているところです。皆様のご理解、ご協力のおかげだ

と改めてこの場をお借りしてお礼を申し上げます。 
 今後さらに申請をしていただくように、村でも独自の対策を考える必要があると思っ

ておりますので、その際はご協議、ご協力をお願いしたいと思っているところでござい

ます。 
 さて、世界に目を向けますと、昨年２月２４日にロシアがウクライナへの侵攻を開始

し、既に１年が経過し長期化の様相を見せ、原油高、物価の高騰など私たちの生活へ大

きな影響を受け、その内容に村民のみならず全世界で苦労されております。 
村で２月末日まで利用していただいた生活応援商品券ですが、昨日までの換金額につ

きましては１，８５２万１千円と、９６．６％の利用があっていると報告を受けており

ます。換金期限があと数日ございますので、最終的にどれぐらいになるかは、ちょっと

まだ今の時点では分かりませんが、たくさんの方のご利用をいただき生活の一助になっ

たのであれば、大変うれしく思っているところでございます。 
 こうした社会情勢が目まぐるしく変化している状況において、村としては災害復旧の

早期完了、また美しい山里を継承し豊かな暮らしを創造する、幸せな村を実現するため

の施策に取り組んでいるところです。 
 まず、自然・伝統・文化を生かした魅力あるものづくりといたしましては、産業振興

として農林業振興協議会による奨励作物の推進や特産品の開発、獣肉処理施設の整備、

伝統的工芸品の振興支援、また、観光アクションプラン実現のための取り組みも、県と

関係団体との共同により組織化を進め、滞在型の観光となるような施設の連携や商品の

開発などを、引き続き行ってまいります。 
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 先日２月２６日、農林業振興大会を開催いたしました。講演の講師として島根県中山

間地域研究センター主任研究員東良太さんをお招きし、農山村の未来への可能性と題し

た講演をいただきました。農林業だけがテーマではなく、東峰村で安心して暮らし続け

るための地域づくりとはどうあるべきかという、今、村が直面している地域づくり、集

落のあり方、農村風景をどう守り振興していくかなど、大変ためになるお話をお受けい

たしました。 
東先生には、終って懇談をさせていただき、地域コミュニティや集落営農、持続可能

な地域の運営組織による地域の農村風景と農業を、地域でどう守っていくかなど、協働

事業として、来年度から東峰村に関わっていただけるよう、お話をいただいたところで

ございます。 
 美しく安全で暮らしやすい村づくりでは、日田彦山線沿線地域振興の取り組みとし

て、BRT 沿線景観整備、地域交通、ＡＩオンデマンド交通の走り出し、３駅の周辺整備

計画策定を行います。整い次第の整備着手について、県にも予算確保など柔軟な配慮を

要望しており、村でも補正予算でお願いすることもあるかと思いますので、よろしくお

願いするものであります。 
 高齢者等に優しく子育てしやすい村づくりでは、健康づくりや高齢者のフレイル予防

のための外出支援として、健康マイレージ事業や買い物支援の継続、高齢者の短距離の

移動事業や生き活きサロン、敬老会事業の拡充などを行いたいと思っております。 
 愛する心を育む人づくりでは、教育関係では、小学校の複式学級が現実のものとなっ

てきており、来年度は緩和措置として１年間県費により配置がされますが、再来年への

対応をしっかり見据えていかなければなりません。 
 子育て環境については、保育所の現状を踏まえ、今後３年後、５年後を見据えた環境

整備について考えていかなければならないと思っております。 
 住民主役・行政と協働の持続可能な村づくりについては、地域コミュニティ協議会、

住民自治組織の設置について進め、集落自治を実現するために引き続き取り組んでまい

ります。仔細にはたくさんの事業がありますが、令和５年度だけでなく短期的視点、長

期的視点をおりまぜながら効果的に事業を進めてまいりたいと考えています。 
 それでは、本定例会に執行部から提案いたしております各議案等について、説明を申

し上げます。 
 本定例会には、条例の制定について１４件、補正予算について１件、当初予算につい

て４件、同意案件２件、合計２１件の議案等を提案申し上げ、ご審議をお願いする次第

であります。 
 議案第１号、東峰村個人情報の保護に関する法律施行条例の制定につきましては、個

人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴い、地方公共団体についても、法で規

定している全国的な共通ルールが直接適用されるため、現行ルールを定める東峰村個人

情報保護条例を廃止し、新たに法の施行に必要な事項を規定する条例を制定する必要が

あるため、本条例を制定するものです。 
 議案第２号、東峰村行政不服審査会条例等の一部を改正する条例の制定につきまして

は、東峰村課設置条例の一部改正に伴い、事務を掌握する課名の変更が生じていたため、

東峰村行政不服審査会条例、東峰村総合計画等審議会条例、東峰村特別職報酬等審議会

条例、東峰村こども・子育て会議条例、東峰村予防接種健康被害調査委員会条例、東峰

村ダム対策委員会条例、及び東峰村消防委員会条例の一部を改正するものであります。 
 議案第３号、東峰村の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議

案第４号、東峰村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、議案第５号、東峰村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を

改正する条例の制定について、議案第６号、東峰村職員の勤務時間、休日及び休暇等に
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関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第７号、東峰村職員の育児休業

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第８号、公益法人等への東

峰村職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第９号、東

峰村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１

０号、東峰村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、議案第１１号、東峰村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例の制定につきましては、地方公務員法の一部が改正され、地方公務員

の定年が延長されることに伴い、関連する条例の一部を改正するものであります。 
 議案第１２号、東峰村国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして

は、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令が令和５年２月１日に公布されたこ

とに伴い、東峰村国民健康保険条例の一部を改正するものであります。 
 議案第１３号、東峰村手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、動物

の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律が令和４年６月１日に施行され

たことに伴い、東峰村手数料条例の一部を改正するものであります。 
 議案第１４号、東峰村職員の再任用に関する条例を廃止する条例の制定につきまして

は、地方公務員法の一部が改正されることに伴い、東峰村職員の再任用に関する規定を

東峰村職員の定年等に関する条例に定めることにより、東峰村職員の再任用に関する条

例が不要となるため、当該条例を廃止するものであります。 
 議案第１５号、令和４年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第６号）につきまして

は、歳入歳出それぞれに４億６２５万６千円を追加し、歳入歳出総額を４６億２，３８

４万５千円とするものです。 
 歳出では、通常事業の実績による減額など、一般管理費では人件費など８，６８０万

円、ほうしゅ楽舎外構工事費等１，６５０万円、電算業務委託料１，５００万円、光ケ

ーブル移設費２，３００万円、地域おこし支援事業費３，８６２万８千円、村議会議員

選挙費８６７万４千円、住民税非課税世帯等臨時特別給付金７９０万円、価格高騰緊急

支援給付金４２０万円、環境衛生費１，４００万円、農業振興対策費１，１３０万９千

円、農業振興基金事業費１，０００万円、水源かん養事業１，０００万円、竹棚田駐車

場整備工事１，７６０万円、美しい村づくり事業費１，９１５万円、土木総務費４７５

万７千円、非常備消防費７８０万円、体育施設管理費６００万円、災害復旧総務費１，

３９０万２千円、公共土木施設災害復旧費２００万円、農地・農業用施設災害復旧費１

億６５６万４千円、などをそれぞれ減額しております。 
 増額としては、施設改修基金積立２億円、災害対策基金積立金１億円、旧宝珠山小学

校グラウンド整地工事等１，３００万円、ふるさと納税返礼品等９，０００万円、ふる

さと基金積立金３億３，０００万円、すこやか子育て基金積立金７，０００万円、保健

福祉センター管理費２２３万４千円、予防費精算返還金３６５万３千円、小石原診療所

返還金２０５万円、母子事業補助金１，３００万円、ため池耐震調査業務２，８００万

円などを計上しております。 
 歳入としては、農林水産費国庫補助金、ふるさと納税、財政調整基金、ふるさと基金

繰入金などを増額し、事業減に伴う国・県補助金や繰入金などを減額しております。 
 議案第１６号、令和５年度東峰村一般会計歳入歳出予算につきましては、当初予算の

対前年比３％、１億１，６７５万４千円増の４０億６，８７４万８千円といたしたとこ

ろでございます。 
 それでは、一般会計の歳入の概要について、説明申し上げます。 
 村税は、法人税２３０万円の減額、地方譲与税につきましては、概ね前年並み、地方

消費税交付金２８７万１千円の増額、地方特例交付金１００万円の増額、地方交付税に

つきましては、国が行政サービスを安定的に提供できるよう地方交付税等の一般財源総
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額について、令和４年度を上回る額を確保する方針により、４，５３３万１千円増の１

６億４，２３３万１千円を見込んでおります。 
 民生費負担金の児童福祉費・老人福祉費負担金３７６万円の増、残土処理場使用料９

３５万円の減、国庫補助金につきましては、各種事業規模に応じまして７０３万円の減、

県補助金についても５，３６９万８千円の減、ふるさと納税については、前年度比１億

円増の増額を見込んでおります。 
 繰入金６，１４１万円の減、前年度繰越金５６９万３千円の増、諸収入につきまして

は、スポーツ振興センター助成金及び岩屋湧水導水管移設工事に伴う補償費等の減額に

より３，１４８万２千円の減、村債につきましては、総務債のほうしゅ楽舎等の整備事

業費の減額によりまして２億６，７６７万８千円の減となっておりますが、農林業債及

び消防債の各事業については３億５，４００万円の増となっております。 
 村債全体で１億１，９２１万３千円の増額となっております。 
 ２９年災害の災害復旧関係事業も、あとは県工事関係の農災事業を残すのみとなり、

工事の進捗をより一層進めていかなければなりません。 
 今後とも災害復旧・復興はもちろんですが、日田彦山線沿線振興や地域活性化への事

業に取り組んでいかなければなりません。財政状況を的確に分析しながら、着実な事業

の遂行を行いたいと考えております。 
 次に、歳出の主な内容について、目的ごとに概要を説明申し上げます。 
 まず、議会費は、前年度比１．８％増の４，６８７万５千円を計上しています。 
 総務費は、前年度比１７．６％減の１３億２，２８２万２千円。コミュニティ協議会

検討に関する経費として６５０万円、個人情報保護法施行に伴う対応支援業務９４０万

５千円、インボイス制度取組支援業務２１５万６千円、地域交通対策費７，１６４万円、

地域おこし協力隊事業５，５４４万４千円、地域活性化起業人２，４００万円、ふるさ

と納税返礼品等経費２億３，９６０万円などを計上しております。 
 民生費は、前年度比４．５％増の５億７，０５７万７千円。避難行動要支援者システ

ム構築事業４９７万９千円、集落支援事業費１，３９２万４千円、児童福祉費１，３６

９万円、外出支援タクシー６７２万円などを計上しております。 
 保健衛生費は、５．７％増の２億４７１万７千円。新型コロナウイルスワクチン接種

や体制確保で９９４万９千円、合併処理浄化槽設置補助１，１４６万６千円などを計上

しております。 
 農林水産費は、９．６％増の２億５，２７１万３千円としました。農地台帳システム

委託料４８０万７千円、鳥獣侵入防止柵設置工事２，１２５万円、災害関係として、用

水対策支援４５万円、農業振興対策支援補助３２０万円、農村環境整備事業として区画

整理起工測量１，０５４万９千円、ため池劣化状況調査１，２００万円、畦畔保護工事

１，４００万円、林道防災工事５００万円、森林環境整備事業２，４１１万１千円など

を計上しています。 
 商工費は、４１．４％増の２億３，４１３万円。プレミアム付商品券デジタル化事業

５，４８０万円、サイン基本計画策定業務委託５９８万４千円、美しい村づくり事業４，

５７５万６千円、東峰村簡易宿泊施設１，２８２万１千円などを計上しています。 
 土木費は、５．５％増の２億５，９１７万２千円です。小規模治山事業５６２万５千

円、里山空間整備事業補助１７５万円、橋梁点検委託料３００万円、橋梁補修工事（３

橋）３，５００万円、村道紙屋・延田線改良工事５，０００万円、村有河川改良工事（下

郷・寺村・原）合わせて９，０００万円などを計上しております。 
 消防費は、３１１．４％増の４億４，９１７万２千円。１６年経過した村内の防災無

線の更新に係るものとして３億円、消防ポンプ車１台の購入として２，９００万円、指

定避難所（小石原基幹集落センター）のバリアフリー化工事１，８０４万円などを計上
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しております。 
 教育費は、６．１％減の１億３，７６９万４千円、スクールバス購入費９５０万円、

天然記念物保存活用計画２９０万２千円、小石原窯跡群法面工事２９５万４千円などを

計上しております。 
 災害復旧費としては、４６．８％減の１億７，４４２万１千円としました。災害復旧

総務費３，６６０万２千円、公共土木３，０１６万８千円、農地・農業用施設１億７６

５万円を計上しております。 
 公債費は、２５．７％増の３億９，２９５万２千円。諸支出金では簡易水道事業特別

会計操出金として６．５％増の１，８５０万３千円としました。 
 なお、詳細につきましては、予算審査特別委員会におきまして、担当課長からの説明

及び質疑・応答により、審査のほどよろしくお願い申し上げます。 
 次に、特別会計について説明いたします。 
 議案第１７号、令和５年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予算につきまして

は、対前年度比３．５％増の７，０９６万円といたしました。 
 法適用移行業務１，５０７万円、地図情報ソフト入力作業２７５万円、国道消火栓嵩

上げ工事１５０万円などを計上しています。 
 議案第１８号、令和５年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算につきまし

ては、前年度比５．７％減の３億１，８９４万６千円といたしました。 
 議案第１９号、令和５年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算につきまして

は、前年度比４．３％増の４，１５４万４千円といたしました。 
 同意第１号、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選任につきまして

は、武井欽二氏の任期が、令和５年３月３１日に任期を満了するとに伴い、新たに倉掛

俊一氏を公平委員に選任することについて、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委

員会規約第３条第１項の規定により、議会の同意を求めるものです。 
 同意第２号、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選任につきまして

は、井上恒夫氏を公平委員に選任することについて、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合

等公平委員会規約第３条第１項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 
 以上、提案理由の概要を申し上げましたが、いずれも今後の村政推進上重要な案件で

ありますので、皆様方には十分なるご審議を賜り、ご議決いただきますようお願い申し

上げます。よろしくお願いします。ありがとうございました。 
 議  長  以上、村長の提案理由の説明が終わりました。 
 日程第５   
 議  長  日程第５ 一般質問につきましては、日程第６から日程第２６までの補足説明終了後

に行います。 
 休  憩  
 議  長  １０時１５分まで休憩します。 

（１０時０６分） 
 再  開  
 議  長  休憩前に続き、会議を再開します。 

（１０時１５分） 
 日程第６  
 議  長  日程第６ 議案第１号「東峰村個人情報の保護に関する法律施行条例の制定につい

て」 
 補足説明を担当課長に求めます。 
総務企画課長 

総務企画課長  それでは、議案書の１７ページをお開きください。 
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 議案第１号「東峰村個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について」 
 上記の条例案を、別紙のとおり提出する。 
 令和５年３月９日提出、村長名でございます。 
 提案理由、個人情報の保護に関する法律が改定されたことに伴い、地方公共団体につ

いても法で規定している全国的な共通ルールが直接適用されるため、現行ルールを定め

る東峰村個人情報保護条例を廃止し、新たに法の施行に必要な事項を規定する条例を制

定する必要があるためでございます。 
 １８、１９をお開きください。 
 まず、国の個人情報の保護に関する法律の改正の背景と目的につきましては、デジタ

ル社会の進展に伴いまして、個人情報の利用が著しく拡大する中で、個人情報の有用性

に配慮しつつ、個人の権利、利益を保護することを目的とされております。 
 これまでは東峰村、国、独立行政法人、民間事業者と、それぞれに法令、条例を有し

ていたものを、今回統一、一本化し個人情報の取り扱いに関する全国統一的運用が行わ

れることになります。 
 全体の所管につきましては、独立機関であります個人保護委員会が一元的に監視監督

する体制となります。 
 １８、１９ページで、東峰村個人情報の保護に関する法律施行条例では、まず、第３

条におきまして個人情報取扱事務の届出、第４条から７条においては、開示請求の手続

き、期限、期限の特例、手数料について規定しております。 
 第１０条から１３条におきましては、審査会への諮問、調査権限などを規定しており

ます。 
 なお、この条例につきましては、令和５年４月１日からの施行となります。以上でご

ざいます。 
 日程第７  
 議  長  日程第７ 議案第２号「東峰村行政不服審査会条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて」 
 補足説明を担当課長に求めます。 
総務企画課長 

総務企画課長  ２２ページをお開きください。 
 議案第２号「東峰村行政不服審査会条例等の一部を改正する条例の制定について」 
 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 
 令和５年３月９日提出、村長名でございます。 
 提案理由、東峰村課設置条例の一部改正に伴い事務を掌握する課名の変更が生じたた

め、東峰村行政不服審査会条例、東峰村総合計画等審議会条例、東峰村特別職報酬等審

議会条例、東峰村こども・子育て会議条例、東峰村予防接種健康被害調査委員会条例、

東峰村ダム対策委員会設置条例及び東峰村消防委員会条例の一部を改正するものでご

ざいます。 
 それでは、２３ページをご覧ください。新旧対照表について説明をさせていただきま

す。 
 １条、東峰村行政不服審査会条例につきましては、第９条の総務課を総務企画課。 
 第２条、東峰村総合計画等審議会条例につきましては、第８条の企画政策課を総務企

画課。 
 ２４ページをお開きください。 
 第３条、東峰村特別職報酬等審議会条例につきましては、第６条の総務課を総務企画

課。 
 第４条、東峰村こども・子育て会議条例につきましては、第８条の保健福祉課を住民
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福祉課。 
 ２５ページの第５条、東峰村予防接種健康被害調査委員会条例、第７条の保健福祉課

を住民福祉課。 
 第６条、東峰村ダム対策委員会設置条例、第８条の建設水道課を農林建設課。 
 ２６ページをお開きください。 
 第７条、東峰村消防委員会条例につきましては、第９条の総務課を総務企画課へ、そ

れぞれ改正するものでございます。 
 なお、この条例は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用するものでござ

います。以上です。 
 日程第８  
 議  長  日程第８ 議案第３号「東峰村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について」 
 補足説明を担当課長に求めます。 
総務企画課長 

総務企画課長  ２７ページをお開きください。 
 議案第３号「東峰村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て」 
 上記条例案を別紙のとおり提出する。 
 令和５年３月９日提出、村長名でございます。 
提案理由、地方公務員法の一部が改正され地方公務員の定年が延長されることに伴

い、東峰村職員の定年等に関する条例の一部を改正するものでございます。 
 この地方公務員法の一部改正に伴いまして、国家公務員に準じて地方公務員の定年も

６０歳から６５歳まで、２年に１歳ずつ段階的に引き上げられることを踏まえ、東峰村

職員の定年等に関する条例を含め関連します条例９件について一部改正を行うもので

ございます。 
 今回の定年引き上げによる地方公務員法の改正内容につきましては、大きく分けまし

て５つの柱となっております。 
 １つ目は、定年年齢を２年に１歳ずつ段階的に引き上げ、令和１３年度以降６５歳と

するものでございます。 
 ２つ目は、管理監督職勤務上限年齢、いわゆる役職定年の導入でございます。 
 役職定年年齢は６０歳を基本としまして、管理職以外の職に降任するものでございま

す。 
 職員の年齢別構成等の特別な事情がある場合には、例外措置を講ずることができると

なっております。 
 ３つ目は、給与に関する措置としまして、国家公務員の給与及び退職手当についての

措置が講じられることを踏まえまして、地方公務員についても均衡の原則に基づきまし

て当分の間、６０歳を超える職員の給与月額は、６０歳に達した日以後の最初の４月１

日、これは特定日と申しますが、それの７割水準とするということでございます。 
 ４つ目につきましては、情報提供意思確認制度の新設でございます。 
 任命権者は当分の間、職員の６０歳到達日が属する年度の前年度に、特定日以降の任

用、給与、退職手当等に関する情報を提供し、職員の特定日以後の勤務の意思を確認す

るように努めるものでございます。 
 最後５つ目は、定年前再任用短時間勤務制の導入でございます。 
 定年年齢の引き上げにより、６５歳までフルタイムで勤務することを原則とする中

で、多様な働き方を可能とするニーズに対応するため、引き上げられた定年前に退職し

た職員について、本人の意向を踏まえまして、定年前再任用短時間勤務職員として短時
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間勤務の職に採用するものでございます。 
 それでは、２８ページ、２９ページをお開きください。 
 東峰村職員の定年等に関する条例の一部改正する条例、現行と改正案の新旧対照表と

なってございます。 
 今回の改正では、第１章から５章としております。 
 第１章につきましては総則、第２章につきましては定年制度、第３章は管理監督職勤

務上限年齢制、第４章は定年前再任用短時間勤務制、第５章は雑則で構成しております。 
 第１条につきましては、地方公務員法の改正に伴いまして、適用されます条文の変更

及び追加でございます。 
 ２９ページをご覧ください。 
 第３条では、定年年齢を、６０年を６５年とするものでございます。 
 第４条では、定年による退職の特例を追加し、業務遂行上の特別の事情がある場合の

特例容認。具体的には、特別なプロジェクトの継続の必要がある場合、または職員の職

務の特殊性により、そのポストの欠員の補充が困難な場合についてを定めたものでござ

います。 
 ３０、３１ページをお開きください。 
 第６条では、管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職、第７条では、管理

監督職勤務上限年齢を６０とするものでございます。 
 第８条では、他の職へ降任等を行うにあたっての遵守すべき基準、地方公務員法１３

条、平等の取扱の原則、１５条、任用の根本の原則、第２３条の３人事評価に基づく措

置、２７条の第１項の分限及び懲戒の基準、第５６条の不利益取扱の禁止についてでご

ざいます。 
 続きまして、３２ページ、３３ページをお開きください。 
 第９条では、管理監督勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特

例。 
 先ほども申し上げましたが、特別なプロジェクトの継続の必要性がある場合、または

職員の職務の特殊性により、そのポストの欠員補充が困難な場合について定めたもので

ございます。 
 第１０条では、情報提供意思確認制度の新設に伴いまして異動期間の延長等に係る職

員の同意、第１１条では、異動期間の延長理由が消滅した場合の措置についてを規定し

ております。 
 ３４ページ、３５ページをお開きください。 
 第４章、定年前再任用短時間勤務制、現在の再任用制度が定年前再任用短時間勤務制

に変更されることに伴い、第１２条に定年前再任用短時間勤務制の任用、具体的には、

６０歳以降はフルタイム、または退職して短時間勤務の選択をするということを規定し

てございます。 
 最後に、第５章として雑則を設け、委任及び附則第３、定年に関する経過措置、附則

第４に情報提供及び勤務意思の確認について、でございます。 
 この条例につきましては、令和５年４月１日から施行するものでございます。 
 ただし、附則第１１の規定は、公布の日から施行するものでございます。以上でござ

います。 
 日程第９  
 議  長  日程第９ 議案第４号「東峰村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部

を改正する条例の制定について」 
 補足説明を担当課長に求めます。 
総務企画課長 
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総務企画課長  ４１ページをお開きください。 
 議案第４号「東峰村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」 
 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 
 令和５年３月９日提出、村長名でございます。 
 提案理由、地方公務員法の一部が改正され地方公務員の定年が延長されることに伴

い、東峰村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正するものでござ

います。 
 ４２ページをお開きください。 
 改正内容につきましては、管理監督職勤務上限年齢、役職定年制の導入に伴いまして、

管理職以外の職に降任し降給となるため、降給に関する規定の整備でございます。 
 この条例は、令和５年４月１日から施行するものでございます。以上です。 

日程第１０  
 議  長  日程第１０ 議案第５号「東峰村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」 
 補足説明を担当課長に求めます。 
総務企画課長 

総務企画課長  ４３ページをお開きください。 
 議案第５号「東峰村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」 
 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 
 令和５年３月９日提出、村長名でございます。 
 提案理由、地方公務員法の一部が改正され地方公務員の定年が延長されることに伴

い、東峰村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正するものでございま

す。 
 ４４ページをお開きください。 
 改正の内容につきましては、減給において減ずる額の基礎となる月額を、減給発令の

日に受ける給与月額とすること、及び給料の引き下げにより減給額が給料等の３分の１

を超えることとなった場合、減給額を減ずる規定の整備でございます。 
 この条例につきましては、令和５年４月１日から施行するものでございます。以上で

す。 
日程第１１   
 議  長  日程第１１ 議案第６号「東峰村職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について」 
 補足説明を担当課長に求めます。 
総務企画課長 

総務企画課長  ４５ページをお開きください。 
 議案第６号「東峰村職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」 
 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 
 令和５年３月９日提出、村長名でございます。 
 提案理由、地方公務員法の一部が改正され地方公務員の定年が延長されることに伴

い、東峰村職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正するものでござ

います。 
 ４６ページ、４７ページをお開きください。 
 改正の内容につきましては、定年前再任用短時間勤務制の導入に伴います規定の整備
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でございます。 
 この条例につきましては、令和５年４月１日から施行するものでございます。以上で

す。 
日程第１２  
 議  長  日程第１２ 議案第７号「東峰村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」 
 補足説明を担当課長に求めます。 
総務企画課長 

総務企画課長  ４９ページをお開きください。 
 議案第７号「東峰村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」 
 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 
 令和５年３月９日提出、村長名でございます。 
 提案理由、地方公務員法の一部が改正され地方公務員の定年が延長されることに伴

い、東峰村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するものでございます。 
 ５０ページ、５１ページをお開きください。 
 改正内容につきましては、定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定並びに育児休

業及び育児短時間勤務ができない職員として異動期間を延長された管理監督職員を追

加する規定の整備でございます。 
 この条例は、令和５年４月１日から施行するものです。以上でございます。 

日程第１３  
 議  長  日程第１３ 議案第８号「公益法人等への東峰村職員の派遣等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について」 
 補足説明を担当課長に求めます。 
総務企画課長 

総務企画課長  ５２ページをお開きください。 
 議案第８号「公益法人等への東峰村職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について」 
 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 
 令和５年３月９日提出、村長名でございます。 
 地方公務員法の一部が改正され地方公務員の定年が延長されることに伴い、公益法人

等への東峰村職員の派遣等に関する条例の一部を改正するものでございます。 
 ５３ページをお開きください。 
 改正内容につきましては、公益法人等への派遣ができない職員として、異動期間を延

長された管理監督職員を追加する規定の整備でございます。 
 この条例は、令和５年４月１日から施行するものでございます。以上です。 

日程第１４   
 議  長  日程第１４ 議案第９号「東峰村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」 
 補足説明を担当課長に求めます。 
総務企画課長 

総務企画課長  ５５ページをお開きください。 
 議案第９号「東峰村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」 
 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 
 令和５年３月９日提出、東峰村長名です。 
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 提案理由、地方公務員法の一部が改正され地方公務員の定年が延長されることに伴

い、東峰村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものでございます。 
 ５６、５７ページをお開きください。 
 改正内容につきましては、特定日以後の職員の給与月額は、当分の間原則として、特

定日前に受けていた給与月額の７割水準とする。 
 特定日以後の給与等の取り扱い及び定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定の

整備でございます。 
 この条例につきましても令和５年４月１日から施行するものでございます。以上で

す。 
日程第１５  
 議  長  日程第１５ 議案第１０号「東峰村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について」 
 補足説明を担当課長に求めます。 
総務企画課長 

総務企画課長  ６６ページをお開きください。 
 議案第１０号「東峰村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」 
 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 
 令和５年３月９日提出、村長名でございます。 
 提案理由、地方公務員法の一部が改正され地方公務員の定年が延長されることに伴

い、東峰村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正するものでございま

す。 
 この改正内容につきましては、定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定の整備で

ございます。 
 この条例は、令和５年４月１日から施行するものでございます。以上です。 

日程第１６  
 議  長  日程第１６ 議案第１１号「東峰村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例の制定について」 
 補足説明を担当課長に求めます。 
総務企画課長 

総務企画課長  ６８ページをお開きください。 
 議案第１１号「東峰村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」 
 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 
 令和５年３月９日提出、村長名でございます。 
 提案理由、地方公務員法の一部が改正され地方公務員の定年が延長されることに伴

い、東峰村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正するもので

ございます。 
 この改正内容につきましても定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定の整備で

ございます。 
 この条例は、令和５年４月１日から施行するものです。 
以上、東峰村職員の定年等に関する条例を含め、関係します条例９件についての説明

でございます。 
日程第１７  
 議  長  日程第１７ 議案第１２号「東峰村国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」 
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 補足説明を担当課長に求めます。 
住民福祉課長 

住民福祉課長  ７１ページをお願いいたします。  
 議案第１２号「東峰村国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」 
 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 
 令和５年３月９日提出、東峰村長名でございます。 
 提案理由といたしまして、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が令和５年２月

１日に公布されたことに伴い、東峰村国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じた

ためになります。 
 ７２ページをお願いいたします。 
 東峰村国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、現行の出産育児一時

金としまして４０万８千円を支給しておりますところを、改正に伴いまして、出産育児

一時金を４８万８千円に改正するものでございます。 
 新旧対照表でございますが、改正案と現行の下線部のところが改正の内容になりま

す。 
 附則としまして、この条例は、令和５年４月１日から施行します。 
 経過措置としまして、この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る東峰村国民健

康保険条例第５条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例によるも

のでございます。以上でございます。 
日程第１８  
 議  長  日程第１８ 議案第１３号「東峰村手数料条例の一部を改正する条例の制定につい

て」 
 補足説明を担当課長に求めます。 
住民福祉課長 

住民福祉課長  ７３ページをお願いいたします。 
 議案第１３号「東峰村手数料条例の一部を改正する条例の制定について」 
 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 
 令和５年３月９日提出、東峰村長名でございます。 
 提案理由といたしまして、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律

が令和４年６月１日に施行されたことに伴い、東峰村手数料条例の一部を改正するもの

でございます。 
 ７４ページをお願いいたします。 
 東峰村手数料条例の一部を改正する条例といたしまして、動物の愛護及び管理に関す

る法律等の一部が改正されたことにより、犬、猫のマイクロチップの装着が推進される

ことになりました。 
 これにより、これまで新たに畜犬購入または譲渡された場合、飼い主が一律に登録並

びに鑑札料の料金としまして、村の手数料条例に、一律に３千円を支払うことが定めら

れておりましたが、法の改正により、新規に店舗等でマイクロチップを装着した犬を購

入した場合に限り、登録手数料を求めないこととするものでございます。 
 新旧対照表でございますが、改正案の中の適用のほうをご覧ください。 
 こちらに動物の愛護及び管理に関する法律第３９条の７第２項の規定が適用される

場合を除くと、改正案でございます。 
 なお、この条例は、公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用するものでござ

います。 
 説明は、以上でございます。 

日程第１９  
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 議  長  日程第１９ 議案第１４号「東峰村職員の再任用に関する条例を廃止する条例の制定

について」 
 補足説明を担当課長に求めます。 
総務企画課長 

総務企画課長  ７６ページをお開きください。 
 議案第１４号「東峰村職員の再任用に関する条例を廃止する条例の制定について」 
 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 
 令和５年３月９日提出、村長名でございます。 
 提案理由、地方公務員法の一部が改正され地方公務員の定年が延長されることに伴

い、東峰村職員の再任用に関する条例を廃止するものでございます。 
 この条例につきましては、令和５年４月１日から施行するものでございます。以上で

す。 
 休  憩  
 議  長  １１時まで休憩します。 

（１０時４７分） 
 再  開  
 議  長  休憩前に続き、会議を再開します。 

（１１時００分） 
日程第２０  
 議  長  日程第２０ 議案第１５号「令和４年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第６号）

について」 
 補足説明を担当課長に求めます。 
総務企画課長 

総務企画課長  ７８ページをお開きください。 
 議案第１５号「令和４年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第６号）」 
 令和４年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億６

２５万６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれに４６億２，３８４万

５千円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 繰越明許費、第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越し

て使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 
 地方債の補正、第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができ

る地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債

の補正」による。 
 令和５年３月９日提出、村長名でございます。 
 ７９ページでございます。 
 歳入歳出予算補正、歳入の分でございます。 
 地方譲与税９１万２千円の補正額でございます。補正後２，５８６万８千円。 
 分担金及び負担金３２万３千円、６，９６５万３千円でございます。 
 使用料及び手数料、減額４５９万円、補正後の額でございます。４，２０６万８千円。 
 国庫支出金６４７万８千円の増、３億２，１９３万２千円でございます。 
 県支出金、減額の８，７６９万７千円、２憶４８４万８千円。 
 寄附金、１億円の増、４億３４万円。 
 繰入額、４億１，２２９万円、補正後９億５，６８７万１千円。 
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 諸収入、減額３６６万円、７，７１０万円。 
 村債、減額１，７８０万円、補正後５億８，９６６万２千円。 
 歳入合計でございます。４２億１，７５８万９千円を補正しまして、４億６２５万６

千円の補正、補正後４６億２，３８４万５千円となっております。 
 続きまして、８３ページをお開きください。 
 第２表、繰越明許費でございます。 
 総務費につきましては、財産管理一般事業、４，２７４万９千円、企画管理一般事業

３，９５８万２千円、電算事務費７１万円、緊急経済対策地方創生臨時交付金８２６万

８千円。 
 農林水産費、農業費２，８００万円、林業費１５０万円。 
 土木費、土木管理費５，８５０万円。 
 教育費、スクールバス管理運営費３２万６千円。 
 災害復旧費、災害復旧総務費８００万円、公共土木施設災害一般経費２，４６４万円、

農地・農業用施設災害復旧一般経費８，７００万円となっております。 
 ８４ページでございます。 
 第３表、地方債の補正でございます。 
 過疎対策事業債、限度額３億６，１１０万円。これにつきましては、起債の方法、利

率、変更ございません。 
 災害復旧事業債、限度額７，１５０万円の補正後の額でございます。起債の方法、利

率、償還の方法については、変更はございません。 
 続きまして歳入、８５ページでございます。 
 歳入につきましては、先ほど申した詳細が書いております。 
 森林環境譲与税９１万２千円、農地・農業用施設災害復旧費分担金３２万３千円。 
 １０款使用料・手数料、残土処理使用料、減額の４５９万円。 
国庫支出金につきましては、総務費国庫補助金、減額の１２０万円、これにつきまし

ては、防災・安全社会資本整備総合交付金効果促進事業でございます。 
 民生費国庫補助金、減額の１，８２１万６千円、これの内訳につきましては、右の欄

に書いておるものでございます。 
 保健衛生費国庫補助金、減額の１６１万９千円、これの内訳につきましては、合併処

理浄化槽設置費国庫補助金が減額の２５１万円、出産・子育て応援交付金８９万１千円

でございます。 
 農林水産費国庫補助金、これにつきましては２，８００万円、農業用水路等長寿命化

防災・減災事業でございます。 
 土木国庫補助金、減額の４８万７千円、社会資本整備総合交付金でございます。 
 続きまして、８６ページをお開きください。 
 県支出金、県負担金、民生費県負担金でございます。１万５千円、社会福祉費でござ

います。 
 続きまして、１２款の２項県補助金でございます。 
 総務費県補助金としまして、減額の１０５万円、福岡県移住支援金でございます。 
 保健衛生費県補助金、これにつきましては、減額の２０１万２千円、合併処理浄化槽

設置費県補助金が減額の２２３万４千円、出産・子育て応援金が２２万２千円でござい

ます、 
 土木費県補助金、これにつきましては、２４万３千円の減額でございます。がけ地近

接等危険住宅移転事業補助金でございます。 
 災害復旧費県補助金、減額の８，４４０万７千円、農地・農業用施設災害復旧事業費

県補助金でございます。 
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 寄附金、これにつきましては、１億円の増、ふるさと納税でございます。 
 繰入金につきましては、財政調整基金繰入金としまして２，２６４万１千円の増、財

政調整基金でございます。 
減債基金繰入金としまして、減額の５４万４千円、振興開発基金繰入金としまして、

減額の４２０万円、ふるさと基金繰入金としまして４億１，５２６万１千円でございま

す。 
 農業振興基金繰入としまして、減額の１，０００万円、水源かん養基金繰入金としま

して、減額の１，０００万円、森林環境譲与税基金繰入金としまして、減額の８６万８

千円でございます。 
 諸収入、スポーツ振興センター助成金としまして、減額の３６６万円でございます。 
 村債、総務債、減額の１，５００万円、観光施設整備事業費、災害復旧事業債、減額

の２８０万円でございます。 
 続きまして、歳出、８８ページでございます。 
 総務企画課で所管しております部分をご説明させていただきます。 
 まず、総務管理費、一般管理費でございます。これにつきましては、減額の８，６８

０万円でございます。 
 これにつきましては、報償費から負担・補助金、それぞれにつきまして見直しまして

減額を今回させていただいております。 
 ３目財政管理費でございます。３億円の増でございます。 
 内容としましては、積立金として、施設改修基金積立金を２億円、災害対策基金積立

金として１億円を計上させていただいております。 
 続きまして、５目財産管理費でございます。これにつきましては１，３００万円。 
 内訳としまして、旧宝珠山小学校グラウンド整地工事１，２００万円、旧宝珠山小学

校支障木伐採１００万円でございます。 
 続きまして、１４目電算事務費でございます。これにつきましては、減額の１，５０

０万円でございます。 
 続きまして、８９ページでございます。 
 総務費、徴税費でございます。４億９，０００万円の増額でございます。 
 内訳としまして、ふるさと納税返礼品の需要額、ふるさと納税の送料、委託料で積立

金でございます。積立金としまして、ふるさと基金積立金を３憶３，０００万円、すこ

やか子育て積立金を７，０００万円計上させていただいております。 
 続きまして、総務費、選挙費でございます。 
 村議会議員選挙費としまして、減額の８６７万４千円でございます。 
 続きまして、９３ページをお開きください。 
 ９款消防費でございます。減額の６６０万円でございます。東峰村国土強靭化地域計

画策定業務で減額の５４０万円、東峰村土砂災害ハザードマップ作成業務で減額の２４

０万円を、今回計上させていただいております。以上でございます。 
 議  長  総務企画課長 
総務企画課長  ９４ページでございます。すみません。 

 公債費、公債費につきましては、１６万８千円の補正をさせていただいております。

これは元金の分です。 
 利子につきまして１万５千円ということで、今回補正を計上させていただいておりま

す。以上でございます。 
 議  長  ふるさと推進課長 
ふるさと推進

課長 
 ８８ページをお願いいたします。 
 ２款１項６目企画振興対策費です。 
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こちらにつきましては、普通旅費の旅費の減額１５０万円、それから、ほうしゅ楽舎

の外構工事になります。これが１，５００万円の減額です。合わせまして１，６５０万

円の減額ということになります。 
 続きまして、その１つ飛びまして２２目光地域情報通信費です。 
こちらにつきましては、主には光ケーブルの移設費になります。当初予定箇所よりも

減少いたしました関係で２，３００万円の減額ということになっております。 
 それから、２６目地域おこし支援事業費でございます。減額が３，８６２万８千円。 
 大きくはですね、地域おこし協力隊員の経費、それから、地域活性化起業人交流事業、

これの減額になります。 
 節ですけれども、大きいところで１節の報酬７５０万円、こちらにつきましては、協

力隊員の報酬ということで、当初１１名と予定いたしておりましたが、現在の隊員の方

は８名ということで、その減員に伴います減額です。それに伴いまして、３節職員手当、

共済費等が減額ということになります。 
 それから、大きなところで１０節需用費です。こちらにつきましても協力隊員、それ

から起業人の減ということで、１５０万円の減を見込んでおります。 
 それから、１３節使用料及び賃借料、減額４２０万円、こちらにつきましても、それ

ぞれの減による減額ということになります。 
 一番大きい１８節ですが、負担金補助及び交付金ということで、２，２００万円の減

額です。当初２名の予定、派遣を予定いたしておりましたが、ちょっと調整が付かず、

今年度につきましては、２名見送りさせていただいておりますので、その分の派遣元企

業への負担金と見込んでおりました２，２００万円を、減額をさせていただいておりま

す。 
 それから２９目です。移住・定住対策事業費、こちらにつきましては、実績に伴いま

して、福岡県の移住支援金が１４０万円の減額ということになります。 
 ９２ページをお願いいたします。 
 ７款１項３目商工施設管理費２５０万円の減額です。こちらにつきましては、１４節

工事請負費になります。小石原焼伝統産業会館の改修工事を行いました。３件、空調そ

れから屋根補修、照明の取り換えということで、３件行っておりますが、いずれも工事

費の減額に伴います減ということになります。 
 それから、７款２項１目観光事業費です。補正額がマイナスの２６６万５千円という

ことで、８節旅費９３万５千円、こちらにつきましては、BRT の視察研修ということ

で、視察は行っておりますが、参加者の方が減ったということで、その分の減額という

ことになります。 
 それから、１８節負担金補助及び交付金、こちらにつきましては、岩屋祭り、それか

らほたる祭りが中止並びに縮小という形になりましたので、１７３万円の減額というこ

とになっております。 
 それから、３目観光施設管理費、１，７６０万円の減額です。こちらにつきましては、

工事請負費、竹棚田駐車場の整備工事。当初、県道改良が今行われておりますけれども、

工事が終わるという見込みで、その後に駐車場等の舗装工事を行うという計画でござい

ましたけれども、現在まだ工事が行われておりまして、現地のですね、排水関係、それ

から、道路の取付関係で、いろいろ協議等がまだ行われておりますので、本年度の施工

はちょっと無理であるというような判断の下ですね、今年については、この工事は見送

らせていただきたいということで減額いたしております。 
 なお、令和５年度の当初予算のほうにですね、再度計上をさせていただいているとい

う状況でございます。 
 それから、６目美しい村づくり事業費です。こちらにつきましては、日田彦山線の沿
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線景観整備が主になります。１１節、７５万円減額、土地登記手数料。 
それから、１２節委託料９００万円減額、景観整備の委託料です。こちらは面積、そ

れから対象物件、立木等の伐採の経費ということになりますけども、そちらのほうが現

地調査の結果、今年度実施する分につきましては減るということで、その分で減額をい

たしております。 
 それから、１６節公有財産購入費、９４０万円の減。こちらは、景観整備に伴います

土地購入費を計上いたしておりましたが、令和４年度に、今年度につきましては、その

事案がないというところで、購入がございませんでしたので、その分の減額をさせてい

ただいております。 
この６目につきましては、トータルで１，９１５万円の減額補正をさせていただきた

いというふうに思っております。以上でございます。 
 議  長  住民福祉課長 
住民福祉課長  ９０ページをお願いいたします。 

 ３款１項１４目住民税非課税世帯臨時特別給付金７９０万円の減の補正でございま

す。 
 それから、１５目価格高騰緊急支援給付金４２０万円の減額補正でございます。 
 それから、保健福祉センター管理費、２２３万４千円の増額でございます。 
 １４目、１５目に関しましては、実績に伴い減額を行うものでございます。 
 ８目保健福祉センター管理費につきましては、実績に伴い不足が生じましたので、増

額補正を求めるものでございます。 
 それから、３款２項１目児童福祉費でございます。３８万５千円の増額でございます。

こちらにつきまして、１８節負担金補助及び交付金、子育て支援金で２０万円の増でご

ざいます。こちらにつきましては、子育て支援金の不足が見込まれるためでございます。 
 それから、２２節償還金利子及び割引料１８万６千円の減、返還金に伴うものでござ

います。 
 ２４節積立金につきまして１千円、すこやか子育て基金積立金（ふるさと納税分）の

減でございます。 
 それから、３款３項１目老人福祉費、２０万円の増額補正でございます。こちらにつ

きましては、委託料としまして、養護老人ホーム入所措置委託料で、１名の追加入所に

伴う増額補正でございます。 
 それから、４款１項２目予防費３６５万３千円、それから、３目環境衛生費、１，４

００万円の減でございます。いずれも実績に伴う減額及び増額でございます。 
 ５目小石原診療所費２０５万円でございます。 
 それから、鼓診療所費としまして、１１万９千円の増額補正でございます。いずれも

こちらにつきましては、実績に伴う増額でございます。 
 それから、８目母子保健事業費、１３０万円の増額補正費でございます。こちらにつ

きましては、１８節負担金補助及び交付金としまして、出産・子育て応援給付金でござ

います。国の出産・子育て応援交付金実施に伴いまして実施するものでございますが、

妊娠の届出、出生の届出を行った妊婦及び子育て世帯に対し、出産育児関連経費の負担

軽減を図ることを目的に実施するものでございます。妊娠１回につき、及び対象児童１

人当たりにつき、それぞれ５万円を支給するものでございます。以上でございます。 
議  長  教育課長 

 教育課長  ９３ページをお願いいたします。 
 １０款５項３目体育施設管理費でございます。６００万円の減額でございます。 
 村民センター照明設備及び床研磨塗装工事が終了し工事金額が確定いたしましたの

で、今回６００万円の減額を行うものでございます。以上でございます。 
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 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  ９１ページをお開きください。 

 ６款農林水産費、１項の農業費でございます。 
 ４目の農業振興対策費でございますが、そちらにつきまして、補正額としまして、減

額で１，１３０万９千円になります。 
 内容としましては、秋祭りが実施できなくなりましたものですから、中止に伴う減額

となりまして、８節旅費、あと１０節の需用費、１１節役務費、あと１２節委託料、１

３節の使用料及び賃借料ということで、そこの部分の減額がトータル４７８万９千円と

いうような形になります。 
 引き続きまして、同じく４目の農業振興対策事業費の１８節でございますが、負担金

補助及び交付金としまして、こちらにつきましては、前年度に要望調査を基にですね、

予算計上をさせていただいておりましたが、災害復旧工事等の関係によりまして工事が

できないところがございましてですね、要望の取り下げ等があり、そこの部分を減額さ

せていただいたものでございます。 
 続きまして、同じく６款の６目農村環境整備事業でございます。補正額としましては、

２，８００万円の増という形でございます。 
 こちらの内容につきましては、１２節の委託料ということでございますが、ため池の

耐震調査ということでですね、これは令和５年度に実施する予定である調査なんでござ

いますが、そちらについて補助金をですね、令和４年の補正で受け入れさせていただき

ましたものですから、令和５年度にそれを繰り越しさせていただき、その額を補正させ

ていただくものになります。 
 続きまして、９目の中山間地域総合整備事業でございます。 
 こちらにつきましては、１４節の工事請負費でございますが、棚田の展望台の法面工

事の内容の精査をさせていただきまして、当初計上しておりました予算に対してです

ね、１５０万円の減額をさせていただくものになります。 
 続きまして、９２ページをお開きいただければと思います。 
 １８目です。６款の農林水産費の１項農業費１８目の農業振興基金事業費でございま

す。補正額としましては、減額の１，０００万円となります。 
 こちらにつきましては、１８節のですね、負担金補助及び交付金ということで、当初

の算定よりもですね、集落による基金の活用が少なかったためですね、その分減額の１，

０００万円をさせていただくものになります。 
 続きまして、６款農林水産費の２項林業費でございます。２目の林業振興費でござい

ますが、補正額としまして１，０００万円の減額となります。 
こちらにつきましても、１８節の負担金補助及び交付金というところでですね、当初

予算の算定よりもですね、ダムの水源の整備の申請額が少なくてですね、その分の減額

をさせていただくものになります。 
 続きまして、４目の林道維持費でございます。。 
 こちらにつきましては、減額の１９６万９千円ということでございますが、こちらは

内容としまして、林道の維持管理作業員の報償費でございますが、作業員の減に伴いま

して報償費が減ったための減額となります。 
 引き続きまして、７目の絆の森整備事業費でございます。 
 こちらにつきまして、補正額としましては、１０５万円の減額という形でございます

が、１４節の工事請負費ということで、間伐に適した箇所等がなく、今下草刈り等だけ

の実施という形になりまして、その分減額となりました。 
 続きまして、１０目の森林環境整備事業費でございます。 
 こちらにつきましては、森林環境譲与税の部分になりますけれども、年度途中に譲与
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額にまず変更がございました。それから、あと委託料としまして、調査を実施しようと

いったところがございましたが、そちらについて精査変更をさせていただいたところで

８６万８千円の減。その部分をですね、森林環境譲与税の基金積立という形で９１万２

千円積み立てさせていただくものになります。補正額としましては４万４千円となりま

す。 
 続きまして、９３ページをお開きください。 
 ８款の土木費でございます。１項土木管理費、１目の土木総務費でございます。補正

額としまして４７５万７千円でございます。 
 内容としましては、１８節の負担金補助及び交付金というところでございますが、小

規模治山事業の補助、あと里山空間保全事業、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金と

いうことでですね、その補助申請額が少なく減額という形で、トータル４７５万７千円

とさせていただくものでございます。 
 続きまして、２目のダム対策費でございます。 
 こちらにつきましては、補正額としまして、減額の１２万円ですね。こちらは普通旅

費といったところの部分で、打ち合わせ等の協議の形でですね、予算を当初計上させて

いただきましたが、支出がなかったため減額させていただくものになります。 
 農林建設課からは以上になります。 

 議  長  災害対策室長 
災害対策室長  ９３ページをお願いいたします。下段のところになります。 

 １１款１項１目災害復旧総務費、１，３９０万２千円の減額補正です。 
 内訳としまして、１２節委託費、２００万円の減、技術支援委託費の減による不用額

でございます。 
 １３節使用料、１９４万２千円の減、再編に伴います必要事務機器の数量の見直しに

よる減でございます。 
 １４節工事費、９９６万円の減、残土処理場整地管理費。工事の精査による減でござ

います。 
 その下でございますが、２目公共土木施設災害復旧費、２００万円の減額補正です。 
 １２節の委託費、単独災の設計委託の不用による減額でございます。 
 その下、３目の農地・農業用施設災害復旧費１億６５６万４千円の減額補正でござい

ます。 
 内訳としまして、１４節工事費、１憶４６万４千円の減、平成２９年補助災の一部で、

本年契約に至ることがちょっと不可能になりましたので、そのために減額するものでご

ざいます。 
 １８節の負担補助、６１０万円の減です。こちらのほう各補助金の申請の減少による

不用額でございます。 
 災害対策室からは、以上でございます。 

日程第２１～

日程第２４ 
 

 議  長  日程第２１ 議案第１６号「令和５年度東峰村一般会計歳入歳出予算について」 
 日程第２２ 議案第１７号「令和５年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予算に

ついて」 
 日程第２３ 議案第１８号「令和５年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出予

算について」 
 日程第２４ 議案第１９号「令和５年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算

について」 
は、一括議題とします。 



21 
 

６番 高橋弘展議員 
 ６  番  動議を提出します。 

 日程第２１ 議案第１６号「令和５年度東峰村一般会計歳入歳出予算について」 
 日程第２２ 議案第１７号「令和５年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予算に

ついて」 
 日程第２３ 議案第１８号「令和５年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出予

算について」 
 日程第２４ 議案第１９号「令和５年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算

について」 
は、予算審査特別委員会を設置し、これに付託し審査することを望みます。 

 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  ただ今の高橋議員の動議に賛成いたします。 
 議  長  ただ今、高橋弘展議員より動議が提出されました。 

 令和５年度一般会計並びに特別会計の４予算審議につきましては、予算審査特別委員

会を設置し、審査することを望むということでございます。 
 この動議は、１人以上の賛成者がありましたので、成立いたしました。 
 お諮りいたします。 
 ただ今の高橋弘展議員の動議に賛成される方は、挙手をお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 
 よって、令和５年度一般会計並びに特別会計の４予算の審議につきましては、予算審

査特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。 
６番 高橋弘展議員 

 ６  番  動議を提出します。 
 予算審査特別委員会の委員長に黒川隆康議員、副委員長に大蔵久徳議員を推薦したい

と思います。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  ただ今の高橋議員の動議に賛成いたします。 
 議  長  ただ今、高橋弘展議員より、予算審査特別委員会の委員長に黒川隆康議員、副委員長

に大蔵久徳議員を推薦するとの動議が提出されました。 
 この動議は、１人以上の賛成者がありますので成立いたしました。 
 お諮りいたします。 
 黒川隆康議員を委員長に、大蔵久徳議員を副委員長に推薦することに賛成の方は、挙

手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 
 よって、黒川隆康議員が予算審査特別委員会の委員長に、大蔵久徳議員が副委員長に

選出されました。 
日程第２５  
 議  長  日程第２５ 同意第１号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選任

について」 
 補足説明を担当課長に求めます。 
総務企画課長 

総務企画課長  ２３４ページをお開きください。 
 同意第１号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選任について」 
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 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員に次の者を選任することについ

て、議会の同意を求める。 
 令和５年３月９日提出、村長名でございます。 
 住所、福岡県朝倉郡筑前町曽根田１７７９番地１、倉掛俊一。 
 理由、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員に倉掛俊一氏を選任するこ

とについて、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員会規約第３条第１項の

規定により、議会の同意を求めるものでございます。 
 経歴書につきましては、２３５ページをお目通しいただきたいと思います。以上です。 

日程第２６  
 議  長  日程第２６ 同意第２号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選任

について」 
 補足説明を担当課長に求めます。 
総務企画課長 

総務企画課長  ２３６ページをお開きください。 
 同意第２号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選任について」 
 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員に次の者を選任することについ

て、議会の同意を求める。 
 令和５年３月９日提出、村長名でございます。 
 住所、福岡県朝倉市菩提寺７４９番地２、井上恒夫。 
 理由、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員に井上恒夫を選任すること

について、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会規約第３条第１項の規定によ

り、議会の同意を求めるものでございます。 
 経歴書につきましては、２３７ページをお目通しください。以上でございます。 

 休  憩  
 議  長  １３時まで休憩します。 

（１１時４１分） 
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 再  開  
 議  長  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

（１３時００分） 
 日程第５  
 議  長  日程第５ 一般質問を行います。 

 一般質問は、６名の議員より提出されております。 
 なお、一般質問に際し、会議規則において、質問者は質問、答弁者の時間を含め持

ち時間は１時間以内となっております。 
 通告に従いまして、順次一般質問をお願いいたします。 
 答弁者、村長以下執行部の皆さんの明瞭、明確な答弁を期待いたします。 
 それでは、質問に入ります。 
 ２番 樋口朗議員から質問を認めます。 
２番 樋口朗議員 

 ２  番  私は、選挙公約に関係する質問を２件、それ以外のことを２件、質問をいたしま

す。 
 まず、筑前あさくら農協の小石原ＡＴＭの再設置支援についてです。 
 小石原ＡＴＭが廃止されて３月末で１年になります。その間、村が一切対応しな

いことに、小石原地域の多くの住民の皆様の不満の声、いや怒りの声が高まってい

ます。 
 特に、昨年３月まで小石原ＡＴＭを利用していた年金受給者、約２００名、商工会

加盟の事業所、約５０名、小石原焼陶器協同組合加盟の窯元、約３５名、そして道の

駅小石原の多くの出荷者は売上代金が農協口座に振り込まれるので、その確認や出

金のためにわざわざ遠くの東峰支店や杷木支店、または嘉麻市の農協まで行かざる

をえず、この上もなく不便であり、大変な時間のロスです。地場産業の育成に完全に

逆行しています。 
 高齢者にはできるだけ運転を控えてもらうのが、交通事故のない、安心して暮ら

せる村を目指すために必要です。また、運転手もいない一人暮らし高齢者は見捨て

られた状態です。もう高齢者に寄り添わない村になってしまったのでしょうか。 
 村長、自分が高齢者になり運転もできずに１人で小石原で生活している、近くに

親戚もいない状況を想像してください。 
 また、村の事業であるプレミアム商品券や生活応援商品券の売上代金も農協口座

に振り込まれます。村の事業に協力している商工会や事業所に、この１年間不便な

思いをさせています。 
 昨年３月、小石原地域、約１００名の住民による署名が村長に提出されています。 
 私は、昨年６月議会、９月議会の一般質問や議会だよりでこの問題を取り上げ、村

支援による再設置を訴えてきましたが、村長は「検討します。」の回答だけです。 
 ９月議会から半年が経過、村長が検討する時間はとっくに過ぎています。本当に

やる気があれば、私の質問を待たずに決断するのがリーダーです。もし、今でも検討

中であれば、スピード感がなくやる気のないことを村民に示すもので、やらないこ

との言い訳をしているだけです。 
 ぜひ、村が支援して小石原ＡＴＭを再設置することが、高齢者の生活や村の産業

を支援することになります。村長の考えを伺います。 
 議  長  村長 
 村  長  先ほど議員さん言われましたとおり、昨年の６月議会、９月議会でも同様の質問

をいただきました。 
 ＪＡといたしましては、撤去の経緯という部分については、ＡＴＭの利用頻度が
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低いという、数字だけではございますが、利用頻度が低いということで、域内の４つ

のＡＴＭを廃止したという事情はですね、皆様ご存じのことだと思っているところ

でございます。 
 小石原地区にございました農協さんのＪＡのＡＴＭが撤去されて困っている、ま

た、あったほうが便利であるということは、村としても十分承知をしているところ

ではございます。 
 しかし、９月の定例会におきましても、ＡＴＭの再設置について、答弁をさせてい

ただきましたが、仮に再設置を村がすることとなると、管理についてはＪＡさんに

お願いするとしても、村が負担しなければなりません。 
 支援という形で先ほど申されましたが、ＪＡさんとも基準の取引件数、また、実際

の取引件数の差、そこを村が負担する形でＪＡさんにできないか、という形も相談

はしております。 
 ただ、それについては、まだ回答があっておりません。なかなか民間企業としては

難しいのかなというふうには思っているところではございますが、その中で、他の

金融機関のこともございますので、村が全面的に支援をするという形での再設置は、

困難であると村では考えております。 
 ＪＡさんにつきましても、ＡＴＭの稼働時間を朝７時から夜９時まで広げるとい

う形で、利用者への利便性の向上の取り組みは行っている。また、一人暮らしの高齢

者の方につきましても、外商という形で訪問をして行っているというところも伺っ

ております。 
 そういった中で村としては、共倒れという言い方はあれなんですけど、小石原の

ＡＴＭ、宝珠山で今現にある東峰支店のＡＴＭ、その東峰支店のＡＴＭの利用促進

を図ることが、村としてはやはり大事ではないかなというふうに考えているところ

です。 
 その利用促進のために地域交通の今後の活用、また、小石原地区に現にある他の

金融機関のＡＴＭでも、手数料はかかりますが農協の取引はできますので、様々な

比較検討をしなければならないと思っているところでございます。以上です。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  今の村長の回答では、もう小石原ＡＴＭの再設置を村が支援することは、完全に

あり得ないというふうに理解していいんですか。 
 議  長  村長 
 村  長  村が支援するという形で、協議を行っております。 

 ただ、村が全額を負担して設置をするという選択肢は、村としては考えていない

ということで、ご理解いただきたいと思います。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  農協と協議をして、再設置の可能性があるのか、その協議をいつしたのか、もうこ

の課題は昨年の３月から始まっているわけですね。そして、村長は、協議を継続す

る、検討を継続するというふうに言ってました。 
ですから、もう１年近くなるわけなんですよ。その件で、まだ結論が出てないとい

うのは、あまりにも遅すぎます。小石原地区の住民を、その不便さを全くないがしろ

にしているというふうに思います。 
 その農協の協議として、再設置の可能性がどんなふうにしたらあるのか、お答え

をお願いします。 
 議  長  村長 
 村  長  再設置の可能性といたしましては、協議としてはですね、村が設置する場合、それ

についてどこにするか、道の駅、また現支店のところに置く、そういった形での協議
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は行っておりましたが、村が全面的に費用を出してするというところでは、費用面

の回答はございました。 
 その中で、最終的な部分としては、ＪＡとしては、やはり撤去したという経緯の中

で、村が全面的という部分であれば協議には乗るが、それから以降のですね、まだ村

が全額するという判断をしておりませんでしたので、協議を行っていたということ

はご理解いただきたいと思います。 
 最終的にはですね、他の金融機関の経過、または地域交通計画の中で、村内をくま

なく走るオンデマンド交通をつくる、そういった形で利便性を高めて、東峰支店の

ほうへの利用をですね、促進をする。そういう形で東峰支店の存続につての価値を

高めることのほうが必要ではないかということで、そういった結論に、今のところ

ではなっております。 
 ですので、見捨てるとかいう言い方については、非常に言葉のあやではございま

すが、どういった形でそういった住民の利便性をですね、持つことができるか、そう

いうところを行っているというところで、ご了解いただきたいと思います。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  全く期待外れの、小石原村民も本当にもっと怒りが増していることと思います。 

 今、村長の答弁の中の小石原道の駅の検討という話がありました。これについて、

私、一応質問をしていましたので、その件について村長に正したいと思います。 
 ＡＴＭを小石原道の駅に設置する考えもありますが、私は、次の４つの理由で疑

問です。 
 一つ、道の駅に設置する場合は、ＡＴＭ本体の安全と利用者の安全を確保するた

め、ＡＴＭ設置する小部屋が必要です。その整備に多額の経費と時間がかかります。

おそらく１千万以上と聞いております。まずは元の場所に再設置するのが、最小経

費で時間もかからず、解決の早道だと思います。 
 二つ、仮に、道の駅に設置してもほとんど利用者は増えないと思います。昨年３

月、小石原と同時期に筑前みなみの里のＡＴＭが廃止されました。なぜなら、１年間

の平均利用者数が小石原ＡＴＭと同じだったからです。 
 つまり道の駅などは、人は多いが立ち寄る目的が違うので、必ずしもＡＴＭ利用

に繋がらないということです。 
 三つ、小石原道の駅は、駐車場がそれほど広くありません。土日だけではなく、平

日も多くの車が駐車しています。駐車する場所を確保するだけでも大変ですし、高

齢者の運転手はなおさらです。そして、駐車場から建物まで階段があり不便です。 
 四つ、道の駅の閉店時間が、４月から１０月は午後５時３０分、１１月から３月が

午後５時です。一方ＡＴＭは、村長が言いましたように、閉鎖時間は午後９時と大き

な違いがあり、現実的ではありません。 
 以上、小石原道の駅は、ＡＴＭ設置場所としてふさわしくないと思います。こうい

うことはもう最初から分かっている事で、検討するものではないと思います。村長

の考えをお尋ねします。 
 議  長  村長 
 村  長  道の駅については、協議を行ったということは事実でございます。その中で、場所

についてはですね、いくつかの可能性を考える、それは当然のことだと思っており

ます。 
 先ほど議員さんが言われた４つの理由だったですかね、これについては、もう概

ねというか、同意するものでございます。そういう経過を持って、やはり道の駅につ

いては、やっぱり設置者、指定管理者と言いますか、運営するほうについても、やは

りお金を扱うＡＴＭを置くことについてのリスク、責任が持てない、そういった部
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分もございまして、そこについては、もう話としてはですね、検討と言いますか、可

能性としては調べたところではございますが、そこについては、設置するという話

には全く進まなかったということは、事実でございます。 
 その中で、答弁の繰り返しではございますけど、村が費用を支援する、設置を行う

という部分について、まず、費用面だけではですね、その解決という話になるかどう

かというところはですね、どういった形でそれを解決と見るかというところが、ゴ

ールと言いますか、考え方だと思っております。 
 その中で、村といたしましては、東峰支店のＡＴＭを利用促進を図るという部分

をですね、農協さんと一緒に、一緒に取り組むというわけではないですけど、そうい

った部分で地域交通等の整備を行って、走らせていくという形にやっているところ

でありますので、現状といたしましては、村からの回答といたしましては、こういっ

た形になるところでございます。以上です。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  地域交通は、まだ全く整備されてません。今、計画の段階です。そして、それを利

用しても相当な時間と、そして利用料が要ります。今、預金利子が０．００１％の時

代に、何百円かお金を地域交通で払う、そういうことを住民にさせること自体が全

く福祉に反すると思います。 
 私は、昨年１０月に約１週間、議会だよりを小石原地区に配布しながら、ＡＴＭ廃

止の影響を聞き取りしました。 
 そのとき分かったことは、小石原支店が閉店、さらにＡＴＭが廃止され、預金や共

済を他の金融機関や保険会社に切り替えている住民が増えているということです。

住民にとって当たり前のことだと思います。この状態が続けば東峰支店全体の実績

が低下し、支店の閉店が現実のものとなる恐れがあります。東峰支店のＡＴＭ利用

者も増えないんですね。 
 そうすると村全体の大切な生活基盤がなくなり、定住どころか移住政策に影響し、

人口減少がさらに加速することが見えています。農協の店舗がない村に移住を進め

られるでしょうか。つまり村存続の危機が迫っているのです。ＡＴＭ再設置支援の

決断が待ったなしの状況です。村長の考えを伺います。 
 議  長  村長 
 村  長  議員さんが先ほど述べられた部分、どのような形で将来というか、予測の話をさ

れているか、そこをさも現実のように話されている部分については、そうならない

ように努力するのが村の姿勢ではございます。その解決策として、先ほど来述べた

ところをですね、村としてはやろうとしているというところでございます。 
 ＡＴＭの再設置につきましては、その問題と支店統廃合の問題、これについては、

１つは切り離して考えなければいけないというふうには思っているところです。 
 他の金融機関に流れて農協さんの預貯金高と言いますか、それが減るという部分

については、農協さんにも、そういった部分があるのでもう一度再検討ですね、もう

当初、もう１年前の話ですけど、そういう話はしたところではございます。 
 それはちょっと過去の経緯でございますので、この場では、これを言ったからど

うのこうのということではございません。 
 活動を行っていく中、また今、一般質問という形で質問をいただいたところで、

今、村の現時点での考え方を、回答という形でご説明させていただいたところでご

ざいます。 
 このＡＴＭの再設置の問題につきましては、地域の方にとって、なくて困る、あっ

たほうがいいというのは十分承知しているという部分は、当初申し上げたところで

ございます。 
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 また、これについてもいろいろな団体、例えば議会等でもですね、一度議論してい

ただいて、村のほうに、議会としての考えをですね、強力に訴えていただくとか、そ

ういう形も一つ手としてはできるのではないかなというふうに思っているところで

ございます。 
 ちょっと、そういう形で進めるということではございませんが、村といたしまし

ては、現在の状況をどうやっていくか、その中で地域交通については、確かにまだ走

り出しておりません。その中で、そういった不便を感じる方のカバー、フォローもで

きるのではないかというところで、事業としては進めているというところでやって

おりますので、この件につきまして、また行政懇談会等でも質問等あるかもしれま

せんが、村の現時点での考え方としては、こういう形であるというところをご承知

いただきたいというふうに思っております。以上です。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  何度も言っていますが、この問題は今出てきているのではなくて、昨年の３月前

からあるわけなんですね。あまりにも検討が遅い。農協で何回、いつ頃やったのか、

私は全然存じていません。 
 ただ、あまりにも村長の姿勢が後ろ向きなんですね。村長が決断すれば、すぐに解

決する問題なんです。 
 結局、宝珠山地域の住民と小石原地域の住民が、この農協の金融機関が利用でき

ないということで、はっきり言えば差別を受けていると、私は認識しています。 
 村長、このＡＴＭ再設置支援をできない理由、具体的な理由をもっと細かく、具体

的にお願いします。経費の問題なのか、郵便局との関係なのか、設置場所との関係な

のか、その他の問題なのか、そこをもう少し住民に分かりやすく説明をお願いした

いと思います。 
 議  長  村長 
 村  長  経費だけの問題ではない、他の金融機関との兼ね合い、これが理由としては一番

大きいのではないかなというふうに思っております。以上です。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  他の金融機関との問題ということは、６月議会で言った、郵便局との関係ですか。

その答えをお願いします。 
 議  長  村長 
 村  長  他の金融機関でございます。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  他の金融機関の問題は、ずーっと永遠に続く問題です。この解決ができないとい

うことは、もう永遠に小石原ＡＴＭの再設置はあり得ないと、私は理解してます。 
 次の質問に移ります。 
 次に、大行司駅への進入道路の改良について、質問します。 
 国道２１１号から大行司駅に通じる村道大行司駅線は、昔からの幅員のままで車

の離合がスムーズにできません。朝方と夕方は美星保育所に園児を送迎する車が毎

日通っています。 
 今年８月のBRT 開業や今後、旧宝珠山小学校グラウンドや校舎を有効利用するた

めに道路改良が必要だと思います。ワークショップでも同様の意見が出ていました。 
 BRT 駅周辺整備基本構想にも大行司駅の整備コンセプト「だれもが便利で使いや

すい東峰村の交通拠点とし、利便性向上を目指していく。」と記載しています。 
 この利便性向上を実現するためにも道路改良は必要だと思うが、村長の考えを伺

います。 
 議  長  村長 



6 
 

 村  長  一般論にはなりますが、村道の改良につきましては、通行の危険性や公共性、また

通過する車の台数、また公益性などを考慮したうえで、必要な改良を現時点でも行

っているところであります。地域の要望を受け、検討することになるというふうに

思っているところでございます。 
 議員さん言われる箇所については、保育所に入るところまではですね、離合も可

能だと思っております。大型バスとかですね、そういった部分については、ちょっと

まだ課題が多いと思いますが。事故が起こったという事例も伺っておりませんので、

拡幅改良については、現時点での改良の必要性というものはですね、低いのではな

いかというふうには考えるところではございます。 
 ただ、現在、BRT 駅周辺整備の機変構想を策定しております。来年、その駅周辺

のですね、形をどうしていくか、そういった部分で、基本計画を策定するようにして

おります。その中での検討、また、それを実現するための試算等もですね、しなけれ

ばいけません。それの費用対効果等も含めて村道の利便性向上、そういった部分を

含めたところでですね、検討していかなければいけないというふうに思っている課

題ではあると思っております。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  村長の発言にですね、地元の要望があれば、とかいうなのがありました。 

 実は、私も交通政策に担当したことがあります。そういう他人任せじゃなくて、他

人の要望ではなくて、村が、この交通行政をどのように切り開いていくのか、どうい

うふうな道路行政をしていくのか、まず、村がしっかりした考えを持たないとです

ね、地元の要望があったからする。そんな生ぬるいものでは本当の交通道路行政は

できない。私はそんなふうに考えております。 
 次の質問に行きます。 
 次に、大行司駅前広場の整備について、質問します。 
 九州北部豪雨で、大行司駅前にあった民家が倒壊し、撤去されました。その後は、

跡地に人が転落しないようにカラーコーンを設置したままで、駅前の景観にふさわ

しいとは思えません。 
 大行司駅舎はBRT が決定する前に整備され、使われずに鍵がかかったままです。

車や人が利用する場所は整備せずに、もう６年、全くちぐはぐな村の対応です。 
 BRT 開業に向けて、この場所を利用して、駅前広場や観光案内看板を整備する必

要があるとワークショップでも意見が出ていました。駅の基本構想にも「駅前空間

の整備」と記載しているが、計画するだけでは絵に描いた餅になると思います。今ま

でのさまざまな計画書を読んでも実際にできてないものが山ほどあります。 
 本当はワークショップを待たずに、とっくに整備していかなければならないもの

です。本当に遅すぎます。いつ頃から着工するのか、村長の考えを伺います。 
 議  長  村長 
 村  長  さまざまなご意見をいただきました。 

 駅前広場とか駅前の空間ですね、大行司駅の。そこにつきましては、災害当初から

ですね、民家が倒壊して、それがそのままになっている。それについては危険性除去

と言いますか、そういった部分については、やらなければいけないというところは

ございました。 
 ただ、現時点でできてないというところはですね、事実でございますので、これに

ついては、何らかの対応をしなければいけないとは思っております。 
 ただ、民地でございますので、村がやりたいと言って、すぐできることではござい

ません。根拠となる計画を作るということで、今度BRT の基本計画を作ります。こ

の中で駅前の空間をどのように整備していくか、ただ、水路のところまでを積み上
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げて転落防止柵を作るというだけではですね、ちょっとその後どう活用していくか

という部分の視点も必要だとは思っておりますので、最終的には水路自体はなかな

かいじることができませんので、そこの部分について、やっぱりきちんと村の顔と

して、きちんと整備しなければいけない。これの着工の時期については、計画が上が

ってある程度見える中でですね、年度途中でもという話をして申し訳ないですけど、

着手できればというふうには思っておりますが、まだ、いつするという部分につい

ては、未定ということでご承知いただきたいと思います。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  農協のＡＴＭを聞いても、今の答弁を聞いても遅すぎるわけですね。もう既に、壊

れて６年経つんですね。民地だからできないというのは、全く理由にならないんで

す。道路でもみんな民地です。しかし、必要であれば、その民地の方にきちんと説明

をし、ご理解をいただいて、承諾をして道ができたり広場ができたりするわけです

ね。全く村の主体性が、この件についてもないわけなんですね。 
 だから、ワークショップを待つとかですね、それはもう民間の声なんですね。村が

どれだけ主体性を持って計画を作るのか、そこが全く今の答弁では欠けていると、

私は思います。 
 じゃあ、次の質問に移ります。 
 次に、住宅建設候補地の選定について、質問します。 
 令和３年１２月２３日の産業建設常任委員会の資料「若年層を対象とした移住・

定住住宅の建設について」をいただきました。前の担当課長が作成したと聞いてい

ます。コンサルタントに委託してないことは評価しますが、内容については多くの

疑問があります。今後は、その疑問点を聞いていきたいと思います。今回は、その疑

問の１つです。 
 資料に住宅候補地が３カ所示されていますが、２カ所はなんと土砂災害警戒区域

内です。不動産取引においては、対象住宅が土砂災害警戒区域内である旨を、重要事

項として説明する必要があります。また、国の公営住宅整備基準には「災害発生の恐

れが多い土地をできる限り避けて選定する」と規定しています。 
 九州北部豪雨で未曾有の被害があった東峰村で、仮に土砂災害警戒区域内に公営

住宅を建設した場合、その住宅に入居を勧めることは非常識で、村の良識を疑われ

信用を落とすことになります。 
 私は、土砂災害警戒区域内の土地を公営住宅建設地とすることは、絶対あっては

ならないと思います。村長の考えを伺います。 
 議  長  村長 
 村  長  この住宅候補地についての議員さんの質問でございますが、居住環境が著しく阻

害される恐れのある土地ですね、災害の発生が多い土地及び勾配等により居住環境

が著しく阻害される恐れがある土地をできるだけ避けるというところ、先ほど言わ

れた分につきましては、そのとおりのことでございますので、基準を満たす用地を

候補地とすることが望ましいとはですね、村としても考えているところです。 
 昨年検討いたしました住宅用地の３カ所につきましても、立地条件の検討の中で

土砂災害の安全性、特に土砂災害特別警戒区域については、そこはですね、もう建築

できないというところでございますので、それについては考慮して、それを除外し

て選定をしているということで、３カ所を選ばせていただいたというところでござ

います。 
 その中で、東峰村内において、土砂災害警戒区域、イエローゾーンからも外れ、か

つ村有地である住宅候補地は、対象として非常に少ない。昨年度の検討では、土砂災

害警戒区域も含めて、候補地として検討をさせていただいた経緯でございます。 
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 まずは土砂災害警戒区域に入っていない候補地での住宅建設の可能性を検討した

いということで、建設常任委員会のほうでご説明を申し上げた、用地の選定という

ところの経過でございます。以上です。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  令和３年のこの産業建設常任委員会、私はまだ議員ではありませんでしたから、

その会合には参加していませんのでですね、質問もできませんでした。どんな説明

があったかも聞いていません。 
 ただ、やはりこの未曾有の水害のあった東峰村で、そういったところを選ぶとい

うことは、他の地域、他町村の地域の住民から、はっきり言ったらばかにされるんで

はないかなと、私は思います。 
 やはりこの水害を教訓にして、より安全な場所に公営住宅を造る。そして、「どう

ぞここは安全ですから移住してください。」と他町村の住民に広報し、お願いする。

これが常識中の常識ではないかというふうに思います。 
 次の質問に移ります。 
 宝珠山小学校グラウンドの活用について、質問します。 
 東峰学園の児童数が減少し、一部のクラスで複式学級の可能性が課題になりまし

た。このことは午前中の議会でも話がありました。この事態を避けるために、早急に

子どものいる家庭が移住したくなる住宅を整備する必要があります。 
 私は、議会だより１号と３号で、その候補地として、多くの理由を示して旧宝珠山

小学校グラウンドの旧中学校側の敷地を提言しました。グラウンド全体の半分以下

の活用になると思います。 
 ここにはプールに利用していた井戸、避難所、防火水槽があり、災害時に対応でき

る施設が揃っています。村が示した先ほどの、他の候補地よりも保育所や東峰学園

への通園・通学、高等学校への公共交通・生活の利便性が高いと思います。 
 しかも、今申しました土砂災害警戒区域を避けることができます。用地買収は不

要なので、早期の着工が可能で、住宅建設に最適な場所だと思います。村長の考えを

お伺いします。 
 議  長  村長 
 村  長  先ほどご提案と言いますか、ご意見のございました旧宝珠山小学校のグラウンド、

宝珠山小学校一帯というかですね、そういう形にはなりますが、村内において数少

ない土砂災害警戒区域から外れた場所となっておりますので、避難所ともなってお

りますし、重要な場所であるという認識は当然持っております。 
 活用方法につきましては、旧宝珠山小学校もございます。その活用もあって、その

グラウンドをどうするか。 
 先ほど提案のございました旧中学校、今解体をするという形で進んでおりますが、

そこも土砂災害警戒区域には入っておりません。 
 ただ、旧宝珠山小学校のグラウンドは、平成２９年の九州北部豪雨災害のときに、

これはもう排水の関係だとは思うんですが、グラウンドがすべて水に浸かったとい

う、これは被害とまでは言えません。人家がございませんでしたので。そういった事

情もあります。 
 また、そのちょっと少し下流側、駅舎が倒壊した原因でもございますが、土砂の崩

落があって大行司駅舎、また民家が１件倒壊しております。そこも土砂災害警戒区

域ではございませんでした。中学校の跡地については、すぐ後ろにＪＲの土羽、また

山を控えております。 
 ですので、土砂災害警戒区域が一つの目安、基準にはなると思いますが、やはり地

形とかあらゆる面を考慮したうえで、場所の検討の必要はあるというところは思っ
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ているところでございます。 
 中原の復興団地も一部ではございますが、イエローゾーンにかかっております。 
 ただ、あそこについては、対象となるイエローゾーンの発端の土砂の流れをどう

見ても、普通の土砂崩れであれば、当然襲ってこないという言い方は失礼になるん

ですけど、いうところで、イエローでありますが、住宅の建設を行ったという経緯は

あるところでございます。 
 そういった部分でありますので、住宅建設にベターという場所についてはですね、

あるとは思います。最適という部分について、安全が完全に担保できる土地という

のは、ないというふうには思っております。 
 ただ、理解といたしましてですね、一つの基準を加味しながら場所を選定する。ま

た、あとはロケーション、景観とか利便性、そういった部分も含めて検討しなければ

いけないとは思っておりますが、旧宝珠山小学校のグラウンドについては、山付き

以外のところはですね、何らかのそういった活用がですね、十分検討できる場所で

はないかというふうには思っておりますが、先ほど縷々申し上げましたさまざまな

条件を考えたうえで、決定はいたしたいというふうには思っております。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  小学校は、あそこは中学校もあります。保育所もあります。 

 それは、当時地元の方たちの長年の、ずーっと長い長いこの村のですね、そういっ

た災害も含めた歴史の中で適地として選んできたのではないかと思います。 
 そして、やっぱり子どもたちが、教育する場ですから、そのときの当事者たちは、

一番安全な場所を選んだと思います。そして、なおかつ県・国が定めたそのハザード

マップの中では土砂災害警戒区域も含まれてない。それは傾斜を見たりとか土質を

見たり、そういったところでの総合判断が今の結果だと思います。 
 子どもたちの安全、一番大切なことを、もうずっと前から分かってた方たちが決

めてきた敷地です。 
 ですから、今それを、また別のことでですね、検討しますというようなことは、は

っきり言って遅い。もう今日言いましたように、複式学級の問題はもう待ったなし

の問題ですね。そうするとまた、私が議会だよりにも書いていますように、移住政策

にも支障があるわけですね。 
 複式学級を望む家庭もおるかもしれませんけど、一般的にはやっぱり複式学級で

はない学園があれば、そこに移住してもいいかなと、保護者の方は思うのではない

でしょうか。 
 そのためにも、やっぱり住宅政策は、もう一番の課題なんですね。それをまだ土地

のことについても検討中、もう農協のＡＴＭと全く一緒ですね。決断する能力がな

いのか分かりませんけど、いつかは、トップは決断しなくちゃいけないんですね。議

会の対応とかじゃないんですよ。執行部が決断して、それに議会が賛成するのか、反

対するのか、住民が賛成するのか、反対するんですよ。他人任せなんですよね、今言

っている回答はですね。 
 執行部トップになったら、そのすべての責任を負って決断する。その能力と権限

があるわけなんですよ。そういったことをぜひ自覚して、これからの住宅施設の適

地の判断をお願いしたいと思います。 
 時間がありませんので、最後の質問にいきます。 
 次に、地域おこし協力隊の派遣先について、質問します。 
 平成２７年度から毎年地域おこし協力隊員を採用し、さまざまな施設や部署に派

遣・配置しています。決算に係る主要な施策の成果説明書によると、平成２８年から

令和３年度までの６年間で延べ４５人、年平均７．５人採用していることになりま
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す。 
 予算書によると、令和４年度には１１名、午前中の説明では８名になっておりま

した。５年度は１１名プラスプロジェクトマネージャーが予定されています。 
 村のホームページによると、１月から３月にかけて一般社団法人竹棚田の里山マ

ネージャーが１名、里山カフェ及び古民家ヴィラの運営スタッフが１名、残念なが

ら指定管理者の応募がなかったほうしゅ楽舎運営スタッフ１名、合計３名を地域お

こし協力隊として募集を開始しています。 
 今回隊員を派遣・配置しようとする施設や部署の選定方法などについて、項目ご

とに村長に伺います。 
 まず、１番目の質問です。 
 施設を指定管理者が運営している場合、村が整備したすべての施設の指定管理者

から隊員派遣の要望を聞いているのか。これは要望書の提出を含みます。 
 すべての施設から要望を聞いていない場合は、その要望を聞かない施設がある理

由は何でしょうか。村長の考えを伺います。 
 議  長  村長 
 村  長  すべての指定管理施設、指定管理者に要望を聞いているかという部分については、

要望があった場合に村としてですね、どういった事業に基づいて、募集について要

望があるのかという協議を行っております。 
 指定管理者が行う事業で、協力隊を必要とする村の事業・プロジェクトによるも

のやですね、公益性の事業の推進を展開する事業につきましては、指定管理者から

ですね、派遣の要望書が提出されたものに対して、村担当課と協議を行いまして、派

遣を行っているというところでございます。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  私が聞きたいのは、村が指定管理者制度を利用して置いている施設がたくさん村

内にあります。指定管理者制度を知っている団体も知らない団体もおると思います。 
 まず、私が思うには、すべての施設を管理している指定管理者から、要望あるなし

にかかわらず、こういった指定管理者制度がありますよという話をして、その中で

「ああ、そういう制度があるならば申し込んでみようか、要望を出してみようか」と

かですね、話をしてみようか、これが公平な扱いだと思いますが、村長の考えをお尋

ねします。 
 議  長  村長 
 村  長  すべての指定管理者、指定管理施設の管理をされている方に対して、協力隊とい

う制度があるという部分、また、その利用、活用の希望ですかね、そういったのを聞

かれてますか、という質問というふうに理解しておりますが。 
 今、実際に指定管理を行っている施設等でですね、これまで過去の経過において

地域おこし協力隊を使ってないというのは、今のところ宝珠山ふるさと村と恵愛会

だけだったというふうに思っております。 
 そういった部分についても協力隊の制度については、説明はしております。 
 ただ、協力隊必要ですかという問いかけまではですね、してないというところで、

その都度業務の中で協力隊の利活用と言いますか、活躍をですね、その指定管理施

設の中で行っていただきたいという要望があったところに対して、協議を行ってい

るというところでございます。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  たぶん指定管理者制度を知らない施設もあるのではないかなというふうに思いま

す。 
 だから公平にですね、利用する、しない、派遣してもらう、もらわないにかかわら
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ず、村が指定管理者を選んでいるんですから、そこの指定管理者にはきちんと公平

な取り扱いをやっていただきたい。今、やってなければ、今後そういうふうにやって

いただきたいと思っております。 
 そして、要望書は単なる協議なんですか。それともきちんとした、向こうから様式

が整った要望書が出ているのか、それをお尋ねします。 
 議  長  村長 
 村  長  協議という言葉の定義が、ちょっと今一分かりにくかったんですけど、きちんと

紙による要望書を提出していただいております。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  要望書が提出されていることを聞きました。それは当然のことだと思います。 

 それの審査、そして地域おこし協力隊を派遣する、しない、その決定方法、いわゆ

る審査方法ですね、そういったのはどういった段取りと言いますかね、経過で指定

しているのか、派遣を指定しているのかをお尋ねします。 
 議  長  村長 
 村  長  要望書が出された時点で、まず協議を行います。その中で、その要望書に、ちょっ

と村のほうでですね、内規という形で基準を作らせていただいております。 
 まず、村の事業・プロジェクトに合致しているのかどうか。また、民間事業者や任

意団体の派遣は、村の事業・プロジェクトに合致しているものを除き、原則は行わな

い。派遣された協力隊の退任後のですね、事業継続や定住に尽力をすること。住宅、

住む家ですね、を確保すること。派遣を要望する指定管理者等は地域おこし協力隊

の制度を理解し、派遣目的と業務内容を明確にすること。特に、臨時職員と言います

か、経費を少しでも減らすとか人が足りないとか、そういった関連の理由でのです

ね、場合は派遣ができないという形で、そういった部分をきっちり協議を行いなが

らですね、その施設にとって協力隊の派遣の要否についてですね、決定をさせてい

ただいているところでございます。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  最後に質問します。 

 隊員の派遣はですね、総務省の決まりで３年までというふうになってますし、こ

の村でもそれを適用していると思います。 
 どうしてもやっぱり継続するのか、しないのか、そういったところの判断が必要

になってまいります。 
 例えば、最初の地域おこし協力隊が３年で期限が切れる。そのとき再度、また要望

書を向こうが提出するのか、しないのか。した場合にまたどのような判断で継続す

るのか、そういった手続きがどんなふうになっているかをお尋ねします。 
 議  長  村長 
 村  長  １期３年という言い方はしますが、その指定管理施設としてですね、指定管理者

から再度の要望がある場合については、これまでですね、派遣をした派遣の効果、ま

た、その業務内容、実績等を勘案しまして、先ほどの基準等とも照らし合わせる中

で、再度の派遣の必要性などをですね、他の事例等も勘案した中で協議のうえ、派遣

の要否を決定しているということで、要望があったから継続するという形ではない

ということは、ご了解いただきたいと思います。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  以上で、私の質問を終わります。お疲れ様でした。 
 休  憩  
 議  長  １４時５分まで休憩します。 

（１３時５２分） 
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 再  開  
 議  長  休憩前に続き、会議を再開します。 

（１４時０５分） 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員の質問を認めます。 

５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  私は、大体大まかに３点質問させていただきます。 

 まず、今度生活応援商品券というのを１人１万円分いただきました。これ非常に

とてもありがたいことでありますが、ちょっとそこでお尋ねしたいんですが。 
 東峰村にはですね、商品券を使える店が非常に少ない。焼き物屋さんを除いたと

ころで東峰村には何軒、使えると言いますか、使用できる店があるのか、ちょっとお

伺いします。 
 議  長  総務企画課長 
総務企画課長  窯業関係の店舗以外では６８店舗になっております。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  ６８ですか。 

 ６８店舗あれば、かなりあると思うんですが、自分が聞いたところによると、そん

なに聞いてなかったもんですから、まずはお伺いしたんですが。多ければ多いほう

がいいんですが、その中には農協もありますよね。 
 その農協で使えるのは分かるんですが、農協のですね、灯油の配達、要するに灯油

だけじゃなくて油の配達等にはですね、使えないと聞いたんですが、それはなぜで

しょうか。 
 議  長  総務企画課長 
総務企画課長  農協の灯油配達に関しましては、組合員登録された通帳からの引き落としのみの

対応となっておりまして、現金とか商品券ではですね、この配達については利用で

きないということでございます。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  私の聞いたところでは、この生活応援商品券だけじゃなくてプレミアム商品券も

使えないと聞いたんですよね。 
 もうずっと前からプレミアム商品券はあるんですが、今言ったように、年寄りと

言ったらものすごく怒られるんですが、高齢者の方が多くて、やっぱり配達してい

ただいたほうがいいと思うんですよね。 
 その中で配達が使えないと。農協が民間企業ですから、そのほうが使えないと言

えばそれで終わりだとは思うんですよね。 
 でも、それだけじゃなくてですね、村から、一番大事なところだと思うから、そう

いうところはですね、交渉と言いますか、村から使えるようにですね、交渉していた

だければ生活支援としても役に立つと、自分は思うんですが、使えるように交渉は

したんでしょうか。 
 議  長  村長 
 村  長  先ほど議員さん申されましたとおり、配達の灯油が決済の関係で使えないという

のは、プレミアム付商品券でも同様の取り扱いであったということでございます。 
 ただ、実際にプレミアム付商品券の中で、配達というのが使えないという苦情と

申しますか、そういう声が直接自分と言いますか、役場のほう等にですね、届いてな

かったという、ちょっと理解の部分もございますが、そういったところもですね、自

分たちとしては、使えるものというところでですね、皆さんの少しでも暮らしの一

助になればということで、生活応援商品券を配布させていただいたところではあり

ます。 
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 というところで、実際に利用にあたって、始まったときにですね、「なんで使えん

と」という話を直接いただきまして、それで農協のほうに確認を取らせていただい

て、農協のほうに、ぜひ使えるようにしてほしいということで、本社のほうに持ち帰

っていただいてですね、協議を検討していただいたところでございます。 
 １週間ぐらいして、その回答として、やっぱり決済システムの改修や大規模な部

分、また、同様の筑前あさくら農協の管内でもですね、プレミアム付商品券は、配達

の灯油については対応できてないというところで、ちょっと対応ができないという

回答をいただいて、そういう形でございましたので、内容としては、何と言いますか

ですね、配達の灯油に関してはですね、そういう形で最終的な回答をＪＡさんから

いただいたということで、それについては、検討としては、プレミアム付商品券は比

較的、１万円を出して１万３千円分の商品券が来るというところで、灯油について

も、車を持っている方が多かったのかなというふうに思っております。 
 生活の商品券については、すべての村民の方にお配りしたということで、やはり

高齢者の方、車を持ってない方、そういった方のところまで村としても思いと言い

ますか、検討が十分ではなかったところについてはですね、当然反省しなければい

けないというふうに思っております。 
 そういった経過でですね、農協のほうには十分対応してくれという要望は出しま

したが、そういった経過の流れの中で、最終的に２月までに対応ができなかったと

いうところでございます。以上です。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  これ生活応援商品券なんですよね。 

 だから、やっぱり使えないとはですね、非常に問題があるのではないかと、自分思

うわけなんで、今言ったように、使えないと言われて、そこで「はい、そうですか。」

で終わるんじゃなくてですね、どうにかならないかというような交渉ですよ、それ

はしなかったんですか。 
 議  長  村長 
 村  長  一度、最初農協さんにお話をして、答えがあって、どうにかならないかという形

で、２度ほどやり取りというか、もう１回検討してという形で検討していただいた

んですけど、最終的には改修等が間に合わないというか、改修ができないという回

答でございましたので、そこの最終的な回答の部分については、自分が直接聞いて

はおりませんでしたが、そういう形で報告を受けておりましたので、大変申し訳な

いというとこであったんですけど、そういう形で進ませていただいたというところ

が実情でございます。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  そう言われればですね、それで終わりかもしれませんが、高齢者が多いこの東峰

村です。できるだけそういうことがないようにですね、今後交渉でもしていただき

たいと、よろしくお願いしておきます。 
 次です。 
 今年はですね、案外雪は少ないのかなと思うんですが、昨年末と１月末の降雪時

の除雪について、ちょっとお伺いしたいんですが。 
 除雪基準が１５㎝ですよね。基準に届いてなくてもですね、１０㎝前後でも生活

には影響があるんですよね。だから、要するに基準以下でもですね、除雪はできない

か、お伺いします。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  議員がおっしゃられる昨年末と１月末ですかね、雪が多かったと言われておられ

るところは、おそらく１２月の２４日あたりと、あと１月の２５日あたりじゃない
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かなというふうに思います。 
 この両日につきましては、毎回１５㎝という話がありますけども、朝の４時半の

段階で積雪の深さを確認させていただいて、この２日間につきましてはですね、除

雪をさせていただいているところでございます。これはもう基準以上あったという

ところでですね。 
 あと１２月２３日、その２４日の前日ですね、そちらも同じような形で、時間的な

判断としましては、４時３０分という朝の段階で積雪の深さを見せていただきまし

た。 
 そこで、ここはもう１０㎝もなかったような積雪深でございまして、そういった

ときには実質として除雪はしてないというような状況でございます。 
 議員がおっしゃられるように、生活道路ということでございますので、ただです

ね、通行止めをすればいいというところではないことは十分承知しております。 
 ですから、我々としましても、村としましてはですね、国県道は県さんの管理にな

りますので、まずは大雪が降るといったときにはですね、前日の段階から雪が降る

であろうかということで、お互いに連絡を取り合ってですね、朝から動けるような

連絡調整をさせていただいております。 
 それから、実際判断をして、除雪をするといったときもですね、村だったり県さん

のタイミングがちょっとずれたりもするもんですから、例えば、村が先に除雪を判

断したときにはそういった話で、もう村としては除雪を始めますというようなこと

を伝えさせていただくなどですね、そういった情報共有をさせていただきながら除

雪をやっているところでございます。 
 ただ、言われるように、やはり積雪深が少ないといったときにはですね、機械の、

なんでしょう、あまり浅すぎて動かせないとかいったところもありますものですか

ら、安全性ですとか路面を傷めるとかというところも考えてですね、除雪しないと

ころもございます。 
 ただ、場所によっては、もう本当のちょっとのですね、積雪で立ち往生している車

というのも見かけたりもしました。村内の皆様につきましては、おそらくそういう

ことはないと思います。 
 ただ、やはり下のほうで雪が降ってなくて、ここに入ってきて、それで立ち往生し

ている。逆に、村の皆様にお助けいただくようなこともあったりしてですね、そうい

ったところは十分ですね、現地を見させていただいて思っているところではござい

ますが、どうしてもその、我々の対応としましてもですね、なんとか１５㎝という基

準を守りながらですね、実施をさせていただきたいと。 
 例えば、その中でも橋梁のところですね、そういったとこで積雪があって動きに

くくなるようなところについては、例えば、融雪剤の散布等、そういったところので

すね、対応などをさせていただくようなことで、今回もご対応させていただいたと

ころでございます。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  それは分かっているんですが、自分たちのところから上でも、小石原方面に向か

ってでもそうなんですが、坂道が多いわけなんですよね。坂道が多いから、今言った

ように、基準以下でもできないかと言ったわけなんですが。 
 そして、さっき言った少量やったらやりにくい、それは分かっているんですよ。チ

ェーンが切れたりとか、そういうのは分かるんです。自分もスクールバスの大型に

乗っていたからですね。少ないところを走ればチェーンなんかはよく切れます。 
 でもですね、村独自でせっかく除雪車を持っているわけなんですよね。だから、村

独自でもうちょっとどうにかできないかということを、僕は言いたいんですよ。 
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 もちろん村道が主体ですけど、国道もお金と言いますか、いろんな手続き上とか

県とかのね、やらなくちゃいけないことは分かっています。 
 分かっているんですが、今言ったように坂道が多くて、小石原が結構降っていま

す。ここら辺は降ってなくて、また竹地区が降っているという場合がありますよね。 
 車庫は小石原地区にあるんで、小石原地区から下って竹地区に行くと思うんです

が、その場合に、言ったように、坂道のちょっと多いところとかのかしてくれと、い

うようなことなんですよ、自分としてはですね。 
 そこのところをお願いをしたいんですが、今言ったように、小石原地区から竹地

区に行く途中で、そういうところは今言ったように、ちゃんとのかしていただけて

いるんでしょうか。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  例えば、小石原地区のほうから宝珠山のほうに下りて竹地区に上がるといったと

きに、実際にその区間については、確かに国県道になりますから県さんの管理区間

になります。 
 そういった中でですね、例えば、まだ除雪をしないといけない状況だとか、そうい

ったものが見えるところにつきましては、まずは県のほうに連絡をさせていただい

ております。 
 そこで、「なんとかできませんか」というようなお話はですね、こちらのほうから

もさせていただいていますし、あと、例えば、国道２１１号を下りて行って、今度は

八女香春線のほうに上って行くと。そうしたときに、やはり村道だけじゃなくてで

すね、やっぱり八女香春線についても積雪しているといったときについてはですね、

そこをなんとか除雪してくれないかとかいったところは、うちのほうからですね、

県のほうにはお願いをさせていただくようなことは、今回もさせていただいており

ます。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  それとですね、今日聞いたんですが、１月末なんかですね、小石原地区から竹地区

に行く、行きだけなんですよ。帰ってこなかった。片道だけのかして行った。どうい

うことですか。 
 行きだけしかのかしてないわけですよ。帰ってきてないと。帰る道はのかしてな

い。どういうことでそうなったのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 
農林建設課長  普通であれば、行って戻ってというところでございます。 

 そこをですね、今回、これは良かったのかどうかはちょっとあれですが、まずは範

囲、延長、先にやはり除雪をしていこうというところでですね、先にそこを片方だけ

でもして、１台でも、離合ということじゃなくてですね、車両がちゃんと通れるよう

なところを優先していこうというような形で進めておったところでございます。 
 ただ、そういった片押し１回行っただけではですね、時間的には朝から動いて陽

が落ちるようになったので、もしそれを往復やっていたら、もしかしたら対応がで

きなかったかもしれませんが、ちょっとそういったところは、もっとここは広く除

雪しなければいけないとか、そういったところはもう少し私どもも現地を確認をし

ていきたいと思いますが、今回そういった形で、できるだけ早く雪をどかしていこ

うということで、そういう片押しをさせていただいております。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  今言う除雪の仕方なんかですね、いろいろあると思うんで、ちゃんとやっていた

だきたいと思うわけなんですが。 
 あと、小石原地区の上のほうの、小石原地区の問題なんですね。 
 あそこはもちろん国県道なんです。国道、県道、国道は両方か、５００号と２１１
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号とですね、あるから、下町とか上町地区の、要するに街中ですね、あそこは除雪し

ても、すぐ家の玄関前にポッと行くじゃないですか。ああいうところは去年も言っ

てのかしていただいたんですが、長い距離じゃないからですね、ああいうところだ

けはもう少しきれいにのかすと言いますか、回数を増やしてもらうとか、そういう

ことはできませんか。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  おっしゃられる場所については十分把握してございますので、そこのところにつ

いてはですね、除雪をしていただく県土整備事務所のほうにもですね、しっかりこ

う家の前に、例えば雪の山を残さないように、できるだけ除雪してほしいといった

ことは伝えていこうと思います。ありがとうございます。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  やっぱり今言ったように生活道路でございますので、なかなか基準通りには行か

ないと思うんですよね。だから、そこのところだけを考えて除雪なんかをしていた

だきたいと思います。 
 それで村道にしてもですね、各地区で小さい除雪車を買っていただいているとこ

ろもあると思うんですが、全部じゃないですよね。全部じゃないから、やっぱり大き

い除雪車が通れるところはですね、まず、大きい除雪車でのかしてもらいたいと、そ

ういうところをよろしくお願いをいたしておきます。除雪のことについては、以上

です。 
 次、村政についてと、私、なんか抽象的に書いておりますけれども、結局自分が思

うには、村長が今、東峰村というところをですね、どのようにしていきたいかと。ど

のような村にしていきたいかというところは、ある程度聞いているんですが、自分

としては、具体的に何をするのかと。 
 さっき同僚議員も聞いていますけど、具体的なところをですね、ある程度教えて

いただきたいんですが。いろんな「美しい村づくり」とか、いろいろおっしゃってい

ますよね。 
 だから、そのためにどうするのかというのが、もうちょっと見えてこないから、そ

このところをお願いします。 
 議  長  村長 
 村  長  そうですね、どういう形で具体的に伝えれば分かるのか、というところの話だと

いうふうには思っております。 
 １つあるのは、東峰村って場所的には決して悪い場所ではないというふうに思っ

ております。１０分ほどすれば高速道路もあります。福岡市まで高速使えば１時間

で行ける。北九州のほうも、小石原からだったらですね、１時間半かからない。便利

に感じるがゆえに、ちょっと危機感がないというところもあるというふうに思って

いるところです。 
 ですので、いろんな形で、特に数年前、観光ステーションという事業で人を呼び込

もうという、災害前ですけど、事業がございました。 
 それついては、いろんな形で合意が得られずに、事業としては執行できなかった

というところはございます。 
 何を申したいかというと、１つあるのはですね、村としては、今ここに住んでいる

方が、どう不満なくと言いますか、住むことに誇りを持てる村としていけるか。 
 これについては、従来からいろいろ言っております交通関係、買い物関係、そうい

ったところで診療もございます。そういったのがこの村でですね、できるだけの体

制をどう整えるか。その体制を整えるものをどう使うか、どう利用するかという部

分で、前回も同僚議員さんからも質問がございましたが、やはりデジタルという部
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分をですね、いかに早く導入して、高齢者の方でも使えるような体制を整えていく

かということで、今はですね、デジタル拠点、テレワークテラス宝珠というところで

寺子屋という形で、今、訪れてくれている方にそういうデジタルの勉強会をしてお

りますが、将来的にはやはり高齢者の方に、そういうデジタル装置を使って、地域交

通も家からすぐできる。電話等で行うと、やっぱり間違いとか調整に手間がかかっ

たりしますので、そういった部分をですね、すべてデジタルで解決できるとは思い

ませんが、それを重点的にやっていくことで、やはりその方がですね、村にいて住み

やすいなということを思っていただけるということが第一だというふうに思ってお

ります。 
 その中で、先ほどちょっと観光という話も申しました。村にどういう形で注目を

してもらえるか。いろんな形で外部からお話をいただきます。「東峰村がんばってる

ね」とか、元気のある人が「よくテレビで見たよ」とかですね、そういった部分も、

そういった方たちの活躍する場を、どう持っていくかということで、今、観光アクシ

ョンプランというものをですね、昨年策定いたしまして、それの実現に向けて、いろ

んな方々が知恵を絞りながら、どう行動するかということをやっております。 
 こういった部分をやっていく中で、これをどういう形で周りに情報発信をしてい

くか。テレビが来てくれたら、結構その後、どっとですね、お客さんが来てくれたり

します。 
 ただ、それをどう継続していくか、よく持続可能という形も言いますけど、村とし

てどう持続可能していくか、そういう村に興味を持っていただける方の興味をです

ね、どう繋いでいくか、持続させていくか、そういった部分の取り組みが、これまで

少し足りなかったというところもございますので、観光についてもデジタルという

か、情報発信、情報収集の強化をするという形で、昨年申し上げておりましたが、や

はりちょっと人的なパワーというか、リソースが足りないという形で、ちょっとま

だ手が掛けられていないというところの部分もありますが、そういった部分をです

ね、住んでいる方について、どう満足した暮らしをしていただくか、外部の方にどう

村の魅力を発信するか、その体制をどう作るか。 
 その中でいわゆる関係人口、交流人口、定住人口という形でございますが、まず、

関係人口を増やそうということで、昨年からですね、東峰村応援団という事業も行

っております。 
 ただ、これ今、東峰村応援団の事業の動き、活動がですね、なかなか情報を受け身

になるだけの応援団になっておりますので、その方たちがどう次に広げていっても

らうか、その中でどう村のほうに応援をしていただけるか、来ていただけるか。こう

いう仕組みづくりをですね、観光アクションプランの中で取り組んでおりますので、

こういった部分、ちょっと一つの例にはなりますが、そういった例でですね、取り組

んでいく。他にもさまざまございますが、ちょっと具体的な部分として、いろいろ話

すと長くなりますので、ちょっと例として挙げさせていただきました。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  それは分かっております。十分。 

 いろんなね、全部やりたいことを具体的に言ってたら時間的にものすごくかかり

ますので、それは分かるんですが。 
 関係人口、定住人口を増やしたい。 
 自分は定住人口のほうに、ちょっとお聞きしたいんですが。 
 何と言いますか、協力隊の方でもですね、そこまで定住者が増えないという中で

ですよ、よその、他の地区というか、意見を聞く。よそからの定住者の意見を聞く、

よそ者の意見を聞く。自分が東峰テレビをやっているときにですね、よそ者、ばか
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者、若者と。その３つが揃えばものすごく良い村になると。 
 ばか者と言ったらおかしいんですけど、やっぱりある程度ばかにならないかんと

か、あるわけですよね。その中にも今言ったように、よそ者も入っているんですよ。 
 だから、よそ者の意見も聞かねばならないんですけれども、自分が思うには、やっ

ぱりよそから、途中から来るんですから、小っちゃい頃から生活している場所じゃ

ないわけですよね。 
 となってくると、なかなかよそから来て、そこに溶け込むのは難しいと思うんで

すよ。それを難しいから、何と言いますか、機会を作ってやらねばいけないのかな

と。 
 私は、昨年か一昨年か聞いたんですが、協力隊が話し合いの場を持ってくれと。村

と、要するに溶け込む場所と言いまかね。そういう機会を作ってくれと言ったんで

すが、なかなかそれも実現しないんでですね。思うんですが、定住に対してですね、

具体的にはどのように考えているのか、お伺いします。よそから来らっしゃった人

の定住について。 
 議  長  村長 
 村  長  定住という話、また協力隊さん。協力隊さんもですね、いわゆる三大都市圏から、

やっぱり村に魅力を持って、村のために頑張りたいという形で来られた方でござい

ます。 
 そういった方もですね、定住率の数字とかですね、そういった部分は過去議会で、

一般質問等でやり取りをしたところでありますが、全国平均と村の平均は、そこま

で大きな違いは確かなかったと。確か高くはないですけどですね、でございます。 
 実際には、いわゆる地方創生という話ができ上がる、出る前からですね、やはり移

住・定住で来られている方は結構おりました。 
 実際、前は高齢者の方でですね、定住されて、そういった方は結構地域に溶け込む

のも早かったというところではございます。 
 最近はやっぱり、先ほどの小学校の問題ではございませんが、子育て世代の方に

入ってほしい、定住してほしいということで、定住促進住宅も子どもさんをお持ち

の方には家賃の低減を図るとか、そういった形で呼び込みをして行っていたところ

ではございました。 
 ただ、そういったハード的というか、制度的な部分は置いておきまして、先ほど協

力隊さんの話し合いの場が欲しいと言っていた部分、これについては十分思いとし

ては受けております。 
 ただ、ちょっとまだ実現ができていないというところと、今、協力隊さんが、前は

ですね、当初の頃は週に１回はですね、朝一度役場のほうに朝礼なりに来て、そのと

きに報告、日報なりを出してですね、それから派遣先に行くという形をやっており

ました。 
 ただ、それをやると時間的な拘束が長くなるということで、今は直接派遣先のほ

うで業務を行って、日報等をまとめていただくという形に確かしていると思います

ので、あとアドバイザーという方、斉藤さんという方とか来ていただいて、いろんな

アドバイスとか相談を受けていたところでございました。 
 これも災害以降５年になりますが、そういう制度が、やっていたのが、ちょっと切

れてしまってて、やっぱりどうにか協力隊さんがやっぱり村に入ってきて、やっぱ

りここは変わったほうがいいんじゃないかとか、こういうふうになるともっと良く

なるのにとかですね、そういった部分、なかなか言えない部分を聞き取る場面とい

うのがございませんので、そういった場についてはきっちり今後作っていきたい。 
アドバイザーについても、交付税の算定の基準にも入っておりますので、やらな
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い手はないんでですね、より良く定住と言いますか、来ていただく方が気持ち良く

住んでいただく。 
 元々定住して来るというのは、やはりある程度の覚悟を決めて来られている方で

すので、それでもやはり途中で出て行かれる。そういった方について、なぜ出て行く

のかというのはなかなか聞きづらい部分ではございますが、細かにそういった意見

交換を行うことでですね、そういった形で村への定住も図っていけるのではないか

なというふうには思っているところでございます。 
 そういった形で、いろいろと定住施策については取り組んでまいりたいというふ

うには思っておりますが、今、いずれにしても協力隊については、村が用意した空き

家、指定管理者さんがですね、新規に応募するときには空き家を用意していただく

という形で、住むところはですね、確保させていただいているところではあります

が、通常の、ちょっと村のほうで暮らしたいという方については、さまざまな議会等

でのご意見、ご質問等もいただいておりますが、空き家バンク等についても登録し

ている物件が少ない、住宅についても、先ほどご指摘をいただきました。村としても

少しでも早く取り組めるようにということで、ＰＦＩの導入をすると、決定をして

から建設までが劇的に早くなるということで、早く取り組みたいという形でやって

いたんですけど、ちょっとＰＦＩの制度自体が村の需要とかですね、そういった部

分でまだ正式にゴーサインが出せない状態でございますので、そういう形でもです

ね、村として、やはり住むところをどうするかというところをですね、来年度できる

だけ早めに、できるだけ早く、時期は明言できませんが、方針を決めて、ＰＦＩでい

くのか、村として住宅をですね、確保してやっていくのか、そういった部分について

は、どんどん、どんどん時間だけが経ちますので、これについてはきっちりやらせて

いただきたいというふうに思っておるところです。 
 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
 ５  番  そうですね、やっぱり一番身近な協力隊から定住していただければ、それが一番

いいのかなと、自分は思っているんですよね。よそから来た、別に東峰村に住みたい

というような人を呼び込んでいくと。 
 テレビなんかよく見ているとですね、ものすごく高齢のじいちゃん、ばあちゃん

と話しているんですけど。そういうふうに協力隊の人でもですね、来たらこの村で

もそれくらいなるんじゃないかなと思うんですけれども、協力隊の人が何をしてい

るのか分からない。どこにおるのか分からないというのもあるんですよ。 
 だから、そういうところもちゃんとしていただければいいのかなと思うんですね。 
 そういう良い村にするためにですよ、また、違う同僚議員が聞くかもしれません

けど、今度は小石原の農協スタンドが休みがものすごく多くなるんですよね。 
 となってくると、観光立村を掲げている東峰村がですよ、非常に便利が悪くなる

のかなと思うからですね、そういうところを言われる前に、村として村民と手を取

り合ってですね、長くスタンドを続けてもらえるようにしていただきたいなと思う

んですよ。そういうのも村政かなと、自分思うんです。 
 大きいことじゃないかもしれません。小っちゃいことかもしれませんけど、小っ

ちゃいことからやっていけば村民に喜んでもらえると思うんですよね。 
 最後に、時間はゆっくりあるでしょうから、村長がいいくらいの時間で終わらせ

ていただきたいと思うんですが。 
 村民に対して、移住者に対してもですね、どのようなサービスとかをやっていけ

ば、村政をしていけば喜ばれるのかお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。 
 議  長  村長 
 村  長  いろいろなご意見ありがとうございます。 
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 どのようなサービスと言いますか、都会と田舎と言いますか、東峰村が都会と同

じレベルの利便性を求めるということは、これは不可能だというふうに思っており

ます。 
 例えば、住民票がコンビニで取れたらいいねとかいうところに、村の中にコンビ

ニがないじゃないですかとかいう話は置いといて、よそのコンビニ、仕事行きがて

らコンビニで取れるという利便性、これをどうするかという話の中でも、村で仮に、

そういうコンビニ交付をやろうとすると、一部証明書を出すあたりの単価が２０万

とか３０万とかかかる。それに収入が３００円ぐらいしかない。それを村として入

れるべきかどうか、これは、本当は標準化の取り組み、令和７年度にはありますが、

そのときにどういった形でそういう利便性というものをですね、いろんな自治体が

公平に受けられるかというところもですね、ちょっと期待はしているところであり

ますが、まだ仕様等が出ておりません。 
 そういった部分も含めながら、この村ならではと言いますか、この村でできるこ

と、それが何なのかという部分をですね、きっちり考えていかなければいけないと

いうふうに思っているところで、今のところ村の中で非常に困っている部分、先ほ

ど申しましたが、移動、買い物、また、ちょっと高齢者の方が、もう今４６％を超え

ております。この方たちが、正直言って介護保険の今、第９期という介護保険の計画

の着手を広域連合はしているところでございますが、東峰村介護保険の１人当たり

の利用率、利用額ですかね、については、県内で最も高いところであります。 
 １０年前ぐらいまではちょうど中頃だったんですけど、なんでそんなに１人当た

りの介護給付費が増えているのかなというのを、いろんな施設の方とか聞きますけ

ど、東峰村の方はものすごく我慢強いと。もう一生懸命がんばって、がんばって、ど

うしても動けなくなったときにはじめて介護保険を使おうとするので、そのときに

やはり施設としては、いきなり入所を申し込んでくるとかですね、そういった形で

ありますので、施設とかですね、介護保険の事業者としては、やはりそういうふうに

なる前にデイサービスとか認定を持ってない方もそういったところで過ごすこと

で、やはりそういう介護が必要になる年齢、いわゆる健康寿命と言いますかですね、

それを延ばす取り組みをしなければいけないと思っております。 
 それについてですね、村として、制度的にどうにかできないかなというところは、

今回の予算等では反映はされておりませんが、考えたいというふうには思っており

ます。 
 やっぱり住む方がですね、健康で生き生き長生きできる。こういうためのサービ

スをどうできるかというのをですね、可能な範囲から来年、今ちょっと予算の中で

考えておりますのは、いきいきサロン、これは村の中で、コロナの関係でだいぶん活

動が停滞しておりましたが、今だいぶん復活しております。これをもっと活動の回

数を増やしていいんじゃないか、その中でも移動スーパーの時間帯と合わせて行う

ことで、移動スーパーとの連携、また、そこで買い物ができるとか、そういった部分

もやれるんじゃないかということで、そういった取り組みとかをして、少しでも高

齢者の方が外に出て、いろんな話をしながら気晴らしと言いますか、そういった部

分ができるところをですね、考えたいというふうに思っているところであります。 
 さまざまございますが、ちょっと絞った形での表現になりましたが、こういった

形で、なんですかね、費用対効果とかいろんな手法を考えるべきことはございます

が、やっぱり必要な部分について、そういったできる部分についてはですね、やって

いきたいというふうに思っているところでございます。 
 休  憩  
 議  長  １４時５５分まで休憩します。 
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（１４時４７分） 
 再  開  
 議  長  休憩前に続き、会議を再開します。 

 （１４時５５分） 
 議  長  ６番 高橋弘展議員の質問を認めます。 

６番 高橋弘展議員 
 ６  番  一般質問をしてまいります。 

 まず、１点目です。地域交通について、お尋ねしてまいります。 
 この３月定例会の令和５年度予算案のほうでも上がってきております。地域交通

についてなんですけれども。 
 この令和５年の夏、BRT の開業にあわせてデマンドタクシー、いわゆる乗合タク

シーのほうを開始していくという話も聞いてきておりますが、改めてになるんです

けれども、この地域交通、ここ数年議論が進んできており、この令和４年度に関して

も計画というのが策定されるということで聞いております。 
 現在、この地域交通の再編、検討されているんですけれども、改めて対象になる人

が一体誰なのか、そして対象の方がどうなること、効果ですね、というのの全体的な

目的ですね、が一体どういうふうな形でこの地域交通の再編を考えているのか。今

一度お尋ねしたいと思います。 
 議  長  村長 
 村  長  今回の地域公共交通計画というものを策定しております。これにつきましては、

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律という法律に基づく法定協議会を設置

いたしまして協議を行っているところでございます。これについては、ご存じのこ

とかというふうに思っております。 
 その中で、誰がどのようになることについて策定しているのか。これについてで

すね、ということにつきましては、まずは村民、高齢者のみならずですね、村民全

体、あえて絞れば、特に高齢者と子どもと言いますかですね、になるというふうには

思っておりますが。 
 その中で村民や外部からの観光客等ですね、村に来られるあらゆる人にとって、

利便性の高い地域交通とは何なのか、利用しやすい、村内をくまなく走るという中

で、どういう形であるのが利便性が高いのかということについてですね、ちょっと

短距離でも使ってみようとか、村外についてはまだ、今後の本格運用になってから

の課題ではございますが、そういった部分を含めて移動のしやすさ、移動の支援を

どう考えていくかということをですね、より良くしていくために、今回この地域公

共交通計画を作り、その走り出しと言いますか、それを行うという形で、今やってい

るところでございます。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  今、村長、ご答弁いただいたところが、少し疑問が残る部分で。 

 村民全体の方々が使いやすい移動手段になっていくということは、非常に分かり

やすいですし、常々同僚の議員の方々からもそういった意見を持って地域交通、今

どうしていったらいいのかというのが、非常に考えていかなければならないときに

あって、それに加えて外部の方々であったり、通行される方というのを含めたうえ

での地域交通という形に、今、村長、ご答弁されたんですけど。 
 そこがちょっと、話が大きくなりすぎてないかなという部分を、非常に感じてお

りまして、今回あがってきた東峰村地域公共交通計画の中でも事業スケジュールの

基本方針の１で、すべての人にとって使いやすい地域交通の形成ということで、す

べての人というのは、今、村長が言われた村民全体、あるいは外部の方、そして通
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行、東峰村を通過される方という意味合いでよろしいんでしょうか。 
 議  長  村長 
 村  長  議員さん言われるとおりのことと解釈していただいていいんですけど、通過する

という、ちょっと言葉の意味がですね、ちょっと分かりづらいんですけど。 
 村内を移動される方、観光客を含めということで外部の方も対象にするというと

ころでございます。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  もうそこの辺は外部の方という、ちょっと一括りで話をさせていただきたいんで

すけれども。 
 単刀直入にこの地域交通を考えていくうえで、村民の人たちを第一義的に、いわ

ゆる一番の最優先で考えられているのか、もうその村民の方々プラス外部の方々も

合わせたうえでの話をしているのか、どっちなんでしょうか。 
 議  長  村長 
 村  長  定義がすべての人ということで、まずは村民の方の利便性をどう向上させるか。 

 その動きの中で、当然、村外の方の利用も想定されますので、そういった方、すべ

ての方がですね、同様に村内を移動するときの利便性というか、使いやすい公共交

通ということでございます。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  ちょっとその辺の考え方が、以降の質問にも関わってくるんですけれども。 

 範囲を広げすぎると、やっぱりやらなければならないことというのが、ぶれてき

ているんじゃないかなという、要は、村民の必要性に応えれてるのかなという部分

の疑問を感じて、この質問をさせていただいております。 
 ２番目の質問なんですけれども。 
 昨年１２月に実証実験を約３週間、２０日間程度ですね、行われたかと思います。 
 今回、乗合タクシーというのを初めて運行していく計画をですね、実際確定しよ

うとしている中なんですけれども。 
 この２０日間の実証実験で本格運用できるデータというのは集まったんでしょう

か、質問です。 
 議  長  村長 
 村  長  実証運行につきましては、本村で乗合タクシー、乗合タクシーという表現、タクシ

ーという車を使ったわけではございませんが、乗り合いで動く車を運行した場合の

ですね、地理的な需要、どの区間、どういう施設への利用が多いのか、また、どの時

間帯で利用が多いのか、そういった部分についてですね、把握をいたしまして、本格

導入する際の車両の数、拠点、どういう形、どこに停まるのがいいのか、また、人的

な配置とかですね、そういった部分の判断材料とするために行ったものであります。 
 また、今回はオペレーターという形で電話で受付けをしました。電話の予約の受

付けから配車、運行に至るまでのですね、具体的な業務の流れ、フローと言いますけ

ど、についてや受付けの電話オペレーターの負担感、また、実際にプレーヤーとして

動いていただく運転手さんの負担感等をですね、確認するために実証運行を１２月

３日から２３日まで３週間実施したところでございます。 
 数として、ちょっと１２月だったんで雪が降ったらどうするかとかいう心配もあ

りましたが、たまたま２４日降ったんですけど、実証期間中は天気の心配がなく、期

間についてはきっちりできたというふうに思っております。 
 実証運行によって得られた情報を基にですね、地域活性化協議会や法定協議会の

中で議論を行いまして、計画についてですね、最終的に現在承認をいただき、パブリ

ックコメントを実施するという計画にしておりまして、来年度の本格運用に向けて、



23 
 

協議会としては承認をいただいたというところでございます。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  １年って３６５日あるんですけれども、この２０日間でどこまでのことが分かる

のかなというのが非常に疑問で、この質問をさせていただきました。 
 報告の中にもあがってきているんですけれども、件数的には２１０件ぐらいでし

たかね、延べの人数でいくと１０８人という形で数字があがってきていたかと思い

ます。この１０８人に関しても累計の１０８ではないかなと思うんですけれども、

それで間違いないでしょうか。 
 議  長  ふるさと推進課長 
ふるさと推進

課長 
 議員の皆様にですね、事前にお配りさせていただいております。東峰村地域公共

交通計画の最終案ということで、これ、先ほど村長が申し上げましたが、現在、パブ

リックコメントにかけさせていただいております。 
 この計画案は、そういったご意見をお伺いして、最終的に計画書として今年度中

に作成をしたいと考えておりますが、その中の１１１ページをお願いいたします。 
 こちらにですね、先ほどからあります３週間の実証実験の結果を載せさせていた

だいております。 
 その下のほうですね、合計のところです。１０８名で、予約件数は右側の２０１と

いうことで、事前に予約があった分ですけれども、そういった形で、これは、延べと

いう理解でお願いしたいと思います。 
 １日平均は５．１人ということで、そのページからずっと、この実証実験の結果に

ついては表記をさせていただいているということでございます。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  この１０８名ということは、実質このタクシーを使った人は、もっと少ないとい

うことになります。 
 議  長  ふるさと推進課長 
ふるさと推進

課長 
 実質と申しますかですね、１１２ページのほうに予約件数と、中ほどですね、曜日

ごとに記載をしております。 
 １日当たりの予約件数、使われた件数ですけれども、そういった形で曜日ごとに

どうだったかというのを載せさせていただいております。 
 ですので、結果的にこの数字の方が利用されたということですので、数字は、この

数字が実際の実績ということになっております。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  聞きたい意味合いが、すみません、言葉足らずで申し訳ないですけども。 

 同じ方が違う日にちで乗られていると思うので、実際に乗られた、使われた方と

いうのは１０８名ではなくて、もっと少ない人数になるのかなと。要は、このアンケ

ートで書かれた件数にほぼほぼ近い形になるのだと思います。 
 言わせていただきたいのが、人口が１，９００人を切ろうかというところの中で、

実際にこの１００名を切った利用者において、実証実験、この短期間でどこまでの

ことを把握できたのかなというのは非常に疑問です。 
 もう１つお聞きしたいのが、１２月の実証実験だけしか考えてなかったのか。 
 例えば、考えようによっては、１２月は冬場の雪の時期で移動する件数が少ない

というのも予想されたりします。 
 じゃあ、農繁期のときとかはどういった動きをするのか、あるいは観光客が多い

時期ですね、秋口であったりとか、そういったときにはどういった動きをするのか。 
 そういった部分が年間を通して分からないと、なかなかこの交通体系をいじると

いう部分にはならないと思うんですけれども、なぜ、この３週間だけにしたのか、お
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尋ねします。 
 議  長  ふるさと推進課長 
ふるさと推進

課長 
 ３週間とさせていただいたのは、この協議会の中で立ち上げまして、１年間でこ

こまでやろうという計画がありましたので、本来は、おっしゃいますように、もう少

し早くすべきことだったことかもしれませんが、ちょっと時期的にこの時期になっ

てしまった。あくまで実証実験ですので、無料で今回実施させていただいておりま

す。 
 ですので、いろんな時期にデータを取って、実証運行して、データを取って精査を

するというが、最終的な計画書を作るには最も適したことかなというふうには思い

ますが、今回は時期的なもの、それから、あくまでこれは計画ということで作ってお

りますので、時期が、申し訳ないですけど、この期間になってしまったということで

ございます。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  その言葉を総合すると、計画を作るために実証実験をしてましたとしか言いよう

がないんですよね。 
 いや、違うですよね。最初に村長言わっしゃった、村民全体の方々の交通の利便性

を高めるために、これをするんじゃないんですかね。計画を作るために実証実験を

やっていたんですか。 
 議  長  村長 
 村  長  計画を作るためというのは、ございませんが、計画があって、初めて実際の運行が

できるという形になっております。 
 その中で、全体の地域公共交通計画というものは、地域の中、外部との連携も含み

ますが、の中で、公共交通計画はどうあるべきかというのをですね、進めていくもの

ではあるというところは理解しております。 
 その中で、特にBRT が今年の夏に開業をする。そのときに地域内、二次交通と言

われる村内の交通をどう整備していくのかというのがですね、１つのテーマであっ

たということは、以前から課題になっておりましたので、それについては、皆様ご理

解はいただいているというふうに思っております。 
 ただ、それを実際にどう実現していくか、その中で、取り組みの中で、やはり計画

できっちり策定をして、その実施のために次年度実行していく。計画を作るのが目

的ということではございませんが、計画をまとめるためにですね、やっぱり１つは

アンケート等もございました。 
 現地で、道の駅で聞き取りのアンケートと、これは、どういうところに村内に興味

を示しているところがあるのか、それは村外の観光客が移動するときに、当然車で

移動する方もいる。旧鉄道で移動している方もいる。道の駅ですから、当然、大体車

で来られる方がほとんどだというふうには思っておりますが。そういったときに

BRT への興味や村内の交通に対して、どういうところに人が動いているのかという

のを調べる。 
実証運行に関しては、先ほど申したとおり、村内でこういう、くまなく走るという

乗合タクシーと言いますか、オンデマンドバスを走らせるというときに、どういう

需要があるのか、それに対して、どういう体制を敷いていけばいいのか、というのを

調べるのが一番ということでございましたので、計画の策定の中で、ちょっと時期

が１２月になったという部分については、協議会の中で期間についても作成してい

ったという流れになっておりますので、長くすれば、それだけサンプルの、サンプル

と言いますか、検討の材料が増えるというところは当然理解しておりますが、時間

的なスケジュールの関係もあったと思いますが、１２月という１カ月間という形で
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ですね、実証実験を実施させていただいたということでございます。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  村長、今言われたのは、全部村外の方のための話ですよね。 

 いや、今言われた二次交通がどうとか、道の駅に来ている人たち、観光客がどうな

のか、全て村外の方のための話ですよね。 
 話総合すると、じゃあ、なぜこんなに急いでやっているのかというのが、BRT の

二次交通を固めなければならないためでしかないんですよね。そのために時間を急

いで、本来しっかりやらなければならない実証実験というのも３週間しかできなか

った。そういう話にしか聞こえないんですよね。 
 でも、最初に村長言われた、一番に考えなければならないのは村民の皆さんの、村

民全体の交通体系、交通手段をより良くするためと言われたと思うんですよ。 
 でも、実際やっている方向性は、今年の８月、８月か分からないですけど、夏に開

業する BRT の二次交通を作らなければならないということに合わせるためのスケ

ジュールセッティングしかないんですよね、じゃないんですか。だから急いでいる

んでしょう。 
 議  長  村長 
 村  長  すみません。言葉が伝わらなかったとしたら申し訳ございません。 

 地域の公共交通については、主役と言いますか、一番に考えるべきは住民の移動、

それは当然のことだと思っております。 
 二次交通という言葉の言い方が悪かったのかと思いますけど、ちょっとこれ解釈

の違いがあって、自分たちは、一次交通は歩きだと思っているんですね。二次交通は

その次の公共交通、最終的に広域公共交通としてBRT なり路線バスがあるという解

釈の中で、その間をどう利便性を高める実施を行っていくかということで、ちょっ

と二次交通という言葉を使わせていただいて。 
 ですので、基本的な考え方としては、住民の方への利便性をどう高めていくか、そ

のときに、そのバスと言いますか、オンデマンドが動くときに、外部の観光客の方も

当然利用するので、その利便性も包括したような形での立ち上げというか、作り込

みをしなければいけないというところで、それについては、今、実現に向けて取り組

んでいるところであります。 
 その１つのターゲット、目標としてBRT の開業に合わせて実現するというのが、

１つのスケジュール感の目標でありましたので、決して拙速というわけではなくて、

そこに照準を合わせて行っております。 
 ただ、実現に対して、ＡＩのオンデマンドとか、そういったロケーションとか、そ

ういった部分の兼ね合いも、作り込みとかもありますので、それが開業のときにど

ういう形になるのかという、実施に向けての具体的な実現のスケジュールについて

は、目標としては定めておりますが、これについては、それに合うように進めてはい

きますが、ちょっとそれは具体的な事業者とかシステムとかが決まらないと、ちょ

っとスケジュールがはっきりできないというところではあります。 
 目標ありきではなくて、一応ターゲットとしてはBRT の開業を目標としていると

いうことでご了解ください。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  目標ありきではないと言っていますけど、ターゲットとしてはと言っているので、

もう一緒なんですね。結局、BRT の開業に合わせなければならないという、何かそ

このがんじがらめにになっている気がするんですよ。 
 言葉の端々には、やはりその実証実験を、課長の答弁にもありましたけれども、無

償でしかしてないので、有償の部分というのはしていません。でも、そこはやってみ
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ないと分からないという部分はありますし、ＡＩに関してもやると言ってますけど、

実際に村でそれをやったこともないけども、ＡＩやりますという話なんですよね。 
 なんでこんなに強引に進んでいくかなというのを総合すると、やっぱり今年の夏

にBRT が開業するから、それに合わせてやっていますでしかないです。 
 でも、目的は村民の交通手段をより良くするためなはずなんですよね。 
 でも、今の目的はBRT に間に合わせるために、この計画を突き進んでいきますと

しか聞こえないんですよね。 
 ごめんなさい。この話したら時間が全然なくなりますので、３問目に行きます。 
 現状、高齢者外出支援タクシーチケットの助成、あるいはいずみ館バス等々も村

内の移動でも使われているかと思います。 
 今回導入される乗合タクシーのほうが利便性が高いという根拠、引き続いて、乗

合タクシー導入後は、現在、高齢者の方かなりご利用されているタクシーチケット

の助成、あるいはいずみ館バスというのは廃止する方向なんでしょうか。 
 議  長  村長 
 村  長  タクシーチケットよりも乗合タクシーのほうが利便性が高いというところについ

ては、決して利便性だけで言うと、タクシーのほうがもちろん高いと思っておりま

す。 
 ただ、実際の現状の部分として、タクシーを予約してもなかなか、１回出たら、ど

れぐらいか後になりますというところで、どうしても来れなくて、ちょっと村外の

タクシーを呼んで、そっちのほうには今のところはタクシーチケットの助成はござ

いませんので、全額負担をして乗ったとかいう声もちょっと聞いておりました。 
 目標と言いますか、考え方としては、既存のタクシーと共存共栄ができる村内を

くまなく走る乗合タクシー、タクシーがちょっと続くと混同するんですけど、乗合

バスと言っときますかね、を作り上げるというのが１つの目標ですので、決して、先

ほどの質問の流れにはなりますが、タクシーチケットはですね、廃止という考え方

はありません。 
 ただ、今、５００円券を１２０枚という形で配布をさせていただいております。

元々交通空白タクシーという事業のときには、初乗り料金の助成を行っておりまし

た。 
 ですから、当初は結構自己負担額が大きかったんですね。今は５００円券ですの

で、ぎりぎりまで使うと少ない手出しで乗れるというところではございますが、タ

クシーチケットについても、チケット制にするものなのか、何らかの決済方法をで

すね、今デジタル、デジタルとうるさいくらい言っておりますけど、それの決済のシ

ステムを導入することで、低率ですかね、そういった形で、やっぱりタクシーを利用

する方へも何らかの支援をしなければいけないということで、なくすという考え方

は、今のところタクシーに関してはございません。これについては、まだ、どれぐら

いにするとか、どういう形にするとかいうのは、全く決まっている話ではないので、

これは、今のところはタクシーチケットは継続するという形になっております。こ

れは、後々の調整というか、全体的な中での検討になっていくと思います。 
 いずみ館のバスにつきましては、地域交通が走り出したときにはですね、やはり

そちらのほうに移行するという形で、廃止をするところで、今のところ予定をして

おります。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  今回の予算委員会の説明資料の中でも、固定運賃導入（有料化）、先ほど答弁の中

でも有料化の話というのは出てきたかと思いますけれども、大体３００円前後を想

定しているという文言があがってきております。 
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 １つ注目してなんですけれども、今までいずみ館の送迎バスは無料だったと思う

んですよね。そういった方々は、結局いずみ館への移動自体が有料化されてしまう

ということで認識してよろしいんでしょうか。 
 議  長  村長 
 村  長  考え方としては、有料になります。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  この有料化については、どういう経緯で有料化があがってきたんでしょうか。 
 議  長  村長 
 村  長  先ほど申されました固定運賃という形は、まだ決定していることではございませ

んが、乗合バスという形で、地域交通を導入するにあたって無料という考え方は、当

初より、経緯と言いますか、当初よりありませんでした。 
 議  長  村長、質問と今の答弁はかみ合ってないみたいだけど。 

 高橋議員、もう一度質問し直してください。 
 暫時休憩します。 

 議  長  会議を再開します。 
６番 高橋弘展議員 

 ６  番  ちょっと私の聞き方が、ちょっといろいろに取れる聞き方になってしまったんで

すけれども。 
 ちょっと先ほどのいずみ館バスがそもそも無料送迎という形だったところで、今

回この有償運送を取り入れてしまうと、いずみ館に行く方が有償になってしまうと

いうことなんですけれども。 
 元々は健康増進のために無料送迎という形を続けていたのにもかかわらず、そこ

は有償に踏み切るという経緯、理由、そこについてお尋ねします。 
 議  長  村長 
 村  長  いずみ館バスは、当初の設定から緑ナンバーじゃなくて白ナンバー、いずみ館が

所有するバスでいずみ館利用のためにバスを運行するという形でやっておりました

ので、当然料金が取れないというところはございました。 
 政策的に無料ということではなくて、実現するにあたって無料であったというと

ころは、まず、ちょっと抑えていただきたいと思っております。 
 いずみ館バスについてもですね、やはり人件費とか燃料費、また車両管理に係る

経費等がかかっております。車を所有している方も当然いずみ館を利用していただ

いておりますが、その方の移動については、車両管理費とか燃料、保険代等も負担し

ているというところで、地域交通という全体的な交通網を整備するにあたって、利

用者の負担も必要だというふうに、今のところ考えているところです。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  今のことを利用者の方に言って、伝わるかなと思うんですよね。 

 村長、そのまま今来らっしゃっている方々に言ってください。「はぁ？」って言わ

れますよ。 
 そもそもそんな、要は、行政の免許の都合で、そもそも有料にしたいところを無料

で走らせてたんですって今さら言っても誰も伝わらないですよ。皆、無料やけん来

てたんですよ。無料送迎やけん乗って来てたんですよ。そもそも有料を考えてたん

で有料にしますって、それは虫が良すぎますよね。 
 そんなことも踏まえて、そんな考えで地域交通いじらないでくださいとほんと思

います。いろんな方々が使って、それの生活様式が、これを導入することで大きく変

わるんですよ。 
 それが、ましてやBRT が今年の８月に始まるから、それに合わせないといけない
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ので実証実験も３週間しかしてませんって、そんな理屈ならないですよ。 
 次の質問に行きます。 
 ＡＩ導入されることを検討されていますけども、費用対効果について、お尋ねし

たいと思います。 
 特に、維持コスト係る部分、まだ全然その額等もあがって来てないかと思います。

その維持コストと利用者数の関係性、どういうふうに考えられているのでしょか。 
 議  長  村長 
 村  長  ＡＩオンデマンドという形を導入するということで、これの検討ですね、これは、

単純に費用対効果で比較されるものではないというふうには思っておりますが、今、

実証実験は電話でやって、大体運行を地図に落として、迎えに行きますという形で

ありました。 
 実際運行するにあたっては、このＡＩオンデマンドを利用することで、やはり配

車、時間帯、どういう時間で車を走らせるかということについての精度を高めると

いうことで、もうこのＡＩオンデマンドの導入については、村としては必須と言い

ますか、これが導入されて、地域交通がより使いやすくなるというふうに考えてお

ります。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  計画書、今度あがってくる最終版の計画書の８８ページを見てください。 

 基本方針１の目標１の、すべての人が利用しやすい地域交通の整備の乗合タクシ

ーの利用件数の目標値、年間２，７５０件目標値にあがっています。 
 基本的に今聞いている乗合タクシーの運行日数、年間３６５日、年末年始、お盆時

期は分からないとなっていますけれども。 
 割ってみたらですね、１日当たり平均７件ぐらいしかないんですよ。これ１件な

んで、往復で捉えるとたぶん、もう半分にもなるかもしれないですよね。そんなため

に、この多額のお金をかけてＡＩを導入する意味がよく分からないんですよ。 
 目標値、こんな低く設定してあって、ＡＩ導入して、ＡＩが１日７件ぐらいをさば

くためにＡＩ導入するんですか。 
 議  長  村長 
 村  長  目標値２，７５０件という部分については、現状の潜在需要等を考えた中で設定

された目標値だというふうに理解しております。 
 これについては、数値目標ですから達成可能な数字、達成しなければならない目

標でありますので、この数字についてはですね、今のところ法定協議会の中でもこ

の計画書について承認をいただいておりますので、これに数字が低すぎるのではな

いかというところのご意見も、１つご意見としてはあるかと思いますが、件数自体

の目標について。 
 すみません。数値目標については、協議会の中でもご意見があったというふうに、

ちょっと今お伺いしました。 
 この目標については、今のところ実現可能な数字、なんですかね、実現すべき数字

ということで、最低目標ということでご理解いただければというふうに思っており

ます。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  いろいろ事業をされるにあたって、根拠をしっかり整理していただきたいと思い

ます。 
 ＡＩを導入するということになると、やはりそのＡＩシステムを向こう何年間か、

そのシステムを使っていかないといけない。それに関して維持管理コストかかりま

す。なったときに、１日７件程度をさばくためにという根拠であったら誰も導入し
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ないです。 
 何十件とさばくために、その利用者の家と家、目的地を有効的に結ぶためにとい

うなら分かります。７件だったら人間の手で全然できます。 
 そういった部分で、本当にこの夏にあわせて地域交通再編して大丈夫ですか。 
 法定協議会の方々は専門家の方々だと思います。でも、東峰村のこと、どこまでご

存じですか。 
 実際にアンケート見らっしゃっているかもしれませんけども、乗っているところ

もすべて机上の紙ベースの協議資料でしか見れてないはずです。 
 ましてや今の答弁の中でも、出てくる説明の曖昧さ。 
 ちょっと途中でもう質問切り上げないと、何回聞いても同じような回答になって

しまうので、最後にお聞きします。 
 最後から２番目のところになるんですけれども、やはり村外の交通手段に関して

も、今全然触れてませんけれども、そこも合わせての交通体系の、今回いじる話にな

っていると思うんですよね。 
 そこも含めて、やはりいろんな交通事業者、あるいは市町村と連携していかない

といけない部分で、今年の夏に合わせるんではなくて、じっくり時間をかけて有効

な手段を村民の皆さんとも協議して進めていくというふうにならないんでしょう

か。 
 議  長  村長 
 村  長  村外の路線の部分についてはですね、法定協議会の中に関係近隣の自治体の方も

オブザーバーとして参加していただいていますので、協議・調整は行える環境とし

ては整っております。 
 実際に運行にあたって、今のところはですね、交通事業者や近隣の自治体につい

ての参加等も行っていて、村内路線の方向性を先にですね、しっかり明確にするこ

とで、その他の村外幹線路線についても協議がより円滑に進むということで、村と

しては考えておりますので、導入について、遅らせるという必要性はですね、村とし

ては、ないというふうに判断しております。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  いろいろ聞いて、大丈夫ですかという部分がいっぱい出てきているにもかかわら

ず、特段問題ございませんと答えれる気持ちが、全然ちょっとよく分からないので、

予算委員会の折にも、ぜひ、このＡＩオンデマンドシステムのことについては、ぜ

ひ、お聞きしたいと思います。 
 次、ほうしゅ楽舎についてお尋ねしたいと思います。 
 これに関しても疑問点が多々あります。 
 令和５年度から、このほうしゅ楽舎、運営が開始されるとお聞きしておりますが、

当初は指定管理施設でありますので、指定管理者の募集を行って指定管理者が運営

を行っていくという話で聞いておりましたが、募集を行ったけれども、応募者がな

く、直営で行うという話になっているかと思います。 
 予算の説明の中でも、これどうなるか分かりませんけれども、第３セクターであ

る宝珠山ふるさと村からの人員派遣が検討されているとか、あるいは予算でも上が

ってきておりますけれども、報償費という形で１名の人件費、プラス地域おこし協

力隊を導入するということで、現場に、要は、そこの建設までの流れがすべて分かっ

たような、計画をすべて把握しているような責任者が不在の中で、なおかつ、今年入

ってくる、令和５年度に入ってくる地域おこし協力隊を導入して、果たして責任あ

る運営、あるいは収益性を高める運営、地域のためになる運営というのができるの

かなということを、甚だ疑問でしかありません。 
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 全体的なことをお聞きしますが、この直営をするにあたって、どういうふうな３

年後から５年後見据えて運営をしていくのか、まずお尋ねします。 
 議  長  村長 
 村  長  ほうしゅ楽舎につきましては、先ほど議員さん申されましたとおり、当初は指定

管理制度の中での運営を考え、募集をいたしたところでございます。 
 しかしながら、応募者がいないということで、直営という形で運営をするという

判断をしたところでございます。 
 直営という形ではありますが、集客施設の運営という形にはなりますので、被災

前のですね、旧ほうしゅ楽舎で指定管理を行っていただいておりました株式会社ふ

るさと村との連携や地域おこし協力隊制度を活用し、３年後、５年後と申しますが、

自立できる、３年後にはですね、自立できる収益施設となるような運営を行いなが

ら、最終的には指定管理という方向で、応募がある施設に持っていけるような運営

を行いたいと考えているところでございます。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  直営ということで、役場職員を配置されないというのはなぜでしょうか。 
 議  長  村長 
 村  長  現場には配置しないということで、ご理解いただきたいと思います。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  担当の方は、どこでどういうふうな業務を、ほうしゅ楽舎に関してされるんでし

ょうか。 
 議  長  村長 
 村  長  施設の管理運営についての、全体的なコーディネートになると思います。 

 実際に企画を立案したり、施設の維持管理等を行う部分については、協力隊さん、

また宝珠山ふるさと村さんのご協力をいただきながら、運営をしていくという形に

なると思います。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  それ、もうほぼ委託じゃないんですかね。 
 議  長  村長 
 村  長  公共施設の運営、公の施設ということで、直営または指定管理というところで、一

部委託という考え方はございますが、その選択の中で直営を選択しているところで

ございます。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  以前から運営されていた宝珠山ふるさと村さんも、結局はこの指定管理には手を

挙げられなかった。村長が社長なんですね。社長の判断としても、それには手を挙げ

れない理由があったんじゃないかなと思うんですけれども。 
 赤字が見込まれるから、誰も手が挙がらなかったんじゃないですか。 

 議  長  村長 
 村  長  実施の募集をかけたところの試算においてですね、大体経営として、とんとんと

いう言い方はあれなんですけど、少しは収益が出るという運営の試算がされており

ました。 
 これについて、１年目からそういう運営ができるかというところの、いくつか問

い合わせ等はあったところでございますが、やっぱり最終的にそういう形で、当初

からフルにその経営ができるかというところの中で、判断されたのではないかなと

いうふうに思っております。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  ここの文章に書いておりますけども、赤字が継続的に見込まれるんであれば、僕
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はオープンすべきじゃないと思います。しっかり計画を練り直して、もう一度基本

に立ち戻って、このほうしゅ楽舎というものを練り直していただかないと、今後直

営でやってても赤字のまま継続するのであれば、やはりほうしゅ楽舎自体の存続じ

ゃない、もう建ってから存続の話をするのはあれなんですけれども、必要性がない

じゃないですかね。 
 この施設は収益施設と、確か認定されているはずなので、指定管理料は出ないは

ずです。 
 収益が見込まれる施設なのでということであると、黒字化していく施設じゃなけ

ればならないはずです。 
 では、直営をしていって、いつぐらいに黒字化が見込まれるのでしょうか。 

 議  長  村長 
 村  長  ほうしゅ楽舎については、元々被災を受けた旧ほうしゅ楽舎の施設の再建のため

に、再建検討委員会を平成３０年１１月に設置し、再建に向けさまざまな検討を行

い、令和４年度に建設を行ったものでございます。 
 その計画に基づいて運営を行うということではございますが、初年度から黒字は

なかなか見込めませんが、黒字化を目指してチャレンジしていかなければならない

と思っております。 
 実際にですね、オープンをして運営をしていく中で、いろいろと工夫、または集客

の方法をやっていきながら、していかなければいけないと思っておりますので、ま

ずは当初の予定どおり宿泊施設としてやっていくところであります。 
 黒字化の転換の見込みといいますのは、１つの目標は、やっぱり協力隊さんが来

てくれたとしてもやはり３年間でございますので、１つの目途としては３年後の黒

字化を目指すという形で、さまざまな取り組みをしていきたいというふうに思って

おります。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  その黒字化については、協力隊の人件費は村が持っています。協力隊の人件費を、

その運営団体が持つ、要は、２人分人件費を持って黒字という意味合いでよろしい

でしょうか。 
 議  長  村長 
 村  長  黒字化という判断の数字の見方だと思います。 

 その必要経費については、当然見たうえで黒字化という判断、数字になるという

ふうに思っております。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  今、協力隊の費用自体は、その運営会社がしっかりとその中に、経営の中に入れて

ということで読み取らせていただきます。 
 かなり難しいと思いますので、ぜひ、その計画を練っていただきたいですし、それ

ができないと、おそらく指定管理事業者は見つからないと思います。 
 というところを持って、やはりこういう収益施設を造っていくことの難しさとい

うのを重々理解していかないと、後で負担するのは村民になります。重々そこを考

えていただきたいと思います。 
 移住・定住の施策について、お聞きしたいと思います。 
 先ほどから定住のことについては、住宅の建設であったり地域おこし協力隊とい

う部分が同僚議員の中からも多々発せられているかと思います。 
 私は、その定住にあたっては、の中で、キーになってくる、先ほどから出ている子

育て世代の方々が、じゃあ、どうやったら移住して来てくれるのか、定住が進むのか

という部分の視点で考えていきたいんですけれども。 
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 その施策自体がですね、しっかり働かれている、働く女性の目線に立っているか

どうかというところについて、お聞きしたいと思います。 
 現状、もう男性も女性もどちらも仕事をし、育児にも参加しという時代になって

まいっております。女性の方々ももちろん正社員で働かれている方々もおらっしゃ

います。 
 その中で、どちらもですね、仕事の夢も諦めず、育児の夢も諦めず、そういった形

での仕事と育児を両立できる環境というのを、今、東峰村の中で整備されているの

か、お尋ねします。 
 議  長  村長 
 村  長  東峰村における移住・定住促進の観点から、結婚、出産、子育てに関する重点的な

取り組みという中で、保育環境の充実を掲げております。 
 これについて、まち・ひと・しごと総合戦略、その中での取り組みでもございます

が、具体的には子育て支援金の支給や保育料、副食費の完全無償化、また、延長保育

の実施など行っておりまして、保育に関する支援体制は充実しているのではないか

というふうに思っております。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  保育の関係については、村長おっしゃるとおり、非常に全国的に先んじて、今、注

目されている兵庫県の明石市よりも進んでいると思います。 
 しかしながら、そこから先です。 
 全国的にも言われる、保育所から、保育園から小学校に上がる際は小１の壁と言

って、やはり環境が大きく変わります。 
 その中で、サービスが拡充している都市部であっても、そういった事態が起きて

いるということで、その自治体のサービスあるいは制度に合わせて、親の仕事の働

き方を変えなければならないということが起きております。 
 現状の村においても、やはり小１の壁というのが非常にあるのかな。ただ、補完で

きている部分もあるんですけれども。 
 特に、今、保護者の中でお聞きするのが、土曜日等に関しては、どういうふうな考

え方をしておりますでしょうか。 
 土曜日、今、こども館に関しては、平日の放課後等々行われておりますけれども、

土曜日も共働きの方々いらっしゃいます。そういったところでは、今、村としてはど

ういうふうな考え方を持っているのか、お尋ねします。 
 議  長  村長 
 村  長  先ほどご質問ございました、小学生に上がって、保育所と１年生になったときの

土曜日の対応の仕方についてのご質問だと思っておりますが。 
 土曜日の過ごし方については、まず、原則としては、ご家庭での生活が原則になる

というふうには思っているところです。その中でも、議員さんが言われる問題につ

いても認識はしております。 
 ただ、都会でも問題になっているそういう現状のとおり、こちらのほうでも、子ど

もの居場所、土曜日の居場所については、村として具体的な取り組みは行えていな

いというのが実情であります。 
 お伺いすると、いずみ館に来てたりとかいう話もあったりもしますが、それは、あ

くまで家庭の判断の中でされておりますので、村として、そういう福祉の一場面と

して土曜日の過ごし方を提供しているというわけではございませんので、いずれに

してもお子様の成長、発達や安全確保のためにはですね、家庭内や地域、村の連携し

た取り組みが必要ではないかなというふうに思っているところで、全国でも同じよ

うな問題がありますが、その中でもどのような取り組みが求められているのかとか、
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そういうことが村のリソースとして実現できるのか、人的な部分もございます。運

営的な部分もございます。場所の問題もあります。 
 そういったものについても検討できるか、勉強させていただきたいというふうに

思っております。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  今、一番最初のほうで言わっしゃった、土曜日は家庭でみてもらうのが前提です

という、その言葉が非常に危険だなとは思います。 
 その前提、何を前提に言われているのかなというのを、非常に気になるところな

んですけども。 
 やっぱりそこのセーフティーネット、支えていただくところがあって、安心して

子育てできるという部分はあるかと思います。仕事も持続させながら、やはりこの

東峰村で教育環境充実している。やっぱりこの自然豊かなところで生活したい。 
 その実現のためには、やはりそういった部分をしっかりしていかないと、なかな

か移住には繋がっていけない。家建てたけれども、じゃあ、土曜日共働きで親出てま

す。家庭で見てください。家庭に誰がいるんですかと。 
 もう１つお願い、考え方を変えていくというかですね、次のステージに進んでい

ただきたいなというのが、やはりおじいちゃん、おばあちゃんありきになってない

かなという部分。 
 おじいちゃん、おばあちゃんたちも今働く時代にもなっています。そういった部

分で核家族化、世帯分離の傾向もあって、もちろんお互いがお互いを尊重しながら

生きるという時代の中で、やはり行政としてそこをサポートできることで、今、村内

でも担い手、働き手というのが不足している中で、うまくそういう若い方々が担い

手の部分を補完できる可能性だってあるわけなので、ぜひ、行政サービス、土曜日だ

けならず平日の放課後にあっても、今、こども館という形しておりますけれども、共

働きの方々の目線にしっかり立って考えていただきたい。 
 それが学童であったりファミリーサポートセンターであったり、いろんな制度が

あります。ぜひ、検討をしていただきたいなと思います。 
 最後に、空き家のことについて、１点だけお尋ねしたいと思います。 
 空き家等対策計画を昨年度立てられて運用始まっておりますけれども、どのよう

に運用されていくのか。いろんな施策書かれております。 
 特にお聞きしたいのは、空き家のデータベース化は進んでおりますでしょうか。

この部分も施策として記載がされておりました。 
 この空き家のデータベース化が進んでいかないかぎりは、まず土台として空き家

の活用であったり、空き家の再利用ですね、再活用という部分には進んでいかない

と思います。 
 現状として、どうあっているのか、計画としてどう進んでいくのか。もう１つ付け

加えると、空き家の対策協議会は動くのでしょうか。 
 最後の質問です。お願いします。 

 議  長  村長 
 村  長  空き家対策計画でございます。この中で空き家のデータベース、これはもう法律

でも整備するところで、計画の中にですね、空き家の状況、地区でどうなっているの

かという部分の数字をですね、その計画の中に織り込んではおります。 
 ただ、その件数の中で、地区別の分と建物の状態、その中で土砂災害特別警戒区域

に入っているか、入ってないか、そういった部分のデータベースと言いますか、分析

はしております。 
 ただ、その先に一歩進んで、その建物を、空き家をですね、貸す意向があるかと
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か、そういった持ち主、また、推定相続人さんあたりへの意思確認、そういったとこ

ろまでは、この計画の中ではまだできてないところであります。 
 そういう形もございますので、老朽危険空き家という部分の認定等の考え方につ

いては、その協議会を設置をさせていただき、その中で空き家対策については計画

を作りましたので、一歩生きた計画を生かせるように進めていきたいというふうに

は思っております。 
 散  会   
 議  長  これをもちまして、本日の日程は終了しました。 

 明日３月１０日は、引き続き一般質問を午前９時３０分より開会し、一般質問終

了後予算審査特別委員会を開会します。 
 本日は、これにて散会します。 

（１５時５６分） 
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 開  議  
 議  長  おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は、９名です。 
 定足数に達していますので、本日の会議を開きます。 
 議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

（９時３０分） 
 日程第１  
 議  長  日程第１、昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 ３番 佐々木孝議員の質問を認めます。 
３番 佐々木孝議員 

 ３  番  今日は、大きく３点から質問をさせていただきます。 
 まずは、復興計画やまち・ひと・しごと総合戦略が２４年度までの計画なので、中

間評価の観点から、農林業の振興について、お聞きします。 
 耕作放棄地、遊休地を把握し、高齢者も取り組める新規作物の作付地等の活用を

進めていくとありますが、これまでの取り組みと現状について、お聞きします。 
 議  長  村長 
 村  長  おはようございます。 

 耕作放棄地の把握等につきましては、毎年農業委員会において農地パトロールと

称して、全国一斉に調査を行っているところでございます。 
 ただ、実際の耕作放棄地につきましてはですね、やはり年々増加しているという

現状は、年々増加傾向にあるというところは、実情であるというふうに思っており

ます。 
 その後でございます。高齢者も取り組める新規作物の作付等についてでございま

すが、これまでも高齢者に限らず農林業振興協議会の生産検討委員会などで、新規

作物の作付については検討を行ってきたところでございます。 
 現在、村全域ではございませんが、営農特別委員会という特別委員会を農林業振

興協議会の中に設置いたしまして、その中で岩屋地区の協議会の中で普及センター

と一緒に取り組みながら、災害復興後の地域振興と関連して山わさび、わさびです

ね、の試験栽培等の取り組み、また、生産検討委員会においては高齢者の作業効率化

に向けた柚子の低木栽培の検討や先進地への視察を行うなど、高齢者でも導入しや

すい新規作物の検討や、既存の作物でも負担が軽減できる樹形誘引、木の形をです

ね、少しでも収穫しやすいように剪定をしながら、やっていくという形の取り組み

方の栽培方法のですね、導入の検討や実証を行っているところでございます。 
 今後も引き続きそういった取り組みをですね、進めますとともに、もう１つあり

ました振興作物としての、じゃばらというかんきつ類がございますが、じゃばらの

振興をですね、ちょっと一旦止まっておりましたので、その再検討についても行っ

ていきたいというふうに考えているところでございます。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  私の知らないところもかなり取り組んであるなというのを感じました。 

 放棄地なのか、それでも田んぼの中にですね、かなり草が茂っているような場所

もよく見かけます。 
 また、個人的に請け負って耕作している方もおられますけれども、もうこの方た

ちも高齢化していって、だんだん耕作、確かに新しい作物とかやっててもですね、耕

作する方がなかなかいないというところも出てくると思いますが、そういうところ

では、村としてどういうふうに対応していくつもりでしょうか。 
 議  長  村長 
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 村  長  いわゆる耕作放棄地、作付けがされてなくて草が生えているところの管理という

話だと思っておりますが。 
 現状はですね、中山間地域直接支払制度、また、多面的機能等の中でですね、やは

りそういったものについて、やっぱり耕作放棄地が増えると、通常の作物を作って

いるところへの虫の被害とか、そういった部分もございますので、やはり地域でそ

の対策をしていこうといって取り組んでいただいているのが実情でございます。 
 その中で、もう先日からの話で、自分も前回の議会でも申しましたが、農村RMO
という、地域で地域の農村風景、農地の営農を守っていこうという取り組みがござ

います。 
 これは、農水省の示されている分でございますが、これが、ちょうど村が今後取り

組んでいこうとしております地域コミュニティ協議会、この中の取り組みとしてい

くところがですね、やはり地域の自治と言いますか、地域の集落のあり方を考える

とともに、地域のそういった農地、農業をどうするか、いわゆる最適農地利用計画と

いうのが県で示されておりますが、地域の中でやっぱり作付けをするところ、また

鳥獣害等もございます。獣害の対策として、どういう地域の利用計画を作るか、その

中で地域でどうやって農地を守っていくか、その取り組みをですね、地域の仕組み

づくりの中で、どうやっていくかというところを取り組まなければいけないという

ところに来ているのではないかな、というふうに思っているところでございます。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  園芸作物導入による農業法人の基盤強化というようなことも書いてありましたけ

れども、今さっき言われたじゃばらの振興等々も、その１つにあるのかなというよ

うに思いますけれども。 
 この農業法人というのはたぶんライスセンターのことだろうと、私は捉えたんで

すが、昨年６月議会でライスセンターについてお尋ねしたとき、人材確保及び敷地

の拡大に向けた取り組みを行う、という回答だったと私は受け取っておりましたけ

れども、その後どのような取り組みがなされ、現在どうなっているかお聞きします。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  ライスセンターの人材確保と敷地拡大等についてですけども。 

 ライスセンターの人材確保につきましてはですね、やはりこれから高齢化すると

いうところもございますので、ライスセンターの受注が増えるとかですね、そうい

ったこともなってきます。非常に重要なことだというふうに認識しているところで

ございます。 
 今も役員の皆様とですね、どうやってライスセンターの人材を確保するかという

ところを、引き続き協議をさせていただいてございますし、今勤めてある方々がで

すね、しっかりまた継続できるような形で続けられるようなところをですね、村と

しても今支援しているところでございます。 
 あと、敷地のほうにつきましては、候補地と言いますか、そういったところの検討

もさせていただいているところではございますが、やはりどうしてもですね、適地

と言いますか、というのが周辺になかなか良いところがないというのがありまして、

やはり水の問題ですとか、そういったところが少しネックとなっているところでご

ざいます。 
 あと、そういった中でもですね、今、限られたライスセンターの今の土地をです

ね、ライスセンターの皆様が工夫されたり努力されたりされて、なんとか有効に使

っていただいてですね、なんとか今回っているところではございますが、やっぱり

そこは非常に敷地としてはですね、やっぱりなんとかできないかということも、ち

ょっと考えていかなければならない。引き続き、そこはまだ継続中の形でございま
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す。そのような状況です。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  ライスセンターの職員についてはですね、なかなか人材確保は難しいと思います

が、私が聞いたところによると、アルバイトで来ていただいている方が多いという

ようなこともありますね。 
 その方たちだけでは、やっぱりいざというときはなかなか難しいと思いますので、

しっかり人材探していただきたいと思います。 
 また、狭い土地の中での敷地拡大という大きな問題もありますので、しっかり検

討いただければと思います。それがやっぱり農業法人の基盤強化に繋がると思いま

すので、お願いいたします。 
 次に、商品開発、販路拡大ですが、先ほどの村長の答弁にもありました。また、先

日の農林業振興大会でも報告がありましたけれども、ヤマメの養殖、わさび栽培等々

は岩屋地区で行われているようです。 
また、柚子加工品についてもですね、先ほど言われましたように、また、担当課長

からも聞いておりましたけれども、その他にまだ取り組んでいること等があればお

聞かせください。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  商品開発というところでいきますと、今は議員がおっしゃられたようなところを

取り組んでいるところでございます。 
 あと販路拡大とか、そういったところについては、農林業振興大会でもご報告さ

せていただいておりますけど、小さな宝の認定品の増加とかですね、拡大とか、そう

いったものをさせていただきつつ、販売とかそういったものの促進ＰＲといったこ

とをやっているところでございます。 
 加工品の開発等については、農林業の振興協議会の中で、今度は専門技術者の方

の指導とかいうことをやるようにはなっておるんですが、最近はコロナの関係でそ

れが実施できてないところでございます。 
 ですから、もうコロナも明けてくるところでございますので、そういうところは、

元々そういった形で流通販売の検討委員会の中ではですね、実施メニューとしてあ

げておりますので、そういったところをやらせていただくようなことで進めていき

たいというふうに考えているところでございます。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  いろいろ取り組んでいただいているというふうに解釈いたします。 

 ヤマメ養殖などはですね、岩屋地区のように、やっぱりきれいな水があるところ

でないと、なかなか難しいというのは分かるんですけれども、村の方たちの中には

ですね、竹やら岩屋方面ばっかり力入れてどうするんだというようなね、ことを言

っておられる方もいるようです。 
竹、岩屋以外の地区でも、取り組むことについての村からの働きかけと言います

か、そういったことはあっていますか。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  先ほどおっしゃられたように、岩屋とか栗松とか、そういったところの動きとい

うのは、結構見えているのかもしれませんけれども、ここは一応モデル地区という

形でですね、取り組ませていただいております。 
 そういったところで、例えば、こういうことができたというようなことを、例え

ば、この間ございました農林業振興大会とかで、また情報提供させていただきなが

らですね、村全体のほうに広げていければなというようなことの思いでですね、今、

進めているところではございます。 
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 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  分かりました。 

 昨年のですね、ロシアによるウクライナ侵攻以後、農作物等の物価が上がってお

ります。日本産の大豆や小麦粉をはじめ農作物の需給率を上げる動きが出てきてい

ます。今こそ農業の活性化への取り組みのチャンスではないかと思います。しっか

りした特産物を作り出して、村の小さな農業でも生活ができるような農業の振興を

進めることが、この村の農林業の発展にも繋がるし、村の発展になると思います。 
 そういったところで、村長はどのようにお考えでしょうか。 

 議  長  村長 
 村  長  いろいろとありがとうございます。 

 先ほど課長が申し上げたとおり、今ですね、取り組んでおりますこと、岩屋地区、

栗松地区につきましては、人・農地プランの中で、どういう５年後、１０年後の農業

を続けていくかという取り組みの中で、モデル地区として取り組ませていただいた

ところでございます。 
 この中で、今、いろんな振興作物、ヤマメの養殖、わさび、また栗松地区について

は、営農の労力軽減のためのほ場整備の検討、そういった部分が出てきているとこ

ろでございます。 
 これをですね、やっぱり全村的にこういった課題はそれぞれありますので、それ

については、それが絶対の正解ではございません。それぞれ地区に応じた対策を地

区によって考える。その中でいわゆる農業版集落点検のようなことも岩屋地区、栗

松地区で行って、５年後、１０年後営農する人がどういうふうになるのかというの

を見ながら、じゃあ、地区でどうするのかというところをですね、考えたところであ

ります。 
 そういった部分を取り組んでいきながら、やはり耕作放棄地をどう守っていくか

というか、荒らさないためというよりは、それをまた有効活用していく中で、そうい

った収入が得られる作物を共同でやるとかですね、そういった取り組みのほうに進

んでいければというふうに考えているところで、これはですね、先ほど課長が申し

ました取り組みを、またさらに全村的に広げて、進めてまいりたいというふうに思

っているところです。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  ５年、１０年後、さらにはもっと先を見据えながらの行政ということになると思

いますけども。 
 村としていろんな取り組みをやっておられますよね。私も農業振興大会に出なけ

れば知らなかったところも正直言ってあります。村の方たちはもっと知らないこと

が多いんじゃないかと思うんですね。 
 それで広報などを通じたりして、いろんなこと、事業をやっていることを村民の

皆さんにもお知らせをしていただくと、また行政に対する協力もですね、さらに得

られるのではないかと思います。 
 結果ばっかりじゃなくてですね、やっぱりこんなことに取り組んでますよという

ようなことも、ぜひ、村民の方たちにお知らせをしてください。私が知らないだけか

もしれませんけれども、ぜひお願いしたいと思います。 
 次に、森林の荒廃を避けるための取り組みについて、伺います。 
 ２９年の災害で倒れた木や壊れた箇所が、まだかなりあるのではないかと思いま

す。５年度は中崎地区の倒木整備等を組まれているようですけれども、全体的に現

在の状況はどのようになっているのか、お聞かせください。 
 議  長  村長 
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 村  長  ２９年の九州北部豪雨災害、流木というかですね、立木を巻き込んだ土石流が発

生し、多大な被害を受けたというのはご存じのことだと思います。 
 それから５年半が経ちました。山にある残された流木というか、倒れた倒木です

ね、これについて、やっぱり当初より、これがまた同じような雨が降ったときに二次

災害というかですね、また同じような災害が起こる恐れがあるということで、さま

ざま県のほう、国のほうにですね、対策をお願いしていたところでございます。 
 自分もですね、村長になってまだ１年半ではございますが、役場の職員としてい

たときも、大体毎年１回九州地方整備局のほうからヘリコプターを飛ばしていただ

いて、上空からですね、山の状況を見るというところがございました。 
 令和２年のときに自分が乗せていただいて、そのときにはまだ、山のちょうど土

石流が発生した谷沿いにまだものすごく木が残っていたんですね。ものすごく心配

したところではあったんですけど、その次の年、令和３年に見せていただいたとき

にはですね、かなり見えるところについては、ほぼほぼ撤去されていたということ

で、これを本当は東峰テレビ等で流して、住民の方に見ていただいて、やっぱりこう

いうふうにやってるんだなというのを見せたいというところがあったんですけど、

ちょっと映像のほうが入手できなくてですね、お見せできなかったところでござい

ます。 
 今年度、令和４年度についても一応計画はあって、整備局のほうとも映像をいた

だいて、皆さんにお知らせしたいというふうには言っていたんですけど、これにつ

いては、そのヘリを飛ばすということ自体がいろんな関係でできなかったみたいで、

これについては、やはり現状について見て、知っていただくという部分を取り組ん

でいきたいというふうには、私というか、村としては望んでいるところではござい

ますが、ちょっと現状ですね、自分の実感としては、上空から見えるところ、土石流

が発生して、巻き込まれて次の災害が起こるのではないかという分については、ほ

ぼほぼ撤去が終わっているのではないかなというふうには思っております。 
 ただ、具体的な部分につきましては、担当課長、室長のほうからご説明をさせてい

ただきたいと思います。 
 議  長  災害対策室長 
災害対策室長  先ほどの件でございますが、村としましてはですね、森林の荒廃を避けますため

に、予防策としまして、これは平成２９年以前からもしておりますけれども、荒廃森

林整備事業による間伐工事をですね、森林組合に委託しまして、全村で展開してお

ります。 
 平成２９年被災以降、小字単位ではございますが、平成３０年に１３カ所、１５

ha、令和元年が７カ所、１６ha、令和２年が６カ所、１５ha、令和３年が１３カ所、

１６ha、令和４年が１４カ所の１５ha の施工を行っております。 
 また、被災の堆積木というんですかね、それが集積したようなものの処理の復旧

策としましては、堆積木、風倒木の処理工事としまして、こちらもちょっと小字単位

でございますが、令和元年に２カ所、５６０t、令和２年に４カ所、２４２t、令和３

年が１カ所、１０１t、令和４年が１カ所、１０２t で処理対策を実施しているとこ

ろでございます。 
 今後も調査を行いましてですね、計画的に予防プラス復旧の施策を実施していき

たいと思っております。以上です。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  今、かなりの部分で進んでいる様子が分かりましたけれども、それでもまだまだ

倒木がですね、そのままになっているところもあって、大雨のたびに「どうなるとや

ろうか」という心配してある方も村の中にはおられます。 
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 先日、常任委員会の中で、村のほうで、できるところとできないところがあるよう

なことをちょっと聞いたんですが、村民の方たちは役場に言えば何とかしてくれる

とかね、当然するんじゃないかというような考えをお持ちの方、かなりおられます

けれども、村としてできることと、できないことがあるようなことをちょっと聞い

たので、それを分かりやすく教えていただければと思います。分かる範囲で結構で

す。 
 議  長  災害対策室長 
災害対策室長  風倒木の処理というんですかね、流木関係につきましてはですね、やはり基本的

には地権者のものでございますので、地権者の責任において倒木とかは処理するも

のと考えております。 
 ただ、谷とかに集積して危険が及ぶというものを倒木処理としまして、村のほう

が先ほどちょっと倒木処理工事として行っているところでございます。 
 それから、林地そのものの崩壊というのがあります。それにつきましてはですね、

県事業としましての砂防事業とか治山事業がございます。市町村にてできる林地の

復旧事業についてはですね、現在、ないのが現状でございますので、県の要望の採択

に合うような箇所があればですね、随時県へ復旧の要望をしていきたいと考えてお

ります。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  今、ちょっと教えていただいたのでですね、分かりますけれども。村民の方たちに

も、できるだけ分かりやすい説明をですね、機会があればぜひ、どんどん出していた

だければと思います。 
 それから、今、倒木については、地権者のものだというようなところで言われまし

たけれども、そういった方たちには、村からあるいは森林組合のほうからいろんな

指導があっているんでしょうか。 
 「ここは倒れたままになっていますよ。どうかしませんか。」とか、いうような形

では、話しかけはあってないんでしょうか。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  議員言われたような、働きかけというところまではですね、しっかりはまだされ

てないというところが実情になります。 
 議  長  災害対策室長 
災害対策室長  必要に応じてですね、要するに道路とか河川にある倒木しているものにつきまし

てはですね、必要に応じて働きかけというかですね、伐採のほうをお願いしたいと

いうことは言っております。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  林業振興のためにも早く倒木などを片付ける必要があると思います。 

 村のそういった材木をですね、使って、また新しい村の特産品になるようなもの

があればいいなと思うところですが、村としては、そういう間伐したものとか、そう

いったものの利用とかは、村としては考えてはいませんか。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  今おっしゃられた間伐材の有効利用というところ、村として具体的に今進めてい

るかと言いますと、まだその取り組みというのは、実際のところは、しっかりやれて

ないところはございます。 
 ただ、荒廃森林のですね、防止のための、例えば林道作業とか、そういったものの

整備と、併せて経済林とか保全林を植えていこうとか、そういった活動は実施して

おるんですが、その活用といったところに関しては、まだしっかりできてないのか

なというようなところはございます。 
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 ただ、こういったものをですね、しっかり木工品とかの加工販売ですとか、あと資

材としての活用とかですね、そういったものをですね、やっていくということは、や

はり村としても積極的に今後はやっていかなければいけないかな、というふうなこ

とは考えてはいるところでございます。 
 今後もですね、間伐材等とかを有効に活用した新商品の活用ですとか、公共施設

とか住宅とか、そういったところで国産材が使えるとかですね、そういったところ、

あと、特用林産物とかですね、そういったところの更なる振興とか、そういったとこ

ろについては、もうちょっとやっていかなければいけないかなというふうなことは

考えているところでございます。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  先ほどの中に木工作品ということもありましたけども、村には木工塾があります。 

 現在、主に制作している方がお一人で、高齢でもあるということでですね、なんか

辞めるようなこともちょっと聞いたんですが、この木工塾は大変貴重な村の財産に

もなる施設だと思います。木工塾で働きたいという若者もいるということを聞いた

し、先日の駅周辺整備のワークショップの中でも、ぜひ、この木工塾を使って木工体

験とかですね、そういったものを観光客にも提供したらどうか、というような意見

も多く出されました。村も一緒になってしっかり支援していただくことが、林業を

守る１つでもあるのだろうと思います。 
 今後、木工塾に対して、村としてはどのような支援をしようと考えておられるの

か、お尋ねします。 
 議  長  村長 
 村  長  林業の振興、特に木工作品等の振興につきましては、先ほど課長からもご説明が

ございましたが、農林業振興協議会で、ちょっと古い話にはなるんですけど、東峰村

が合併する前、平成１５年にですね、いわゆる生産検討部会をですね、生産検討委員

会と流通販売検討委員会というやり方に大きく変えた。それまでは水稲部会とかで

すね、作付けについての検討を行っていたんですけど、やはり販売があってこそ、初

めて営農とかのですね、農林の部分についての意欲が出るだろうということで大き

く変わりました。 
 そのときに、林業振興というのは、１つの大きなテーマではあったんですね。それ

をどんどん取り組んでいく中、その中で林業振興における間伐材等の活用について

は、実際に木工塾という組織が立ち上がっていて、その中でいろんな商品を作って

いただいていた。それに対する村としては、支援を行ってきたということで、農林業

振興協議会自体の事業計画の中に「林」という部分がなかなか出てきてなかった。こ

こ数年ですね、という課題がございました。 
 先日からの木工塾のいろんな高齢化とか、問題が出てきている中でですね、木工

塾につきましては、村といたしましても、その作業をする場所の提供とかですね、い

ろんな支援を行ってきたところでございます。 
 木工塾はですね、村としても非常に大事な施設であるという認識は変わっていな

いところでございます。 
 しかし、施設利用者、後継者不足の問題もいろいろとご相談を受けているところ

でございまして、以前からの課題でございます。引き継いでいただけるというかで

すね、方の情報やその後任者がですね、一応お話は少しいただいている分はござい

ます。そういった方が安心して働くことができるようにですね、その体制、または環

境整備、施設の活用等について、村としては積極的に今後とも支援をしていきたい

というふうに思っているところでございます。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
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 ３  番  しっかり支援をしていただいてですね、体験学習、木工塾での作品作りですね、取

り組む人が増えることを期待したいと思います。 
 また、今出たような形で、若い人で働きたいという方もおられるということです

が、肝心の住宅が足りていない現状も、皆さんご存じのようにあります。 
 昨年３月の資料にも多くの空き家があるという報告がありました。村全体を見て

も、かなり目立つのですが、空き家バンクへの登録は少ないように感じます。今の現

状と今後の取り組みについて、お伺いします。 
 議  長  ふるさと推進課長 
ふるさと推進

課長 
 現状の取り組みといたしましてはですね、定期的に広報紙、それからSNSや東峰

テレビでの周知は行っております。 
 それからですね、毎月５月に発送しております固定資産税の納税通知書、これと

一緒に空き家バンク登録促進のチラシを封入しております。 
 登録をそういった形で呼びかけておりますが、それとですね、村内の空き家を担

当課としても少しずつ今現在調査をいたしまして、個別に呼びかけ等も行っている

ところではございます。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  しっかり取り組んでいただきたいと思います。 

 また、新しく村営住宅を建てる計画もあるということで、去年からですね、取り組

んでいると思いますけれども、今、どのように進めておられるのか、お聞かせくださ

い。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  今、住宅の建設についてはですね、言われるように急いでやらなければならない

といったところは認識をしております。村をですね、担っていく人材とか、そういっ

た方々の育成とか定着というところが、やっぱり必要と思っておりますので、村外

の若年層ですとか子育て世帯の方々のですね、移住・定住とか、そういったことに向

けた住環境を整備できればというふうなことを考えておりまして、移住・定住の促

進住宅といった形で住宅を整備できればというふうなことを考えているところでご

ざいます。 
 ただ、現在、建設の予定地ですとかですね、あと建設手法については、今現在も検

討をさせていただいておりますので、そこを早く決定させていただいて、実施でき

るような形で進めたいというふうに思っております。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  先ほどの常任委員会の中でもちょっと申し上げましたけれども、今の住宅につい

てもですね、やっぱり３ＤＫとかもありますけれども、やっぱり部屋が狭いとか、あ

るいは隣の音が聞こえてくるとかいうようなことも聞いたことがあります。 
 住宅は、建てればいいというものではありませんですね。住む人たちにとって快

適で、移住してこられた方については、東峰村の住宅に住んで良かったというよう

な感想が出るような建物にしないと、せっかく移住してきても定住には結びつかな

いんじゃないかと考えます。 
 昨日の村長答弁にもありましたけれども、昨年から住宅建設に向けた動きの中で、

調査だけで１年かかっておりますね。それから、５年度も調査費として３００万円

ほどの予算が組まれています。 
 調査することは大切ではありますけれども、そこに時間とお金をかけてですね、

なかなか進まないというようなことではいけませんよね。一日も早く住宅を建てる

ことが大切であると私は思っております。 
 しっかり検討してですね、村が主体となった住みやすい住宅を建設することが大
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事ではないかと思います。 
 他の業者等々に任せっきりになってしまうと、その辺りがですね、なかなか村と

の連携が取れない部分も出てきやしないかという心配もしています。その辺りいか

がでしょうか。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  住宅の建設についてですね、今、議員がおっしゃられたようなことは、常任委員会

のほうでもいろいろご意見をいただいております。 
 やはりそういったところも踏まえつつ、かつ、やはり早く決定というか、どういう

ふうな形で建てるかということを早く決めさせていただいて、建設を早急にできる

ような形で進めてまいりたいというふうに考えております。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  ぜひ、お願いいたします。 

 さらには、村にはかなり古くなった村営住宅もあります。立地条件の良いところ

に建てているわけですが、現在住んでおられる方たちもいますので、全部を建て替

えたりとかすることはできないとは思いますが、一部改修したりですね、あるいは

壊せるところは壊して、そこに建て替えるとかいう方法もあるんじゃないかという

ふうに思いますので、そこはどうでしょうか。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  そのようなですね、例えば、もう古くて、新しく入居を控えて入らないようにして

いるようなところもございます。そういったところの部分をですね、今おっしゃら

れたようなところで、例えば、先行して取り壊してとかいうことも含めて、少し考え

させていただきたいと思います。 
 ただ、現に壊しているところとかもあるんですが、そういったところは、ちょっと

土地の条件、例えば、借地だったりといったところもあって、そこは候補地にならな

いかもしれませんけれども、そういう村有地の中でそういった形で条件が合えばで

すね、そういったことも検討させていただこうかと思います。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  テレワークテラス宝珠を利用する企業等々が増えたら、住宅を必要とする方もた

くさん出てくるんじゃないかと予想するわけですが、住宅がなければ朝倉市や日田

市に住宅を借りる人も増えてきます。そうならないように、一日も早く住宅を提供

する準備をですね、進めていく必要があると思います。 
 続けて、村のデジタル化について、お伺いします。 
 昨年６月にオープンしたテレワークテラス宝珠ですが、村長も村のデジタル化を

進めていくために必要な施設だと考えてあると思いますが、現在の利用状況はどう

なっていますでしょうか。 
 議  長  村長 
 村  長  テレワークテラス宝珠につきましては、昨年の６月に開設をいたしまして、現在

までですね、運営をしているところでございます。 
 令和５年１月末までのですね、延べ人数については、延べ３５６名の利用があっ

ているというところでございます。うち、県外の利用者が５２名、利用企業数につい

ては、延べ３９社という報告を受けているところでございます。また、入居企業数に

ついては１社、これは、当初から入っていただいているところが、まだ継続して活動

していただいているというところでございます。 
 また、直接利用申し込み等がない形での、見学という形で来られた方もですね、５

０名以上いるというところで、実際の、今のところの利用状況については、報告を受

けているところでございます。 
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 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  村長の昨日の答弁の中には、テレワークテラスで行われているデジタル寺子屋で

活動している方たちが、いろいろ村の人たちに広げてもらえばいいようなことを、

ちょっとおっしゃったような気もしますが、現在、１０名ほどの方が水曜日の寺子

屋に来ておられます。 
 それぞれの方が自分の課題を持って、職員の方に習いながらですね、いろいろ活

動しているようですけれども、この方たちが、失礼ではありますが、じゃあ、村の人

たちに、私が習ったことをどんどん教えますよという雰囲気では、どうもなさそう

な気もします。今後どんどんその方たちがですね、技術を深めてやって行けば、少し

はやっぱり違うのかなという気はしますが、村長が期待しているほどはないんじゃ

ないかという気もしております。 
 ちょっともう時間がありませんので、村長何か答弁があれば聞かせてください。 

 議  長  村長 
 村  長  ちょっと簡潔に言えればと思いますが、利用者の方に広げていただくというより

はですね、テレワークテラスにかかわる従業員という言い方は失礼なんですけど、

かかわる人たちが、やはり村の事業と連携をいたしまして、そういう方たちが実際

にそういうデジタル、スマホの使い方とかを広げていってほしい。来る人に教える

だけではなくて、教えていってほしいというところで来年移行したいと考えており

ます。 
 それが、実際に必要性というか、これを使うことで、やはり良かったよというとこ

ろをですね、利用された方には広げていっていただきたい。その興味を持っていた

だく、そういった形でですね、広げていきたいというふうに、今ざっくりですけど、

そういうふうに考えているところです。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  来年度の３月までは県が予算化してますので、無料で使えるということでありま

したけれども、３年目からは村が経営していくことになるんじゃないかというふう

に思います。利用者がどんどん増えてですね、いけばいいんですけども、やっぱり使

用料を取らないとやっていけない部分もあるんじゃないかというふうに思います

が、今、実験的にやっている部分でしょうから、県の予算で実験的にやっているとい

うことでの、それなりの条件や縛りがあるんじゃないかということも想像しながら

のことですが、やっぱり併せて、村独自の何かやらないと、有料化目指してやらない

と採算が合わなくなると思うんですね。 
 それでも利用する人は利用しますから、利用者が増えていくことが望まれますが、

たくさんの企業が入ってきたりしたときに、今の施設では狭くなるんじゃないかと

いう予想もしますが、増えた場合、どのように考えておられますか。 
 利用者が増えて、今の施設ではまかないきれんごとなる可能性もありはしないか

と思うんです。むしろそっちを期待しているんじゃないかと思いますが、いかがで

しょうか。 
 議  長  村長 
 村  長  議員さんおっしゃいますとおり、県が直接委託として行っているのは２年間でご

ざいます。 
 再来年度に向けて、どういう形で採算の取れる運営をしていくか。それは、今は県

とプリズムさんと村と三者協議をですね、随時行って、やはり将来的にどういうふ

うな運営をしていくかという協議をずっと行っております。 
 その中で、５年度については、やはりそういう収益というか、有償モデルとなるよ

うな取り組みも少し始めていこうという形で、協議は行っております。 
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 ちょっと５年度について、具体的なまだ計画がはっきり決まっておりませんが、

やはり無料で始めてしまうと、無料があたりまえになってしまう。これについては、

やっぱりサービスに対する対価とかサービスを提供する側のモチベーションとかい

ろいろありますので、こういった部分についても、来年度、再来年度の村に移管され

るときに向けてですね、きっちり協議をしていきたいというふうには思っておりま

す。 
 また、企業の利用がたくさんあったら狭くなるのではないかという、ありがたい

話がありました。 
 これについては、村としてもですね、プリズムさん、当然運営を今後やっていくた

めに、さまざま企業さん等に呼びかけと言いますか、取り組みを行っているところ

でございます。 
 その中で、現在はですね、入居企業は１社ということで、今、個室を１室占有する

という形で利用をしている状況でございます。今後もですね、同じ形で、１社入れば

一部屋を占有するという契約形態であれば、すぐ部屋がなくなってしまうというの

は自明の理でございますので、今後はですね、企業の入居パターンとして、常設なの

か有期なのか、短期の利用なのか、そういった部分を組み合わせながらですね、個室

の確保も１つありますが、皆さんか使えるコワーキングスペースという、ちょっと

広い部屋がございます。そこをどういうふうに使っていくか、活用していくか、その

貸し出し等のですね、対応によって、柔軟かつ効率的な利用を図れればということ

で、今のところ検討していく必要があるというふうには感じているところです。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  逆に、少ないときはどうしようかという質問もしようかと思いましたが、時間が

ありませんので、今、村長が言われたようにですね、もう少ないということは許され

ないと思っています。利用者がどんどん増えるような体制を、ぜひ、プリズムさんで

すか、そちらとしっかり協議、あるいは県とも協議をしながら進めていただければ

と思っています。 
 次に行きます。 
 福岡県のほうもですね、県議会の答弁の中で「自治体や企業と連携しテレワーク

施設を活用して、多様な働きを促進し移住・定住に繋げる。」ということを答弁とし

て聞いております。 
 県は、３年目からどのようなかかわり方をするのか、村に対してですね。その確認

が取れているかどうか、分かる範囲で結構ですので教えてください。 
 議  長  村長 
 村  長  現状の話にはなりますが、福岡県の方針については、先ほど議員さんおっしゃら

れたとおりの方針を示されているところでございます。 
 また、昨年６月の開所式の際にもですね、服部福岡県知事のほうからテレワーク

テラス宝珠を拠点として、村の移住・定住を進めてまいりたいという言葉もいただ

いているところであります。 
 実際ですね、福岡の移住・定住ポータルサイトの中でですね、リモートワーク等に

利用可能な施設情報としてテレワークテラス宝珠が紹介していただくとかですね、

また、先月の話にはなりますが、県の東京事務所が主催しまして、福岡県選択希望サ

テライトオフィス会議、いわゆるドラフト会議といわれるやつですけど、そういっ

たものの開催の中で東峰村のテレワークテラスもエントリーして、今のところ１社

がですね、ちょっと感触を示しているという形で聞いているところでございます。 
 こういった形でですね、県のほうといたしましても、テレワークテラス宝珠、作っ

た部分でですね、直接的な勧誘というのは２年間で終了かもしれませんが、次年度
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以降についても、やはり福岡県のテレワークオフィスの振興という形の中で、やは

り東峰村についても、もううちのほうから積極的に働きかけないと、県のほうから

ですね、どんどん、どんどん言ってくるということは減ってくるかなと思いますの

で、やはり村のほうからのアクションを起こしながら、そういった現状を踏まえて、

協議と要望等は行っていくという方針をしているところでございまして、県のほう

から３年目以降ですね、どういう形でという方針は、今のところはですね、示されて

ないというところは、現状として報告はさせていただきます。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  県内は６カ所ぐらいが拠点として設けられていたんでしょうかね。その中のやっ

ぱり東峰村というのは、田舎のほうでの拠点ですので、ある意味特別な存在にある

んじゃないかと思いますので、ぜひ、前向きにですね、発展できるような形で、県の

ほうに働きかけていただければと思います。 
 それから、先日、ＮＴＴ西日本と提携したという報道がありましたが、今後どのよ

うなことに取り組もうと考えているのか、お聞かせください。 
 議  長  村長 
 村  長  村としてもですね、デジタル、デジタルと、ちょっと分かりにくい言葉の中で、や

っぱりＤＸ、デジタルトランスフォーメーションというものを推進していく中で、

住民の皆様、特に高齢者こそやっぱりデジタルの恩恵に浴し、過ごしやすい生活を

していただきたいという思いがありまして、今ですね、国としてもデジタル田園都

市国家構想という取り組みの中で、村のほうにもですね、普通交付税の中に、本来で

あれば５，０００万ほど、内部でデジタル推進という形で算定がされております。 
 交付税においては、利用を指定するものではございませんので、これをする、しな

いについては、村の判断にはなりますが、やはりそういった国の方針を受けて、村と

してもデジタル化の推進をですね、図らなければいけないということで、自分、就任

以降、やりたいことをですね、やらなければいけないことを、内部の会議の中では示

してきたところでございます。 
 ただ、なかなかハードルが高い部分もございましたので、そういったＩＣＴ技術、

デジタルの取り組みをする中で、やはり専門的なスキル、知識を持った方との連携

が必要であるということで、ＮＴＴ西日本さんとですね、ずっと協議、意見交換をさ

せていただいたというところでございます。 
 その中で、今年の１月の末になりますが、ＮＴＴさんのほうと西日本九州支店に

なりますがですね、ＩＣＴの連携協定という形で締結をさせていただいて、村のＤ

Ｘ化をですね、強力に推進していきたいというふうに考えているところでございま

す。 
 取り組みとしましてはですね、来年度予算にも計上されておりますプレミアム付

商品券、電子決済、また電子商品券等での村の振興、そういった部分の取り組みをキ

ーとしてですね、また、地域交通についての電子決済、また、そういった部分につい

てもですね、これは、直接ＮＴＴさんがかかわるかどうかというのは、地域交通はち

ょっと別で今動いている部分ではございますが、全体的なそういったデジタル技術

を東峰村で振興するにあたって、さまざまなアドバイスと協働、協調の中で進めて

いきたいということで、連携協定を結ばせていただいたものでございます。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  スマホやタブレットを使って買い物やタクシー要請ができるように進めることが

生活を豊かにする１つであるということは、１２月議会で確認をいたしました。 
 先日、テレビの「ガイアの夜明け」という番組で、タクシーをスマホのアプリで呼

ぶ場面があり、とても便利だという利用者の感想がありました。 
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 私もこの正月にマレーシアで体験してきました。アプリ１つでいろんなサービス

が受けられます。買い物や食事の出前、注文が簡単にできたり、タクシーを呼んだり

することができました。タクシーは目的地までの料金やルートが示されるので、安

心して低料金で利用できました。 
 たぶん村長も、そのようになるようなＡＩオンデマンドを考えているんだろうと

いうふうに考えるところですが、昨日の答弁を聞いていて少し心配になりました。 
 私も、これから地域交通システムを作っていくうえで、誰もが使えるアプリや利

用しやすいシステムをプレミアム商品券と一緒に作ったほうが効率も良いと考えて

いましたけれども、実証実験の期間中の利用者が１日に７名ほどであり、有料化に

なるとどれぐらいの利用者が増えるだろうか。今、高い予算を使ってＡＩデマンド

にする必要があるのかという疑問が出てきました。 
 昨日の続きになるかもしれませんが、村長の考えをお聞きしたいと思いますし、

ちょっとその前に、私は、このシステム作りにお金をかけてでも早急に作っていく

必要があると考えてはいたんです。 
 まずは、実証実験の期間が短かったこともあるので、実際に取り組みながら年間

を通した利用状況を把握したうえで、ＡＩデマンド方式を取り入れてもいいのでは

ないかと思うようになりました。いかがでしょうか。 
 議  長  村長 
 村  長  村が取り組んでおります地域交通の中でのＡＩオンデマンドの取り組みについて

のご質問でございました。 
 ＡＩオンデマンドの必要性はですね、もちろん住民の方が利用しやすくする、分

かりやすくする、確実な配車とかルートとかをすることによって、利用に関する満

足度を上げる、こういった部分については、やはりそういったシステムを導入しな

いとできないというふうに思っているところでございます。 
 利用想定人数についての計画、７名という話もございましたが、これはあくまで

想定の範囲内の中てございますので、７名なら電話でいいのか、そういう話もちょ

っとございましたが、やはり将来的に持続可能、継続的な運行を行っていくにあた

っては、初年度、結構予算を見ても分かるように、大きな予算が組まれております。 
 これは、やはり手作業がある部分ということでコールセンター等の経費がですね、

やはりかかるということでございます。これが、そういったシステムを導入するこ

とによって経費が削減できるというふうに思っております。 
 その中で地域公共交通を実施していくところ、実証運行の期間の話もございまし

たが、実証運行という名称もございますが、実証運行するにあたってもやはり費用

がかかるものでございます。 
 ですので、村としては、まず、オンデマンドバス、ＡＩオンデマンドを導入する

か、しないかという選択肢については、もう導入すべきであるという判断をしてい

る中で、実証というか、実際の運行の中でやっていくところではあるというふうに

は思っております。 
 その中で手戻りと言いますか、そういった部分はあってほしくない。村としては、

やはりＡＩオンデマンドのバス、これによって村の中をくまなく走って、皆さんの

移動に関する要望・ニーズにですね、応えていきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 
 議  長  ３番 佐々木孝議員 
 ３  番  多額のお金を使ってというか、貴重なお金です。有効に使うような形でですね、執

行していただきながら、この村の方たちが幸せに暮らせる村づくりに進んでいけれ

ばと思います。 
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 これで、私の質問を終わります。 
 休  憩  
 議  長  １０時４０分まで休憩します。 

（１０時２９分） 
 再  開  
 議  長  休憩前に続き、会議を再開します。 

（１０時４０分） 
 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員の質問を認めます。 

４番 髙倉美紀惠議員 
 ４  番  熱中症の対策について、お尋ねいたします。 

 異常気象に伴い高温多湿の夏が、また来るのを予測できます。昨年の環境省の調

査によりますと、熱中症警戒アラートが、昨年の夏は全国で延べ８８９回発表され

たというふうに書かれております。 
 昨年９月の総務常任委員会で、高齢の村民に熱中症アラームの対応ができないか

と提案いたしました。 
 先日の説明会で予算化されているというふうにお聞きしまして、大変喜んでおり

ますが、その数と貸与する対象者は何名でしょうか。それから、年齢は何歳以上とか

でしょうか。よろしくお願いいたします。 
 議  長  住民福祉課長 
住民福祉課長  令和５年度におきまして、熱中症対策としまして、熱中症アラームを予算化して

おるところでございますが、まず、台数でございますが、今のところ１０台ほど計上

しております。 
 ただ、議員さんがおっしゃられました対象年齢とかですね、具体的な基準が決ま

っているのかということでございますが、特にですね、今、集落支援員さん等に訪問

していただいている方の中で、やはり判断力の低い方等を選びまして、そういう方

を想定しまして１０台というふうにさせていただいておりますが、年齢とか状況と

か一様ではございませんので、そこら辺の基準がもっと明確にならなくてはいけな

いのかなと思っておりますので、もう一度そこら辺の協議は行いたいと考えている

ところでございます。 
 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員 
 ４  番  そのとおりで、熱中症は高齢だからかかるというものでもございませんですね。 

 ですが、年を取りますと暑さを感じなくなります。私どもが訪問しましても、もう

むんむんしているお部屋に長そでのシャツを着て、それでも暑さを感じない、そう

いう場面というのはよく見ますし、これはと思うことも度々あります。 
 ですので、１０台というものが有効に使えるように、それから、何歳以上だから危

ないということはないと思いますけども、ここで民生委員さんとか集落委員さんの

活躍を願いまして、度々訪問していただいて、そこに貸与していただくと。そういう

ふうなシステムを取っていただくと、熱中症予防ができるかなというふうにも思い

ます。 
 それから昨年も、もう今は５月ぐらいから大変暑くなってまいります。その時期

からでも熱中症は予測できると思うんですが、早めの熱中症対策をやっぱり始めた

ほうがよろしいと思います。 
 今回環境省が、２０２４年の夏の運用を目指して、警戒アラートのもう１つ段階

を上にした、特別警戒アラートというものを皆さんに、なんですかね、段階を上げ

る、そういうふうなシステムを取るようです。それが２０２４年からだというふう

に書かれております。 
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 そのときには市町村の村長は、クーリングシェルターといわれる避難所、冷房施

設をシェルターとして造りなさいというふうなお知らせも来るようです。法改正の

中であるようです。 
 ですから、今から東峰村も高齢者がたくさんおりますし、学校とかは十分に、運動

のときとかそういう場所では指導がいくと思うんですが、何分１人で暮らしている

老人にとっては、先ほども言いましたように、熱さを感じなくなってきてます。そこ

いら辺でクーリングシェルターというものが先駆けてね、そういうものを造って、

そこに避難、電気代も高くなってきておりますし、自分の家でクーラーを設備して

いるところも高齢者の住宅ではあまりございません。そんなふうなことも考えまし

て、早め早めの注意喚起をしていただくことが、村民が安全に暮らせると思うんで

すが、保健福祉課としては、早めの注意喚起を何かお考えになっていますでしょう

か。 
 議  長  住民福祉課長 
住民福祉課長  ご指摘のとおり、毎年暑くなる時期も早くなり、さらに気温も上がりということ

で危険度も増している状況でございます。 
 高齢者の率も高い東峰村で、やっぱりよそに先駆けてこういった対策は必要と、

住民福祉課も考えているところでございます。 
 今現在ですね、課として話し合って考えている対策としましては、昨年度も行っ

てまいりましたが、早期のうちの声かけ、個別訪問をしている方を中心にですね、集

落支援員さんや民生委員さん、それから、各サービス等で訪問をしている事業者さ

ん等を通しまして、水分補給とかですね、早めに室温等の調整を行うなどの声かけ

をしていくつもりでおります。 
 やはり５月からではすでに暑くなっている可能性がありますので、４月のうちに

はそういった声かけを始めていきたいと考えているところでございます。 
 それから、緊急通報システムのサスケというものがございますが、そちらの中の

制度の利用されている方にあわせまして、そういう危険の高い状況にあわせて、声

かけなどを別途ですね、行っていきたいと思っているところでございます。 
 また、本年度も新型コロナの集団接種のワクチンがあるかと思いますので、そう

いった機会を利用して、また声かけを行っていきたいと考えているところでござい

ます。 
 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員 
 ４  番  熱中症という言葉と、それから、水分を摂らなきゃいけないとか、扇風機を回して

換気をしようとか、そういうことはもう耳に慣れてしまっていると思うんです。 
 ところが、熱中症にかかるとなぜ水分を摂らなきゃいけないのか、なぜクーリン

グをしなければいけないのか。そういうことの熱中症が体に及ぼす影響、熱中症と

いうのはこうなるんですよと。だから、水を頻繁に飲む必要があるんですよ。冷えた

お部屋にいなきゃいけないんですよという、そういう指導をしていただくのは、私

は、診療所の先生だと思っているんですね。 
 だから、広報紙とか、それから東峰テレビとか、そういうふうなものを利用して、

そして、なぜ熱中症では水を飲まなきゃいけないのか。熱中症が水を飲まなきゃい

けない。それはもう分かってしまっているけど、「なぜ」、そこの根拠という、熱中症

はどういうことで、最後どうなって亡くなっていくんですよと。そこいら辺のこと

を教えていただけるのは、私は、診療所の先生ではなかろうかと思っています。 
 だから、５月ぐらいからでも広報を使って、何回でもそういう自分の身を守るた

めに、熱中症ってこんなんだから水飲まなきゃいけない、冷えたところにいなきゃ

いけない、体を冷やさなきゃいけない、そういうことを教えていただくと、大変あり
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がたいと思っております。 
 そういうことを思いながら、そして、やっぱり防災無線が一番効き目があると思

いますので、先ほども言いましたが、警戒アラートが全国で８００何回、全国で８８

９回ですので、福岡県で警戒アラートが出たときに、東峰村の一番注意しなきゃい

けない時間帯に防災無線で、「今は外に出てはいけませんよ。」とか、そんなふうな啓

発ができればというふうに思いますが、それはできますでしょうか。 
 議  長  住民福祉課長 
住民福祉課長  防災無線を使っての注意喚起でございますが、昨年も何回か行ったところですが、

議員さんがおっしゃるような、こまめな、その日の状況に合わせてという形での声

かけというのができなかったのが現状でございます。 
 やはり声かけをする、そういった防災無線をするマンパワーというものが、やっ

ぱり不足しているような状況がございまして、定期的な声かけは防災無線でできた

としても、状況、状況に合わせてということは、なかなか今のところ難しいのではな

いかと考えているところでございます。 
 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員 
 ４  番  できるだけ村民の安全を守るために、毎日、毎日は難しいかもしれませんが、そう

いう防災無線が一番効果があると思っておりますので、防災無線での全村民に呼び

かける熱中症の対策、個人がどうすればいいかというところをするためにも、防災

無線、大変重要かなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 
 それと、先ほども言いました２０２４年に運用が開始されるクーリングシェルタ

ーという冷房が効いたお部屋に皆さんが避難してくる、そういうふうなシステムが

取れるようなお部屋の確保とか、そのお部屋を造るためには、やっぱり昼寝もしな

きゃいけないでしょうから、そういう場所とか、そういうものが、現在あるところに

そういうのができるようなお考えも持っていただけるかどうか、村長にお伺いいた

します。 
 議  長  村長 
 村  長  先ほど来から課長が申しておりましたが、熱中症に関する部分について、自分た

ちはですね、スマホとか持っておりますので熱中症アラートとか、ほぼほぼ夏は毎

日のように入ってきます。 
 ただ、高齢者の皆様はスマホとか持たれてない方、そういった部分、また、先ほど

来から言っておりました、やはり冷房は付いてても使わない。なんで使わないのと

言ったら、電気代とかいろいろ課題があると思います。 
 そういった部分で、やはり啓発という部分は非常に大事なことと思っております

ので、防災無線についても、あんまり流しすぎるのもあれなんですけど、やっぱり必

要なときに必要なだけの防災無線での啓発放送はやらなければならないというふう

に思っているところであります。 
 それと、この話の中でもあったんですけど、定時放送が流れております。夜と朝で

すね。そういったときにも、やっぱり状況に応じて、そういった気候の関係、「本日

は気温が非常に高くなりますので」とか、そういった呼びかけもですね、やってい

く。そういうのであればできるのじゃないかなというふうに思っております。 
 それと、先ほど議員さんが言われました、クーリングシェルターですかね、それの

関係については、ちょっと申し訳ありません。私のほうちょっと不勉強で、どういっ

た形を国が想定しているのかというのが分かっておりませんですので、どれほどの

施設が必要なのか。 
 例えば、いずみ館はずっと月曜日以外開いております。そこを仮想シェルターと

して、そちらへの移動をどうするのかとか、そういった取り組み、どういう形でする



17 
 

のがですね、自治体ごとにいろいろ工夫してくださいという話にはなると思うんで

すけど、そういった部分については情報を把握して、いろんな対応について、できる

だけ早く何らかの形でですね、皆さんへお知らせできるようなことを行いたいとい

うふうに思っております。 
 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員 
 ４  番  ありがとうございます。 

 どうぞ、そんなにたいそうなお部屋は要らないと思います。そういうシステムを

先駆けて造っていただいて、１人でも、熱中症で救急搬送されたり、それから亡くな

ったり、そういうことのないような村政であってほしいなというふうに思います。 
 次に、横断歩道の整備について、お尋ねいたします。 
 昨年の６月に横断歩道の件についてお尋ねいたしました。そのお尋ねした後に、

県の方、行政、課長はじめ担当者の方が蔵貫地区、鶴地区を視察というか、現地を見

ていただきました。 
 ですが、今、蔵貫の横断歩道の修復を、県の方もそのように見てくださいました

が、今、蔵貫を見ると、もう横断歩道の役割を果たしておりません。ペンキが剥げて

しまって。 
 ですから、新学期になります。子どもたちにも交通ルールを教えるものだと思い

ます。そこで、やっぱりくっきりとした横断歩道があれば、運転している運転手も停

まると思うんですね。ですけど、私も何回も言いますけど、横断歩道で立ってても、

停まってくれる車はもう数少ないです。 
 だから、これは大きな問題だと思うんですが、だからと言って自分も停まってい

るかというと、やっぱり横断歩道が見えないときは停まれないんですよね。 
 ですので、どうか子どもたち、村民の安全を守るためにも、早急に剥げかけた横断

歩道をきれいに、まっ白にしていただく、そんな方法がまた相談できますでしょう

か。よろしくお願いします。 
 議  長  農林建設課長 
農林建設課長  先ほど議員おっしゃられましたように、現地は、確認は一緒にさせていただきま

した。もう一度お伝えしますけど、こういう状況であるということは道路の管理者

であります県土整備事務所様にはお伝えをしているところであります。 
 横断歩道の塗り替えといったものにつきましては、道路自体の管理は県土整備に

なりますが、横断歩道の塗り替えといったところは、警察の公安のほうの所掌とい

うことになるということでございます。 
 ですから、朝倉警察署のほうにもですね、またそこをお伝えしまして、今、現地も

確認をいただいております。やはりそこの蔵貫地区のですね、横断歩道の色が薄く

なっているということは認識もいただいておりまして、実施はするというようなこ

とはご返事いただいておりますが、時期についてですね、それがいつできるかとい

うところにつきましては、ちょっとまだお答えができないですけれども、確実にや

りますということのお返事はいただいているところでございます。 
 あと、鶴地区のほうもあるかと思いますが、こちらのほうも現地は一緒に確認さ

せていただきました。こちらはですね、同じく警察のほうも現地を見ていただいて

いるんですけども、そちらの横断歩道につきましてはですね、今の色ぐらいではで

すね、まだ塗り替えというようなことは実施されないというようなことで、お返事

を貰っています。  
 ただ、河川の工事で少し舗装をやり替えてたりとかして、なくなっているところ

がありかと思います。そちらについてはですね、実際工事を施工されておられる県

土整備事務所様のほうで復旧をするというようなことはですね、伺っているところ
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でございます。 
 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員 
 ４  番  ありがとうございます。 

 新学期になったり、子どもたちには特に安全の教育とかが、交通安全の教育とか

をされると思いますが、環境が整ってないのに「守れ」と、そういうこともやっぱり

よくないような気もいたしますので、どうか早急に改善を望みます。 
 以上で、私の質問を終わります。 

 休  憩  
 議  長  １１時５分まで休憩します。 

（１０時５９分） 
 再  開  
 議  長  休憩前に続き、会議を再開します。 

（１１時０５分） 
 議  長  １番 和田将幸議員の質問を認めます。 

１番 和田将幸議員 
 １  番  今回は、大きく３つの質問をさせていただきます。 

 １つ目は、ＪＲ日田彦山線BRT 運行についての質問です。 
 令和４年９月の定例会で、BRT 専用道の安全対策や豪雨による災害に対しての不

安の声があるが、どう対応するのかと質問をしましたが、東峰テレビ等で村民に伝

えるとの答弁でした。 
情報発信が未だにされてないと思いますが、どうなっているのでしょうか。また、

住民説明会等は開かれないのか、お尋ねします。 
 議  長  ふるさと推進課長 
ふるさと推進

課長 
 まずですね、議員おっしゃられるとおり、東峰テレビ等での放送は、今のところ実

施しておりません。 
 現状を申し上げますと、住民の方が主に心配されている踏切、それから、今回専用

道ということですので舗装がされます。ですので、そういったことでの排水の心配

をされているというふうに受けています。 
 現在、この問題につきましては、ＪＲと定期的ではございませんが、協議は行って

おります。ＪＲからは、現在運輸局や警察署、要は県警ですね、県警との調整を現在

行っているということで、踏切、１種踏切と４種踏切がございます。１種は岩屋公民

館前の踏切、それから、紙屋住宅の前の福井の踏切、この２カ所です。 
 こちらについては、専用道のほうに遮断機を付けるというような計画もあるよう

でございますが、そういったことを含めて現在、調整を行ってもらっているという

状況です。 
 ですので、今月ですね、現地を村と立ち合いながら確認して、地域のご意見も直接

ＪＲさんも貰っているようですので、そういったことを調整させていただき、最終

的に決まりましたら、広報等でさせていただきたいというふうに思っております。 
 住民説明会の件でございますけれども、こちらも確認いたしましたが、添田町さ

ん、それから日田市さんでも住民説明会自体は、ＪＲとしては行っていないという

ことでございます。 
 ですので、村でＪＲから説明会があるかと言えば、現在のところ計画がないとい

うことでございました。 
 ですので、この辺りを村としてどうやっていくのかというのは、ある程度専用道

のそういった安全性とかが確定され次第、広報等でかけていくのかというのを調整

させていただいて、今後対応をさせていただきたいというふうには考えております。 
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 議  長  １番 和田将幸議員 
 １  番  今さっき言われたとおり、踏切とか豪雨のときの雨の災害とか、みんなも心配し

てますが、もうちょっと小っちゃいこととか、いろんなことが村民の方不安に思っ

ているところがあるんですよね。そういうところを拾い上げてもらいたいなとは思

っています。 
 例えば、雪が降ったときとか凍結したときの眼鏡橋の上はどうなるかとか、それ

と地元の人でしか分からない釈迦岳トンネルの中とかは、今、夏場高温になるんで

温度差が相当あって、かなり霧がかかっているみたいなんですよ。 
 たぶんＪＲさんは把握はできていると思うんですけれども、住民のほうからした

ら、そのことが把握しているのか、把握してないのかさえ分からないので、ちょっと

心配になってるんで、住民の声をもうちょっと拾う機会を作ってくれたらいいとは

思います。そういう機会が作れないですか。よろしくお願いします。 
 議  長  ふるさと推進課長 
ふるさと推進

課長 
 まず、地元の方のご要望については、個別に現在対応させていただいているとこ

ろもございます。そういった排水計画であったりとか、土羽の除草の問題とかです

ね、いろいろございますので、そういったことは個別に対応させていただいており

ます。 
 先ほど議員おっしゃいましたトンネルにつきましては、これはもう技術的な問題

になろうかと思います。ですので、ＪＲのほうが当然そこの辺りは考えてあるとは

当然思いますけれども、まだその辺りの詳細について、村のほうが担当課として、ま

だその辺り聞いてないというか、受けておりませんので、その辺りも含め個別な対

応も含めてですね、いろんな情報をこれからおそらく、かなり工事が進んできまし

たので、提供できると思いますので、その辺りで調整をさせていただきたいとは、現

状では思っております。 
 議  長  １番 和田将幸議員 
 １  番  住民もそういう情報が欲しくて、たぶんたまらないと思うので、その辺のほうよ

ろしくお願いします。 
 続いての質問に移らせていただきます。 
 ＪＲは、全国でローカル路線の廃止、縮小の流れがあり、代替、代行バス路線の廃

止も出てきています。今後東峰村も人口減少に伴い、通学、通勤による村内利用者が

確実に減少します。東峰村に公共交通を残すためにも、沿線振興を迅速に進めて、村

外利用を増やさないといけないと思いますが、どう考えているか、お尋ねします。 
 議  長  村長 
 村  長  ＪＲ日田彦山線沿線地域振興につきましては、やはりどのようなペースで、１つ

は今年の夏開業という１つのきっかけがございます。このときに協議会、沿線地域

振興協議会の中でも、１つは、そのターゲットに向けてどういうふうな動きをする

のか、どういう広報、また利用促進についての取り組みを行っていくのか、という協

議を行わせていただいたところでございます。 
 それと、あとですね、やはりそれぞれの３つの駅、筑前岩屋、大行司、宝珠山駅、

このそれぞれの駅をですね、周辺整備によってどう生かして、どうＰＲし、どう利用

促進を行い、観光客等の利用促進等を図っていくか、村内の利用も含め地域の利用、

村外の利用、そういったものをですね、視野に入れながら、どういう活用をしていく

かというところは、令和４年度、今年度については、沿線振興の基本構想を作成いた

しまして、５年度に基本計画、実際にそういうのをどういうふうに実現していくか、

また、それを何年度にやっていくか、そういった部分の実現化についてのですね、具

体的な計画策定を行っていくということにしております。 
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 これについても、少し時間がかかりますけど、その計画が整い次第、実現できる部

分については、言いましたが、県の基金事業という兼ね合いもございまして、県との

協議、県への予算要求、そういった手続き等もございますが、開会のときのごあいさ

つの中にもありましたが、県のほうにもですね、やはり効果的な事業を年度途中で

も取りかかれるような配慮をお願いしたいということで、これについては、自分と

しても県のほうに強く働きかけをしまして、５年度事業の基本計画策定の中で実現

できる分については、一日も早い実現を行っていきたい。 
 ただ、全体的な計画の周辺整備については、やはりきっちり全体の構想を固めた

中でやっていかなければいけないと思っておりますので、議員さんおっしゃられる

ような迅速に進めていく。これは当然村でも考えておりますけど、これが、ちょっと

何年、来年、再来年という話にはですね、ちょっとなりにくいのかなというふうに考

えているところでございます。 
 議  長  １番 和田将幸議員 
 １  番  駅周辺の整備とかは、やっぱり時間をかけてでも、地域住民の方に安心できるよ

うなものを造ってもらいたいんですけども、BRT で東峰村が注目をいろいろされる

のは、開通前であったり開通時です。 
 この時期にどれだけ東峰村をＰＲできるか。小石原焼、高取焼、棚田米、農産物、

すばらしい景観など多くの人に知ってもらい、今後にどれだけ繋げるか、どれだけ

多くの人に来てもらうか。 
 地域振興の面でも、公共交通を守る面でも、開通時までが１つの大切なところだ

と思いますが、そのところをどう考えているか、お伺いします。 
 議  長  村長 
 村  長  議員さんのおっしゃること、全くその通りだというふうに思っております。 

 １つは、沿線地域振興計画というのは、あくまでハード的な分でございますので、

時間がかかるということはご了解いただきたい。 
 ただ、開通に向けてのですね、準備については、それ以外の部分でやる。また、観

光アクションプランですね、これの取り組みの中でも、１つ、２つできることをやろ

うという部分、もう１つは県の日田彦山線沿線地域振興協議会の中で、今、プロジェ

クトチームというのが立ち上がっておりまして、この中でやっぱり開通に向けて、

これについては、それぞれ自治体の特性を生かして、地域に合った、例えばコーヒー

ですかね、を作って、それをＰＲして、味わってもらうことで、日田彦山線への興味

をしっかり持っていただいて誘客につなげる。 
 そういった１つの取り組みの例でございますが、県のプロジェクトチームの中で

さまざま開通に向けた取り組みも行っているところでございますので、これについ

ては、先日、２月に県の協議会がございまして、県の事業としても承認を受けたとこ

ろでございますので、こういった部分について、広報紙等でもですね、村の中でこう

いう取り組みを行っている、県でも行っているという部分をですね、開通に向けて

情報を提供しながら盛り上げていきたいというふうには思っております。 
 議  長  １番 和田将幸議員 
 １  番  開通までに村のすばらしいところが多くの人にＰＲできて、開通後にもみんなが、

足が運んでくれるようなＰＲができたらと思っています。 
 続いては、沿線の景観整備で支障木伐採、植栽を計画、実施していますが、今後魅

力ある東峰村をつくっていくうえで、大変重要だと思います。景観のすばらしい村、

足を運びたくなるような東峰村をつくるには、この機会に、沿線はもちろん沿線以

外でも住民の意見を取り入れ、計画的に植栽等を実施し、１０年後、２０年後のすば

らしい東峰村づくりができたらと思いますが、村長の考えをお伺いします。 
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 議  長  村長 
 村  長  沿線の景観整備という形で、今ですね、景観整備計画を作り、その中で四季折々の

自然を楽しめる植栽の計画をですね、構想という形で作らせていただいているとこ

ろでございます。 
 これに先立ちましてですね、東峰村は日本で最も美しい村連合に加盟をしており

まして、そういった中での美しい村というところで、どういう景観づくりをしてい

くのかという課題を、当初からですね、いただいておりまして、今、労務班という形

で美しい村づくり事業、景観整備は行っているところでございます。 
 あと植栽ですね、計画的な植栽、沿線地域は日本一の車窓づくり、BRT のバスか

ら見たときに、東峰村の自然がやっぱりすばらしい、これは日本一の車窓だと思わ

れる景観づくりを行いたいというところで、まずは景観支障木の伐採を、今、行って

いるところであります。 
 その後の計画的な植栽については、たぶんほとんど民間の土地をどう使っていく

かという形、これを村が購入してするものなのか、民間との協働の中で植え替えと

か、そういった部分を取り組んでいくのか、それについては、ちょっと今後の検討に

はなってまいりますので、その中で議員さん言われた部分、沿線以外の景観の植栽

等について、どのような規模、どのような樹種、どういう景観づくりをしていくの

か、これはやっぱり芯となるコンセプトが必要だというふうに思っておりますので、

これについては、景観整備の計画の中、これもまだ植栽については具体的な計画が

固まっているわけではございませんので、その計画の策定の中で、そういった課題

についても、併せて検討というか、勉強していく中で進めさせていただきたいと思

います。 
 議  長  １番 和田将幸議員 
 １  番  今現在、多くの人が足を運んでいる景観のすばらしいところとか、そういうとこ

ろは１０年前、２０年前にそういうことを頑張って、今があるんだと思います。東峰

村も１０年後、２０年後がそうであるように今から考えて、美しい村づくりのほう

をやっていけたらと思います。 
 続いての質問です。 
 国道２１１号線のいずみ館入口付近についてです。 
 村内の国道２１１号線でも出入りが激しく危険性があるところがいずみ館前だと

思います。ここは早朝から夜まで子どもの送り迎え、いずみ館利用者、役場関係者の

出入りが多く、見通しが悪いところです。 
 残念ながら信号機設置の指針には、交通量が少なく該当しないと思いますが、東

峰村は高齢化が進み、高齢ドライバーもたくさんいます。若いときのような反応も

できなくなっています。その他の場所でも道が整備され、通行する車のスピードが

上がり危険な箇所が村内でもいくつかあります。 
 東峰村の高齢化が進んでいるのなら、それに対応できるよう村独自の対応はでき

ないのか、考えをお伺いします。 
 議  長  村長 
 村  長  国道２１１号のいずみ館、東峰学園の出入り口の状況について、このご指摘の場

所については、村道側には停止線、また、国道側にはですね、横断歩道や安全ミラー

等を整備している状況ではございます。 
 ただ、やはり見通しが、ちょっと左側と言いますか、小石原側に出るときに確認が

しづらい、カーブミラーで車が来ているのが分かってても、すぐ来るかどうかがち

ょっと確認しづらいとかいう話はですね、確かに伺っているところは事実でござい

ます。 
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 ただ、いずれにしても国道側にですね、やっぱり通る車が、いかに歩行者にしろで

すね、出てくる車にしろ安全に配慮していただけるか、この辺についてはですね、注

意喚起、信号については、先ほど議員さんもされた部分もあるかなというふうには

思っておりますが、そういう安全対策の設置の判断については、やっぱり公安委員

会や警察等のですね、判断が必要になると思いますので、こういった部分について

要望等をですね、受ける形であれば県のほうと協議、今のところは、確かまだしては

いないと思いますので、させていただきたいというふうには思っているところです。 
 ただ、後段で言われました、全体的に今、県道、国道等ですね、道路構造基準がだ

いぶ変わりまして、道が非常に、車にとっては走りやすくなっています。特に八女香

春線についても道が広くなった分、高齢者の方が横断するのに、渡ろうと思うと、や

っぱり車が遠くに見えてても、すぐ近寄って来て怖い思いをしたとかいう部分はご

ざいます。これについては、速度抑止の標示を道にしたりとか、そういう対応は取っ

ていただいているところでございますが、そういったところの対応について、村と

してはですね、具体的にどういうふうに考えれば車の方がですね、歩行者と言いま

すか、交通弱者と言いますか、そういう方に優しい運転ができるか、これについては

なかなかちょっと対応がですね、どういう形ですればいいのかというのは、思いつ

かないのが現状でございますので、こういった部分についても、何らかの対応のア

イデア等があればですね、ぜひいただきたいというふうに、村としても当然考える

べきことではございますが、いただきたいというふうに思っております。 
 議  長  １番 和田将幸議員 
 １  番  事故が起こってからでは遅いので、いろいろな意見を取り入れたり、今後いろい

ろ事故がないようにするために考えていけたらと思っています。 
 次の質問にまいります。 
 竹棚田レストランについて、質問いたします。 
 村の施設である棚田レストランは、開業から３年経たないうちに、雨水で色落ち、

色剥げ等が出ていますが、設計段階で把握できなかったのか、また、設計、施工者に

は責任がないのか、それと保証はどうなっているのか、お尋ねします。 
 議  長  ふるさと推進課長 
ふるさと推進

課長 
 当時のですね、設計協議の中におきましては、レストランに雨樋がないというこ

とで、雨の対策については、軒を出すことで対処することになったというふうに聞

いております。３年のうちに色落ちそれから色剥げ等が生じるというのは、そのと

きには想定していなかったということと思います。 
 ということで、ご指摘の箇所につきましては、雨風、これによるものが大きく、設

計、施工上の問題は、当時、今でもないというふうに認識をしているところでござい

ます。 
 保証につきましては。施工後１年が経過した際、受注者立会いの下、１年点検を実

施しております。このときに施工上の不具合、それから不備等があったものについ

てはですね、業者により保証の範囲内において対応を実施しているということでご

ざいます。 
 議  長  １番 和田将幸議員 
 １  番  建物について、外見ももちろん必要ですけども、一度建設したら今後何十年も維

持をしていかなければいけません。 
 建築のほうとかやったら、専門分野になりますので、なかなか見た目で判断でき

ないところもありますので、設計段階とかできちんと管理できたらなとは思います。 
 最後に、ほうしゅ楽舎の補償契約はどうなっているのか、お尋ねいたします。 

 議  長  村長 
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 村  長  ほうしゅ楽舎、今建設、もうすぐ建設が完了というスケジュールで行っておりま

す。この補償契約についてのお尋ねでございますが、これについては、工事請負契約

の契約約款の中で謳われている分でございます。 
 いわゆる過去、瑕疵担保と言っていたやつですね。瑕疵保証、今、契約不適合責任

期間等ということで明文化されております。 
 これについては、国土交通省の標準の約款を村としても採用しておりまして、こ

れは、契約書の中ではですね、引き渡しを受けた日から２年間、２年間がその期間と

いう形で明文化がされているところでございます。 
 あとは契約というか、設計書、これをですね、やはり自分たちが専門家ではないか

らという部分ではなくて、実際に先ほどの案件についても、設計ができ上がったも

のについて、村としてもその成果に基づいて造っておりますので、実際に修復等は

ですね、当然行わなければいけないとは思っておりますが。 
これが、ちょっとまだ、どういうような経緯で、どのような原因でされたか。これ

についてをきっちりやったうえで、やはりちょっと３年でそういう状況が出るとい

うのは、通常の想定ではあり得ないことではございますが、これについてもさまざ

まの要因があると思いますので、これについての原因等を調査するのはまだできて

おりません。ご質問いただいてから日にちがありませんでしたので。 
 そういった部分と、やっぱりそうした部分をした中で、村としても、やはり利用さ

れる方、来られる方がですね、そういった部分を見たときに不快な思いと言います

か、やっぱり満足して帰っていただくためには、何らかの対応をやらなければいけ

ない。これは、ちょっとその後にはなると思いますが、それをやらなければいけない

というふうには思っているところでございます。 
 ほうしゅ楽舎の補償契約については、約款上２年というところで回答させていた

だきます。 
 議  長  １番 和田将幸議員 
 １  番  ほうしゅ楽舎の補償については、分かりました。 

 東峰村に多くの人が来ていただけるときに、やっぱり気持ち良く過ごしてもらっ

て、気持ち良く帰ってもらって、また来てもらいたいというのがありますので、何ら

かの対応をよろしくお願いします。 
 これで、私の質問は終わります。 

 散  会  
 議  長  １１時４０分まで休憩します。 

 休憩後は、予算審査特別委員会を開会します。 
 （１１時３２分） 
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 開  議  
 議  長  ただ今の出席議員数は、９名です。 

 定足数に達していますので、本日の会議を開きます。 
 議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

（１０時３０分） 
 議  長  これより、各議案の質疑、討論、採決を行います。 
 日程第１  
 議  長  日程第１ 議案第１号「東峰村個人情報の保護に関する法律施行条例の制定につ

いて」を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 反対討論はありませんか。 
 賛成討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第１号「東峰村個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について」を、お

諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第２  
 議  長  日程第２ 議案第２号「東峰村行政不服審査会条例等の一部を改正する条例の制

定について」を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第２号「東峰村行政不服審査会条例等の一部を改正する条例の制定について」

を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第３  
 議  長  日程第３ 議案第３号「東峰村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について」を、議題といたします。 
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 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第３号「東峰村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第４  
 議  長  日程第４ 議案第４号「東峰村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の

一部を改正する条例の制定について」を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第４号「東峰村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第５   
 議  長  日程第５ 議案第５号「東峰村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を

改正する条例の制定について」を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第５号「東峰村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条
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例の制定について」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第６  
 議  長  日程第６ 議案第６号「東峰村職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について」を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第６号「東峰村職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第７  
 議  長  日程第７ 議案第７号「東峰村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第７号「東峰村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第８  
 議  長  日程第８ 議案第８号「公益法人等への東峰村職員の派遣等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について」を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 



4 
 

 （質疑なし） 
 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第８号「公益法人等への東峰村職員の派遣等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第９  
 議  長  日程第９ 議案第９号「東峰村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について」を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第９号「東峰村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

日程第１０  
 議  長  日程第１０ 議案第１０号「東峰村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について」を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第１０号「東峰村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
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 （賛成者挙手） 
 議  長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 
日程第１１  
 議  長  日程第１１ 議案第１１号「東峰村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について」を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第１１号「東峰村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

日程第１２  
 議  長  日程第１２ 議案第１２号「東峰村国民健康保険条例の一部を改正する条例の制

定について」を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第１２号「東峰村国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」

を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

日程第１３  
 議  長  日程第１３ 議案第１３号「東峰村手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
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 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第１３号「東峰村手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を、お諮

りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

日程第１４   
 議  長  日程第１４ 議案第１４号「東峰村職員の再任用に関する条例を廃止する条例の

制定について」を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第１４号「東峰村職員の再任用に関する条例を廃止する条例の制定について」

を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

日程第１５  
 議  長  日程第１５ 議案第１５号「令和４年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第６

号）について」を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
２番 樋口朗議員 

 ２  番  ８８ページをお願いします。 
 ５目財産管理費、旧宝珠山小学校グラウンド整地工事１，２００万円、それから、

旧宝珠山小学校支障木伐採工事１００万円。 
 グラウンド整地工事の内容について、具体的なものをご説明をお願いします。 

 議  長  総務企画課長 
総務企画課長  現在ですね、旧宝珠山小学校グラウンドにつきましては、仮設住宅の撤去後、その

まま１５㎝程度ですね、低い状態になっております。そこに雨水等たまっておりま

すので、それを解消するために嵩上げをしてですね、元の高さに戻すような工事で

ございます。以上でございます。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  どこをというか、側溝整備とか、そういったのは含まれてないということですか。 
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 議  長  総務企画課長 
総務企画課長  あくまで今回はですね、元の更地に戻すというような工事でございます。 

 その後はですね、いろんな計画がまたありましょうから、とりあえずは元に戻し

て、水たまりの解消ということを考えております。 
 議  長  ２番 樋口朗議員 
 ２  番  １，２００万というかなり高額なものですから、何か付帯工事があるかなという

ことで質問したわけですが。 
 実は、私の一般質問の中でですね、村長が、あそこは水がたまりやすいという発言

がありましたが、実はあそこご存じのように、中原用水がですね、スタンドの２段目

に通っていまして、あれができたのが昭和３１年ですから、その当時の水量計算で

やったと思います。 
 それから、降雨量が全然違う状態になっていますから、私は、大雨のときに、あそ

こはいつも検査というか管理というかですね、写真を撮っていっているんですけど。

ほとんどが中原用水からの漏水と言いますかね、２段目にかなりいろんな穴が開い

ていますから、そういった整備もですね、これから必要ではないかなということで

すけど、その件についてはどんなふうに考えていますか、お尋ねします。 
 議  長  総務企画課長 
総務企画課長  今回の工事はそこまで含んでおりませんが、そういったことが実際に起きている

ということであればですね、その辺はまた後からの改良になろうかと思います。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  ９０ページをお願いいたします。 

 ３款１項１４目並びに１５目の給付金の減額についてです。 
 結構大きな額が減額になっております。この減額になった要因と言いますか、給

付されなかった額というふうな具合で思っていいでしょうか。 
 議  長  住民福祉課長 
住民福祉課長  １４目の住民税非課税特別給付金と、それから、１５目の価格高騰緊急支援給付

金につきましても、いずれも見込額に対し実績が決定した関係で、もうこれ以上給

付のないところでの減額でございます。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  なぜ、これだけの額が出たと、行政としては、対応としてされているのかなと思う

んですけれども。 
 非課税の世帯の部分は、想定よりも対象者が少なかったという、それはたぶん想

定されて予算組みさていると思うんですけれども、なぜ、こういった７９０万ほど

の減額になることになったか、その要因ですね。 
 価格高騰の緊急支援給付金に関しても、この額使われなかった方がいるというこ

とで思っていいのでしょうか。ちょっとその辺がよく分からないので、もう少し説

明をいただいてもよろしいでしょうか。 
 議  長  住民福祉課長 
住民福祉課長  当初の見込みでですね、非課税世帯の見込みの方に対して通知をしておるわけな

んですけれども。 
 それに対して、実際申請をしていただいて、対象になる方とならない方がいらっ

しゃるんですね。例えば、扶養に入っておられたりとか、そういうことで、実際想定

していた数と実績とが開きが出るような状況というふうに伺っています。 
 細かく個別に誰がどうだったかということまで、私が今の段階では把握ができて

いませんので、そのような状況というふうに把握しているところでございます。 
 価格高騰分につきましても、対象となる方にはご案内はしているかと思うんです
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が、それに対してあとどれくらい、もしかしたら未支給分があるのかもしれないで

すけど、それについては、今の段階では、私が把握ができておりません。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  ちょっとこの要因がはっきりしないと、今後また非課税世帯の給付等に関しても、

国からの話がどうもありそうな流れも、話に出てきたりしておりますので。 
 確か補正予算でこれ組まれたときに、結構世帯数３００何十件かということで、

ちょっと衝撃を受けたところもあったと思います。その辺が事前に把握できる、で

きないというのが、ちょっとこちらとしてもよく分からないのでですね、当初から

非課税ということで、扶養がどうとかというのはうまく把握されてないのかなと思

ったんですけども、事前にそれは分からないものなのでしょうかというのと、あと、

価格高騰の給付金の、この２８０万の減額の要因が分からないというのは、ちょっ

といかんせん補正予算案としてはいささかちょっと困りますので、もう少しご回答

いただけますでしょうか。 
 休  憩  
 議  長  １１時５分まで休憩します。 

（１０時５４分） 
 再  開  
 議  長  会議を再開します。 

（１１時０５分） 
 議  長  住民福祉課長 
住民福祉課長  住民税非課税世帯の臨時特別給付金につきましては、３年度からの事業でござい

まして、４年度に繰り越した分というか、まだ申請がされてない方、それから、改め

て確認をして非課税になった方を当初予算に計上しております。 
 税のシステムにより、当初１００人ほどの非課税とみなされる方を抽出しており

ます。そこに、新たに非課税になられる方等を勘案して、１２０名の対象者を抽出し

て予算計上しておりました。 
 実際申請をいただきましたのが、全員の方に確認はいたしましたが、実際対象に

なる方が、この実績の４１名でございました。 
 １５目の価格高騰緊急支援給付金につきましても、合計で３３０件等の非課税世

帯の抽出をしておりましたが、そこにまたプラスで２０件ほど新たな非課税等を見

込んで計上しております。実際に対象になった方が２９４件でございます。 
 それぞれ申請をされなかった等はきちんと確認をしまして、必ず皆さん全員の方

に申請はいただき、確認の結果、それぞれ４１件、それから、２９４件という実績と

なりました。 
 実際には、そこの不用額となった分につきましては、申請していただいた結果、お

子さん等の扶養に入っているということがそこで分かり、このような差額が出たと

いうことでございます。 
 委 員 長  別の質問ですか。 

６番 高橋弘展議員 
 ６  番  ９３ページをお願いします。 

 １１款１項３目農地・農業用施設災害復旧費の工事請負費で、平成２９年災害復

旧工事の部分で１億ほどの減額になっております。 
 説明の中で、契約に至ることができなくなったという話なんですけれども、契約

に至ることができなくなって、もう平成２９年から年月かなり経って、ここで落と

してしまった部分の箇所というのは、最終的にどうなるんでしょうか。 
 委 員 長  災害対策室長 
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災害対策室長  平成２９年災でございますが、令和４年当初ですね、予算化１億６，０００万全体

で、こちらのほうが１０カ所平成２９年災で、当初上げておりました。 
 この基礎となるのが、査定時の設計による事業費の合計を上げております。 
 一昨年、場所的には屋椎地区になるんですけど、そちらのほうに現地調査と測量

等をし直しましてですね、各箇所の事業費を実施設計ベースに今度しております。

その差額分が入っているので落としている分と、令和４年以内にですね、今度は屋

椎川のほう、ちょっと奥のほうですね、本迫川と屋椎川ありますけど、屋椎川のほう

で流路工の関係で、県との協議におきましてですね、３カ所ほど廃工に、要するに、

県の工事に取り込まれて、農災のほうが廃工となる箇所が３カ所ほどございまして、

そちらのほうの事業費が落ちている分等々がございまして、１億ほどの減となって

おります。 
 議  長  ６番 高橋弘展議員 
 ６  番  平成２９年の復旧工事ですけれども、今回県に取り込まれたりということで、そ

の３カ所はなくなったとして、この令和４年に上げられた１０カ所をもって、この

平成２９年の災害復旧工事、農地・農業用施設災害の部分に関しては、もう終了とい

うことでよろしいんでしょうか。まだ、箇所的には残っているんでしょうか。 
 議  長  災害対策室長 
災害対策室長  令和４年で上げている箇所で、平成２９年災の事業としては全額上げております

ので、その減額補正とさせていただいておりますので。 
 これにつきましては、まだ繰越とかかけさせていただいたりするところもござい

ますので、繰越予算と令和５年に上げる当初予算で、すべて２９年災の事業費とし

て計上するような形になっております。 
 議  長  ないようですから、質疑を終結します。 

 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結します。 
 採決します。 
 議案第１５号「令和４年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第６号）について」

を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

日程第１６～

日程第１９ 
 

 議  長  日程第１６ 議案第１６号「令和５年度東峰村一般会計歳入歳出予算について」 
 日程第１７ 議案第１７号「令和５年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予

算について」 
 日程第１８ 議案第１８号「令和５年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳

出予算について」 
 日程第１９ 議案第１９号「令和５年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出

予算について」 
は、予算審査特別委員会に付託をいたしました。 
 予算審査特別委員会、委員会報告書をお手元に配布しております。 
 それでは、予算審査特別委員会の委員長報告をお願いします。 
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９番 黒川隆康議員 
 ９  番  令和５年東峰村議会第１回定例会、３月９日本会議において、予算審査特別委員

会に付託を受けました案件について、東峰村議会会議規則第７６条の規定により、

審査結果を報告します。 
 付託を受けた案件は、 
議案第１６号「令和５年度東峰村一般会計歳入歳出予算について」 
議案第１７号「令和５年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予算について」 
議案第１８号「令和５年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算につい

て」 
議案第１９号「令和５年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算について」 

以上の４件でありました。 
 審査期日は、令和５年３月１０日、１３日、１４日の３日間で、会計ごとに慎重に

審査を行いました。 
 審査の結果は、原案どおり可決するものと決定いたしました。以上です。 

 議  長  ただ今、予算審査特別委員会委員長報告がなされました。 
 議案第１６号「令和５年度東峰村一般会計歳入歳出予算について」 
 議案第１７号「令和５年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予算について」 
 議案第１８号「令和５年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算につい

て」 
 議案第１９号「令和５年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算について」 
を、一括して採決を行います。 
 委員会報告書のとおり決定することに賛成の方は、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、委員会報告書のとおり可決されました。 

日程第２０  
 議  長  日程第２０ 同意第１号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の

選任について」を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
 採決します。 
 同意第１号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選任について」

を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、同意することに決定をいたしました。 

日程第２１   
 議  長  同意第２号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選任について」

を、議題といたします。 
 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 



11 
 

 採決します。 
 同意第２号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選任について」

を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、同意することに決定いたしました。 

日程第２２  
 議  長  日程第２２ 「閉会中の継続調査申出書」を、議題といたします。 

 本件につきましては、議会運営委員会・各常任委員会・議会広報特別委員会から閉

会中の継続調査申出書が出されております。 
 お諮りいたします。 
 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご異議はござい

ませんか。 
 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 
 したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定

をいたしました。 
 閉  会  
 議  長  以上をもちまして、本定例会に付議されました案件の審議は、すべて終了いたし

ました。 
 村長よりあいさつの申し出があっています。 
 これを許可いたします。 
村長 

 村  長  閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げます。 
 ３月９日から本日まで、令和５年第１回東峰村議会定例会を開催し、議員皆様の

慎重審議をいただき、執行部より提案をいたしましたすべての議案等について、原

案どおりご可決いただきましたことを厚くお礼申し上げます。 
 議案審議の中でいただきました貴重なご意見、ご提言につきましては。今後の行

政運営に生かしていく所存であります。 
 特に、５年度予算執行における地域交通とデジタル化の推進につきましては、た

くさんのご意見をいただきました。 
 事業の目的はご理解いただいていると思いますが、まだ全体像がはっきりしない

中での予算案のご審議でしたので、年度明けできるだけ早い時期に協議の場を設け、

議会の皆様と事業について共有をし、村民の皆様にもしっかりお伝えをし、スムー

ズな導入を諮りたいと考えております。 
 先日、３月１１日から１２日にかけ宝珠山地区千代丸浄水場系統の断水につきま

しては、関係する皆様に大変なご迷惑をおかけいたしました。導水系の不良という

ことで、原因としては岩屋駅工区での配管の切り替え作業を行った際に、切り替え

後の復旧を確認して工事を終わったところでしたが、一部区間で空気がたまり、導

水水量が減少し、深夜に配水池の水量が０となり断水したものです。 
 早朝より農林建設課総出で業者とともに原因の除去・復旧を行ってきましたが、

安定した水量を確保するのに時間を要し、ご心配とご不便をおかけいたしましたこ

とを、大変申し訳ありませんでした。 
 さて、先週の土曜日１１日に、東峰学園の中学部の卒業式が行われました。卒業生

の皆さんが東峰学園から旅立ち。夢を実現するため、希望あふれる子どもたちに、家
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族を愛し、地域を愛し、東峰村を愛し、いつか東峰村のために役に立つ人となり、今

後ますます人口が減少し高齢化が進むであろうこの村をしっかり支える人材となっ

てほしいと、エールを送ったところでございました。 
 来年度こそは通常の生活を送ることができるように、皆様のさらなる感染症対策

の徹底をお願いし、何かとお忙しい中ではありますが、議員各位におかれましても

健康管理に十分ご留意いただき、お過ごしいただきますようにご祈念を申し上げ、

私の閉会にあたってのあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございま

した。 
 議  長  これをもちまして、令和５年第１回東峰村議会定例会の全日程を終了いたします。 

 （１１時２３分） 
 上記会議の経過を記載し、その相違ないことを 

証するために署名する。 
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